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第一部 【企業情報】

 

第１ 【企業の概況】

 

１ 【主要な経営指標等の推移】

(1) 連結経営指標等

 

回次 第10期 第11期 第12期 第13期

決算年月 2022年12月 2023年12月 2024年12月 2025年12月

売上高 (千円) 496,280 923,322 982,352 530,019

経常利益又は経常損失
(△)

(千円) △300,447 △71,875 55,133 △717,785

親会社株主に帰属する
当期純利益又は親会社
株主に帰属する当期純
損失(△)

(千円) △369,513 △313,027 56,471 △721,633

包括利益 (千円) △376,681 △306,895 63,303 △713,979

純資産額 (千円) 421,301 614,297 1,273,761 585,781

総資産額 (千円) 1,052,199 1,327,539 1,994,355 1,648,439

１株当たり純資産額 (円) 109.72 144.09 261.91 118.49

１株当たり当期純利益
又は１株当たり当期純
損失(△)

(円) △96.23 △76.90 13.11 △ 147.95

潜在株式調整後
１株当たり当期純利益

(円) ― ― ― ―

自己資本比率 (％) 40.04 46.27 63.87 35.27

自己資本利益率 (％) ― ― 5.98 ―

株価収益率 (倍) ― ― 82.81 ―

営業活動による
キャッシュ・フロー

(千円) △238,994 △19,476 12,509 △440,022

投資活動による
キャッシュ・フロー

(千円) △246,111 △372,021 △318,774 △284,922

財務活動による
キャッシュ・フロー

(千円) △42,890 536,461 638,071 344,277

現金及び現金同等物
の期末残高

(千円) 314,008 462,591 797,145 417,679

従業員数 (名) 63 55 41 38
 

(注) １．第10期及び第11期の潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、潜在株式は存在するものの、当社株

式は非上場であったため、期中平均株価が把握できず、また、１株当たり当期純損失であるため、記載して

おりません。

２．第12期の潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、希薄化効果を有している潜在株式が存在しない

ため記載しておりません。

３．第13期の潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、潜在株式は存在するものの、１株当たり当期純

損失であるため、記載しておりません。

４．第10期、第11期及び第13期の自己資本利益率については、親会社株主に帰属する当期純損失を計上している

ため記載しておりません。

５．第10期及び第11期の株価収益率は当社株式が非上場であったため記載しておりません。

６．第13期の株価収益率は、１株当たり当期純損失であるため、記載しておりません。

７．従業員数は就業人員(契約社員、他社から当社への受入出向者を含む。)であります。また、持分法適用会社

である株式会社エナジーゲートウェイへの兼務出向者を含んだ人数としております。
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８．第10期から第13期の連結財務諸表については、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」

(1976年大蔵省令第28号)に基づいて作成されており、第10期から第13期については金融商品取引法第193条

の２第１項の規定に基づき、太陽有限責任監査法人により監査を受けております。

９．2022年６月28日開催の定時株主総会決議に基づく決算期変更により、第10期は2022年４月１日から2022年12

月31日までの９か月間であります。

EDINET提出書類

インフォメティス株式会社(E37563)

有価証券報告書

  3/137



 

(2) 提出会社の経営指標等

 

回次 第９期 第10期 第11期 第12期 第13期

決算年月 2022年３月 2022年12月 2023年12月 2024年12月 2025年12月

売上高 (千円) 682,842 474,365 957,111 986,814 523,898

経常損失(△) (千円) △260,207 △268,949 △120,224 △50,023 △629,266

当期純損失(△) (千円) △635,745 △277,134 △341,973 △50,973 △633,114

資本金 (千円) 363,554 10,000 10,000 308,080 318,920

発行済株式総数 (株) 3,839,720 3,839,720 4,263,357 4,863,357 4,907,357

純資産額 (千円) 853,010 575,875 733,793 1,278,980 671,865

総資産額 (千円) 1,512,106 1,199,809 1,423,256 2,101,802 1,773,852

１株当たり純資産額 (円) 222.15 149.98 172.12 262.98 136.03

１株当たり配当額
(１株当たり中間配当額)

(円)
― ― ― ― ―
(―) (―) (―) (―) (―)

１株当たり当期純損失(△) (円) △173.59 △72.18 △84.01 △11.84 △129.81

潜在株式調整後
１株当たり当期純利益

(円) ― ― ― ― ―

自己資本比率 (％) 56.41 48.00 51.56 60.85 37.63

自己資本利益率 (％) ― ― ― ― ―

株価収益率 (倍) ― ― ― ― ―

配当性向 (％) ― ― ― ― ―

従業員数 (名) 42 55 48 38 35

株主総利回り (％) ― ― ― ― 34.4
(比較指標：配当なし
TOPIX)

(％) (―) (―) (―) (―) (122.4)

最高株価 (円) ― ― ― 1,124 2,063

最低株価 (円) ― ― ― 980 374
 

(注) １．第９期から第11期の潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、潜在株式は存在するものの、当社株

式は非上場であったため、期中平均株価が把握できず、また、１株当たり当期純損失であるため、記載して

おりません。

２．第12期の潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、潜在株式は存在するものの、１株当たり当期純

損失であるため、記載しておりません。

３．第13期の潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、潜在株式は存在するものの、１株当たり当期純

損失であるため、記載しておりません。

４．自己資本利益率については、当期純損失を計上しているため記載しておりません。

５．第９期から第11期の当社株式は非上場であったため、株価収益率を記載しておりません。

６．第12期及び第13期は当期純損失を計上しているため、株価収益率を記載しておりません。

７．１株当たり配当額及び配当性向については、配当を実施しておりませんので、記載しておりません。

８．第10期から第13期の財務諸表については、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(1963年

大蔵省令第59号)に基づき作成しており、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、太陽有限責任

監査法人により監査を受けております。なお、第９期の財務諸表については、「会社計算規則」(2006年法

務省令第13号)の規定に基づき算出した各数値を記載しております。また、第９期は、金融商品取引法第193

条の２第１項に基づく太陽有限責任監査法人による監査を受けておりません。

９．従業員数は就業人員(契約社員、他社から当社への受入出向者を含む。)であります。また、持分法適用会社

である株式会社エナジーゲートウェイへの兼務出向者を含んだ人数としております。
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10．2022年６月28日開催の定時株主総会決議に基づく決算期変更により、第10期は2022年４月１日から2022年12

月31日までの９か月間であります。

11．2022年２月10日付で１株につき20株の株式分割を行っております。

12．2024年12月９日付をもって東京証券取引所グロース市場に株式を上場いたしましたので、第９期から第12期

までの株主総利回り及び比較指標については記載しておりません。第13期の株主総利回り及び比較指標は、

2024年12月期末を基準として算定しております。

13．最高株価及び最低株価は、東京証券取引所グロース市場におけるものであります。ただし、当社株式は、

2024年12月９日から東京証券取引所グロース市場に上場されており、それ以前の株価については該当事項が

ありません。
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２ 【沿革】

当社の創業者である只野太郎は、大手電機メーカーであるソニー株式会社(現・ソニーグループ株式会社)に技術者

として入社し、技術開発及び事業推進管理の両面を実務及び管理職として経験したのち新規事業創出部門にて電力ICT

関連事業の立ち上げを牽引しておりました。

ソニー株式会社(現・ソニーグループ株式会社)においては、2009年に、エネルギー分野の事業開発構想が開始さ

れ、翌年2010年、人工知能技術から機器分離推定技術が派生し、2012年３月には米国スマートグリッド(注１)実証

Pecan Street Projectに参画しております。

2012年初頭、同社の全体戦略見直しにおいて新規事業創造活動すべてに凍結方針が打ち出された際、今後の地球持

続性に向けた取り組みの重要性と、それに対する世界経済の後押しの継続を確信し、当時のメンバー数名で同社経営

陣と事業カーブアウトの協議を開始し、2013年４月に当社を設立、資金調達を実現し、当時の開発活動の中で特に世

界最先端で注目を浴びていた技術、知的財産や開発中であったシステム資産等をソニー株式会社(現・ソニーグループ

株式会社)から有償にて譲渡され、関わるメンバーの期間出向の協力も受ける形で、2013年７月に当社の独立稼働を開

始いたしました。設立以後の企業集団に係る経緯は、次のとおりであります。

 

年月 変遷の内容

2013年４月 インフォメティス株式会社を設立(資本金600千円)し、独立開業のための準備を開始

2013年７月
ソニー株式会社(現・ソニーグループ株式会社)より機器分離推定技術(NILM: Non Intrusive Load
Monitoring)を譲渡され独立。東京都港区高輪に本社開業

2014年11月
イギリス・ケンブリッジに海外向けAI技術の研究所としてInformetis Europe Ltd.を100%子会社
として設立

2015年４月
当社の「ディスアグリゲーションHEMSの実用化開発」の研究が、国立研究開発法人新エネル
ギー・産業技術総合開発機構の助成事業「戦略的省エネルギー技術革新プログラム」に採択

2016年９月 電力見える化サービス「うちワケ®」の商用販売開始

2016年10月
国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構助成事業における当社研究成果を「NEDO
省エネルギー技術フォーラム2016」にて展示

2017年６月 東京電力パワーグリッド株式会社との業務提携開始

2017年８月 東京電力エナジーパートナー株式会社が「遠くても安心」サービスを商用導入

2018年３月
電力データを収集・分析・加工するIoTプラットフォームサービスを提供することを事業目的とし
て、東京電力パワーグリッド株式会社と合弁で株式会社エナジーゲートウェイを設立(当社出資比
率40％、持分法適用関連会社)

2018年12月 事業拡大に伴い、本社を東京都港区芝に移転

2019年11月
AIキャラクターが毎日の暮らしを便利にするサービス「ienowa(イエノワ)」と「hitonowa(ヒトノ
ワ)」を株式会社エナジーゲートウェイから販売開始

2019年12月 株式会社日立製作所を引受先として第三者割当増資を実施、アライアンス体制を構築

2020年２月
ダイキン工業株式会社、株式会社博報堂ＤＹホールディングスを引受先として第三者割当増資を
実施、アライアンス体制を構築

2020年５月
株式会社アイ工務店が提供する住宅に電力センサー、「ienowa(イエノワ)」及び「hitonowa(ヒト
ノワ)」サービスが採用される

2020年６月
関西電力グループの合同会社Ｋ４ Ｖｅｎｔｕｒｅｓを引受先として第三者割当増資を実施、アラ
イアンス体制を構築

2021年２月
株式会社エナジーゲートウェイと共同開発した蓄電池メーカー向け「蓄電池AI最適制御システ
ム」を販売開始

2021年３月
家庭のエネルギーをスタイリッシュに管理するスマートフォンアプリ「econowa(エコノワ)」(現
「enenowa(エネノワ)」)を株式会社エナジーゲートウェイからリリース

2021年３月 世界初の機器分離推定技術(NILM)に関する国際規格(IEC/TS63297)が発行

2021年７月
小売電気事業者(注２)向け「デマンドレスポンス（DR）(注３)支援サービス」のサービス運用開
始

2021年10月
国立研究開発法人国立循環器病研究センターと東京電力パワーグリッド株式会社による「家庭内
の電力使用データを活用した認知機能低下の予測モデル作成」研究に当社の機器分離推定技術を
活用
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年月 変遷の内容

2022年１月
子会社Informetis Europe Ltd.が、英国にてDaikin Europe N.V.とエネルギーマネジメント(注
４)サービスを提供開始

2022年３月
大和ハウス工業株式会社、大和リビング株式会社、株式会社エナジーゲートウェイと共同で、賃
貸住宅の一部入居者を対象とした、デマンドレスポンスによる節電の実証実験（注５）を開始

2022年11月
2024年４月に開始される容量市場に対応したデマンドレスポンスを実現する新機能開発に向け
て、イーレックス株式会社と協業を開始

2022年12月
四国電力株式会社がクラウド型デマンドレスポンス（DR）支援サービス「BridgeLAB DR」を導
入、運用開始

2022年12月
「BridgeLAB DR」が、「2022年度(令和４年度)省エネ大賞」において、「省エネルギーセンター
会長賞」を受賞

2023年６月
伊藤忠エネクス株式会社、TIS株式会社、ＪＩＡ１号投資事業有限責任組合の３社を引受先として
第三者割当増資を実施、伊藤忠エネクス株式会社及びTIS株式会社とアライアンス体制を構築

2023年７月
ヒューリックスタートアップ１号投資事業有限責任組合から出資を受け、ヒューリック株式会社
とアライアンス体制を構築

2023年12月 本社を東京都港区芝公園へ移転

2024年２月
東京都及び東京電力ホールディングス株式会社が実施する「デジタル技術を活用した家庭の防
災・省エネ行動促進事業(実証)」に当社の電力量の見える化サービスが採用される

2024年３月
東京電力ホールディングス株式会社とダイヤゼブラ電機株式会社による共同研究製品　V2H「EIBS
Va-1(アイビス・ブイエーワン)」とマルチリンク蓄電システム「EIBS V(アイビス・ブイ)」に、
当社の「AI最適制御」機能が採用される

2024年５月
伊藤忠エネクス株式会社のグループ会社である株式会社エネクスライフサービスとともに、簡易
電力見える化サービスである「テラりんアイ(AI)」の提供を開始

2024年６月 中国電力株式会社と共同で高効率ヒートポンプ給湯器を活用した家庭向けDRの実証実験を開始

2024年10月
新規サービス開発「電力値にAIを活用した省エネアドバイスの開発」が、東京都中小企業振興公
社の「令和６年度 新製品・新技術開発助成事業」に採択

2024年10月
株式会社エネクスライフサービス、株式会社トドック電力と連携し、トドック電力ユーザーの
コープさっぽろ組合員の全需要家庭を対象に、AIを活用してスマートメーターの30分単位の電力
消費量から家電機器別の電力使用状況を見える化する「トドでんAI」の提供を開始

2024年12月 東京証券取引所グロース市場へ新規上場

2024年12月 株式会社フォーバルとの業務提携開始

2025年２月 株式会社建設技術研究所との業務提携開始

2025年５月
電力系統が抱える課題解決のため、両者保有のサービスの相互連携・協力を目的として、
ENECHANGE株式会社と協業を開始

2025年６月 当社が推進した世界初の機器分離推定技術（NILM）（注６）に関する国際標準規格が発行

2025年11月 本社を東京都港区芝大門へ移転

2025年11月
Daikin Airconditioning UK Ltd.が、当社技術・サービスを活用したBudget Controlサービス搭
載のヒートポンプ製品ラインナップ「UP Series」の販売を英国にて開始

2025年12月
中国電力株式会社と共同で、「BridgeLAB DR」に複数のエコキュートメーカーのクラウドサービ
スと連携したエコキュート機器遠隔制御DR機能を追加

 

［用語解説］

(注) １．スマートグリッド：電力インフラと通信インフラを融合させた次世代のエネルギー供給システムで、通信技

術を利用した制御により、電力の需要と供給のバランスを取るもののこと。

２．小売電気事業者：日本の電気事業法に定められた電気事業者の類型の一つで、小売電気事業を営むために経

済産業大臣の登録を受けた者をいい、2025年12月末日現在　計798事業者（電気事業法に基づく登録事業者

数）（引用：資源エネルギー庁　登録小売電気事業者一覧）

３．デマンドレスポンス（DR）：電力消費者側エネルギーリソースの保有者もしくは第三者が、そのエネルギー

リソースを制御することで、電力需要パターンを変化させることをいい、DRという略称も広く使用されてい

る。

４．エネルギーマネジメント：家庭、オフィスビルや工場などにおけるエネルギー使用状況を把握したうえで、

最適なエネルギー利用を実現するための活動のこと。

５．実証実験：新しいサービスや技術などを実際の市場環境や限定された条件下で試行し、その効果や実現可能

性を検証するプロセスのこと。

６．機器分離推定技術（NILM）：住宅の分電盤に最初に設置されているブレーカーが流れる電流の波形からAIが

電力内訳をリアルタイムに推定する最先端技術のこと。
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３ 【事業の内容】

(1) ミッション

当社グループは、「エネルギーデータの力で、暮らしの未来を変えていく。」をミッションとして、［エネル

ギー×AI］をコア技術に、エネルギー最適化ソリューションを提供することで、日本で、世界で、カーボンニュー

トラルの社会実装に挑み続けております。

 

 
(2) 事業の概要

当社グループは、当社、連結子会社(Informetis Europe Ltd.)及び関連会社(株式会社エナジーゲートウェイ)の

３社で構成され、脱炭素やGXに取り組む企業向けに、エナジー・インフォマティクス事業を展開しております。

連結子会社であるInformetis Europe Ltd.は、地域的にAI(機械学習(注１))の学術的教育環境が整っており、最

先端のAI研究者採用に有利なイギリス・ケンブリッジに設立された技術開発拠点であるとともに、欧州圏を中心と

した営業拠点でもあります。

関連会社である株式会社エナジーゲートウェイは、当社と東京電力パワーグリッド株式会社で共同設立した東京

電力パワーグリッド株式会社の子会社で、国内における当社電力消費者向けサービスの独占的販売代理店であると

ともに、東京電力グループの事業領域を拡大し、同グループの競争力の強化と企業価値の向上に重要な役割を果た

しております。

 
エナジー・インフォマティクス事業は、エネルギー関連データを独自のAIで解析し、①省エネルギーと快適生活

の実現をするスマート・リビングサービスと②エネルギーの運用効率の最適化を実現するエネルギー・マネジメン

トサービスをSaaS(注２)型で提供するもので、その概要は、以下のとおりであります。
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①　電力センサー等から得られるエネルギー関連データをIoTデータプラットフォーム(注３)(以下、「プラット

フォーム」という。)に収集
 

↓

②　プラットフォームに蓄積されたエネルギー関連データを独自のAI※で解析し、例えば、電力のムダを削減す

るなどの価値あるデータに加工

※独自のAIとNILM

エネルギーデータをAI(機械学習)により分析し、家庭や施設の総電力データから「どの家電がいつ、どの

くらい使われているか」をリアルタイム(即時)に推定する機器分離推定技術(Non-Intrusive Load

Monitoring技術(以下、「NILM」という。))や最適化技術を中核とするエネルギーデータ解析に特化した当社

グループ独自のAIのことです。NILMは、各家庭や各施設の総電力の入口である主幹部分に設置した１つの電

力センサーにより総電力データを取得し、主幹電力波形をAI（機械学習）等により分析することで、家電ご

とにたくさんのセンサーを取り付けたり、スマート家電に買い替えたりすることなく、どの家電が、いつ、

どれくらい使われていたかを推定する当社グループのコア技術です。

当社グループは、2016年に国内初のNILM商用サービスを提供し、東京電力グループとの連携を通じて、業

界でのプレゼンスを強化してまいりました。これにより、当社グループは、電力AI業界におけるリーディン

グ企業としての地位を確立しております。

NILMによって、これまで知りえなかった電力使用の内訳を簡単に知ることができるようになるだけでな

く、そこから得られたデータは、エネルギーの効率的利用や生活の見守りなど様々なメリットをもたらしま

す。
 

↓

③　価値あるデータを用いてプラットフォーム上に構築されたスマート・リビングサービスとエネルギー・マネ

ジメントサービスを提供することで、電力利用効率の最適化
 

 
具体的には、電気を作る(発電)→電気を送る(送配電)→電気を小売りする(小売)→電気を消費する(消費)という

電力供給の仕組みの中で電力利用効率の最適化を図るためには、電力供給に関わる設備の特徴を考慮しながら電力

供給のバランスを維持しつつ、生活の質を保ち、不便を最小限に抑える必要があることを踏まえて、(ⅰ)電力消費

者向けサービスの提供を通じて電力利用効率の最適化を図る「ienowa(イエノワ)」、「enenowa(エネノワ)」及び

「hitonowa(ヒトノワ)」などのサービスと、(ⅱ)電力を供給する側である電力事業者向けサービスの提供を通じて

電力利用効率の最適化を図る「BridgeLAB DR(ブリッジラボ ディーアール)」などのサービスを提供しております。

 
なお、当社グループは、エナジー・インフォマティクス事業を単一セグメントで展開しているため、以降の説明

においてセグメント別の記載は省略しておりますが、事業領域は、事業を展開する地域により、①国内領域及び②

海外領域に分かれております。

 
当社グループの収益モデルは、プラットフォーム上に構築されたサービスを利用する顧客企業数又は顧客企業の

エンドコンシューマー数及びプラットフォーム上で稼働する各種アプリのエンドコンシューマー数が増加するにつ

れて、年々売上収益が積み上がり、累積的・継続的な発生を見込むことが可能なリカーリング型の収益（ストック

型の収益）があり、「プラットフォーム・アプリ提供」がこれに該当いたします。

一方で、プラットフォーム上に構築されたサービスやプラットフォーム上で稼働する各種アプリの利用開始時に

は、起点として、電力センサーの機器販売代金、プラットフォーム上に構築されたサービスの初期設定費用やプ

ラットフォーム上で稼働する各種アプリの初期設定費用などの一時的な収益（フロー型の収益）を伴うこともあ

り、「アップフロント」がこれに該当いたします。

「アップフロント」は、「プラットフォーム・アプリ提供」の起点となることから、当社グループでは、累積

的・継続的な収益である「プラットフォーム・アプリ提供」のみならず、一時的な収益である「アップフロント」

も重視しております。

なお、当社グループにおいては、見込顧客による実証実験が翌年以降の商業化に伴う収益につながっておりま

す。実証実験において、当社グループは、実証実験の設計、運営、データ分析やレポート作成などのプロセスの全

部又は一部を見込顧客から受託し、委託料を受け取るのが一般的な収益モデルとなっており、「その他」がこれに

該当いたします。
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当社グループにおける収益区分の詳細は、以下のとおりであります。

 
区分 収益の性質 収益の説明 具体例

アップフロント フロー型 １．プラットフォームの利用開始時に生じ

る一時的な収益

２．電力センサーの販売台数、プラット

フォーム上に構築された各種サービス

を利用開始した顧客企業数やプラット

フォーム上で稼働する各種アプリを利

用開始したエンドコンシューマー数

(プラットフォーム登録者数)などに比

例する

３．プラットフォーム・アプリ提供による

収益の基盤となるため、アップフロン

トが増加すると、翌月以降のプラット

フォーム・アプリ提供による収益の増

加が見込まれる

１．電力センサーの機器代金

２．プラットフォーム上に構築され

た各種サービスの初期設定費用

３．プラットフォーム上で稼働する

各種アプリの初期設定費用

プラットフォー

ム・アプリ提供

ストック型

リカーリング型

１．プラットフォームの利用開始後に生じ

る累積的・継続的な収益

２．プラットフォーム上に構築された各種

サービスを利用する顧客企業数やプ

ラットフォーム上で稼働する各種アプ

リのエンドコンシューマー数(プラッ

トフォーム登録者数)などに比例する

１．プラットフォーム上に構築され

た各種サービスに関する以下の

料金

・利用料金

・運用保守料金

２．プラットフォーム上で稼働する

各種アプリの利用料金

その他 フロー型

※ただし、繰り

返し得られるも

のは、ストック

型・リカーリン

グ型

１．プラットフォームの利用開始前後を問

わず生じる一時的な開発等による収益

２．上記１のほか、アップフロント及びプ

ラットフォーム・アプリ提供以外の収

益

１．受託開発料金

２．実証実験料金
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①　国内領域

当社グループは、国内領域においては、以下のとおりサービスを提供しております。

 

電力消費者向け

サービス

商用化段階

スマート・リビングサービス

電力消費者側の行動変容による電力利用効率の最適化を目的として、電力消費者にサービスや設

備を直接提供している賃貸事業者、ハウスメーカー及び住宅設備商社に向けて、AI＋IoT住宅サービ

ス（電力の見える化サービス）や設備の遠隔制御サービスなどを提供しております。

具体的なサービスとして、「ienowa(イエノワ)」、「enenowa(エネノワ)」及び「hitonowa(ヒト

ノワ)」があり、これらがスマート・リビングサービスのスタンダードサービスとなります。

「ienowa(イエノワ)」及び「enenowa(エネノワ)」は、家電による電気の使用や太陽光の発電、蓄

電池の充放電などの家庭における電力の流れを電力消費者に向けてわかりやすく見える化し、「家

電のつけっぱなし」や「電気の使い過ぎ」などを、通知いたします。
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 また、「enenowa(エネノワ)」は、蓄電池等の大容量電力設備を自動で最適化制御するアルゴリズ

ムも組み入れており、高度な電力マネジメントを可能にいたします。

さらに、「hitonowa(ヒトノワ)」は、電力消費者と顧客企業をつなぐ顧客企業向けの管理システ

ムであります。「hitonowa(ヒトノワ)」は、電力消費者からの問い合わせ受信や電力消費者へのお

知らせ配信の業務効率化、電力データを利活用したより良い暮らしの提案などを実現いたします。

「ienowa(イエノワ)」及び「enenowa(エネノワ)」に使用されている当社のNILM技術は、従来の標

準的電力情報である「30分値」よりも大幅に高精細な電力波形情報をもとに、「どの家電がいつ、

どのくらい使われているか」をリアルタイム(即時)に推定するものであるため、これを家電の稼

働、家の中の活動センサーデータとして応用し、他のIoT機器(注４)連携を組み合わせたIoTスマー

トホームへの活用も進んでおります。具体的には、「30分値」よりも高精細な電力情報取得のため

に設置した当社グループの電力センサーからの電力データとGoogle Homeなどのスマート家電コント

ローラ(注５)とを連携させることにより、家の状況、暮らしの様子を細かく把握した空調自動制御

やその確認、エンドコンシューマー(消費者)による遠隔制御を可能にしております。
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 エネルギー・マネジメントサービス

蓄電池AI最適制御、V2H(注６)AI最適制御

当社の数理最適化AI技術を活用し、EV(電気自動車)の利用も含めた家庭の電気の使用状況やPV(太

陽光発電)の発電状況、天気予報などの情報をAIが分析・予測し、蓄電池やEVの充電・放電を自動で

コントロールし、家庭のエネルギーの使い方を最適化いたします。

また、PV・EV・蓄電池の稼働状況は、「enenowa(エネノワ)」を通じて確認することができます。

 
 収益区分 ※収益区分の詳細は、前掲の表をご参照ください。

「ienowa(イエノワ)」及び「enenowa(エネノワ)」においては、サービスを利用するために必要と

なる電力センサーの販売代金が一時的な収益である「アップフロント」に該当し、家電による電気

の使用や太陽光の発電、蓄電池の充放電などの家庭における電力の流れをエンドコンシューマーで

ある電力消費者に向けてわかりやすく見える化するアプリの利用料金が累積的・継続的な収益であ

る「プラットフォーム・アプリ提供」に該当し、顧客企業の要望に基づいて、アプリのカスタマイ

ズなどの特別なシステム開発や実証実験を行った場合に生じる料金が一時的な収益である「その

他」に該当いたします。

また、「hitonowa(ヒトノワ)」においては、サービスの利用開始時の初期設定費用が「アップフ

ロント」に該当し、サービスを利用する際に生じるランニング費用が「プラットフォーム・アプリ

提供」に該当し、顧客企業の要望に基づいて、カスタマイズなどの特別なシステム開発を行った場

合に生じる料金が「その他」に該当いたします。

蓄電池AI最適制御、V2H最適AI最適制御においては、当社グループのシステムと顧客である小売電

気事業者等のシステムの連携のために生じる初期設定費用が一時的な収益である「アップフロン

ト」に該当し、サービスを利用する際に生じるランニング費用が累積的・継続的な収益である「プ

ラットフォーム・アプリ提供」に該当し、顧客の要望に基づいて、特別なシステム開発等を行った

場合に生じる開発料金が一時的な収益である「その他」に該当いたします。
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 実証実験段階

電力利用効率の最適化のためには、高度な電力マネジメントに加え、電力＋αの付加価値を実現

することで、当社のサービスを利用する顧客企業及び電力消費者の数並びにその利用接点を増や

し、当社のサービスを社会基盤(インフラ)化することが重要になります。

そのため、当社グループでは、電力＋αの付加価値を実現するため、以下のとおり、実証実験を

積極的に行っております。

 
①　自治体ヘルスケア

②　ライフスタイルスコア

国立医療機関との実証実験の結果、電力データから認知機能低下を予測するモデル作成に成功し

たことによる軽度認知障害(MCI)の早期発見に向けたサービスや、地方自治体との実証実験の結果、

電力データから生活行動や異常状態を正しく推定することによる高齢者向け見守りサービスを、

2026年から2027年までの間にリリースすることを目指しております。

③　不在配達低減

在宅確率の推定データを物流配達事業者の配達ナビゲーション・システム地図のバックグラウン

ドデータに埋め込むことで、不在配達の削減が期待されております。また、エネルギーデータと過

去の配送実績、渋滞及び天候データを組み合わせることによる運送効率の向上や、CO２の排出量の

削減も同様に期待されております。当社グループでは、これについても、2026年から2027年までの

間にリリースすることを目指しております。

電力事業者向け

サービス

商用化段階

スマート・リビングサービス

簡易電力使用状況見える化サービス(NILMライトサービス)

電力センサーからの精細かつリアルタイム性のある電力データを活用した「ienowa(イエノワ)」

や「enenowa(エネノワ)」とは別に、既存の電力メーターからの30分単位の電力データ(電力30分値

データ)を活用することで、リアルタイム性や高い精度を求めるのではなく、初期コストを抑えた

(＝電力センサーの設置が不要)電力使用状況見える化サービスを求める電力事業者の声に応え、

「ienowa(イエノワ)」「enenowa(エネノワ)」といったスタンダードサービスとは別に、簡易電力使

用状況見える化サービス(NILMライトサービス)を提供しており、これがスマート・リビングサービ

スのライトサービスとなります。

現時点では、伊藤忠エネクス株式会社のグループ会社である株式会社エネクスライフサービスと

ともに、簡易電力使用状況見える化サービスである「テラりんアイ(AI)」を提供しております。

簡易電力使用状況見える化サービス(NILMライトサービス)は２つの側面からデマンドレスポンス

（DR）支援サービスとシナジーがあります。

一つ目は機能的な観点です。簡易電力見える化により、各家庭の消費電力の大きな機器の使用量

を把握することが可能になります。電力事業者は分析結果を見て、電力消費者への需要調整の要請

をしたり、逆にデマンドレスポンス（DR）支援サービスへの参加率の高い家の家電使用状況からデ

マンドレスポンス（DR）支援サービスで捻出できる電力を想定すること等ができるようになりま

す。

もう一つは営業的な観点です。電力事業者は電気代の内訳を契約者に示すことで、電気代への不

満解消ができることや、電力使用状況見える化のような付加サービス提供によるカスタマーエン

ゲージメントの向上を求めております。従って、デマンドレスポンス（DR）支援サービスを既に導

入済の事業者に簡易電力使用状況見える化サービスを追加で導入することや、逆に簡易電力使用状

況見える化に興味を持った電力事業者にデマンドレスポンス（DR）支援サービスも併せて導入する

など一つの事業者に対するアップセルを期待することができるようになります。
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 エネルギー・マネジメントサービス

BridgeLAB DR(ブリッジラボ ディーアール)

主に小売電気事業者及びエナジー・リソース・アグリゲーション・ビジネス(注７)事業者に向け

て、クラウド型デマンドレスポンス（DR）支援サービス「BridgeLAB DR(ブリッジラボ ディーアー

ル)」を提供しております。

デマンドレスポンスとは、電力需給の極端な乱れが見込まれる場合に、小売電気事業者等が対象

となる時間を指定したうえで、電力消費者に対象時間の電力消費の抑制を促し、抑制実績に基づい

て、電気料金を割り引いたり、ポイント等のインセンティブを付与したりするものです。

太陽光や風力など再生可能エネルギー(以下、「再エネ」という。)は、天候等により電気の供給

状況が大きく変わる可能性があり、予測が困難なことから、需給バランスの乱れによる停電が発生

する可能性があり、電力消費者が電気の供給状況に応じて賢く消費パターンを変化させるデマンド

レスポンスの重要性が高まっております。

デマンドレスポンスは、消費のパターンによって、電力消費を減らす(抑制する)「下げDR」と、

電力消費を増やす(創出する)「上げDR」の二つに大きく区分されます。

「下げDR」は、電力の需要が過多となり供給が逼迫するタイミングで、電化製品等の消費を落と

す(家電をオフして外出する・エアコンの設定温度を変える等)ことによって、逆に「上げDR」は、

再エネの過剰出力分を、電化製品等の稼働や蓄電池・EV（電気自動車）の充電などにより消費・吸

収し、電気の需給バランスを改善するものです。

「BridgeLAB DR」は、「下げDR」にも「上げDR」に対応したうえで、従来のデマンドレスポンス

（DR）支援サービスとは異なり、電力消費者への需要調整の要請、応動確認、集計を「大きなシス

テム改修投資なく手軽に」実現するシステムで、電力取引収支改善、容量拠出金低減、容量市場参

加等の用途に対応した早期のデマンドレスポンスの稼働を求める小売電気事業者等へ販売しており

ます。

 収益区分 ※収益区分の詳細は、前掲の表をご参照ください。

簡易電力使用状況見える化サービス(NILMライトサービス)においては、当社グループのシステム

と顧客である小売電気事業者等のシステムの連携のために生じる初期設定費用が一時的な収益であ

る「アップフロント」に該当し、サービスを利用する際に生じるランニング費用が累積的・継続的

な収益である「プラットフォーム・アプリ提供」に該当し、顧客の要望に基づいて、特別なシステ

ム開発等を行った場合に生じる開発料金が一時的な収益である「その他」に該当いたします。

「BridgeLAB DR」においては、当社グループのシステムと顧客である小売電気事業者等のシステ

ムの連携のために生じる初期設定費用が一時的な収益である「アップフロント」に該当し、顧客が

電力消費者に対象時間の電力消費の抑制を促すため、当社グループのシステムを利用する際に生じ

るランニング費用が累積的・継続的な収益である「プラットフォーム・アプリ提供」に該当し、顧

客の要望に基づいて、特別なシステム開発等を行った場合に生じる開発料金が一時的な収益である

「その他」に該当いたします。

なお、「BridgeLAB DR」は、電力需給が厳しくなると見込まれる場合に、電力消費者に対象時間

の電力消費の抑制を促すためのサービスであるという特性上、特に電力需要が緩む春秋期において

は、顧客との契約は継続するものの、上記のランニング費用が数か月間計上されない場合がありま

す。
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 実証実験段階

電力利用効率の最適化のためには、電力＋αの付加価値を実現することで、当社のサービスを大

規模な電力会社単位や、地域・自治体単位で増やし、当社のサービスを社会基盤(インフラ)化する

ことが重要になります。

そのため、当社グループでは、電力＋αの付加価値を実現するため、以下のとおり、実証実験を

積極的に行っております。

 
①　防災貢献実証

NILMは、災害時の避難誘導の強化や、復旧時の安全確認、漏電・トラッキングといった火事リス

クの低減などレジリエンス(注８)への活用も計画されております。

また、専用のデータマイニング(注９)を加えることで、各家庭における在宅確率を推定すること

も可能となります。

当社グループでは、災害を懸念する地方自治体から依頼され、地域の防災監視を行う事業者など

に対して、家電や家の電気設備の異常が見つかった際にお知らせすることが可能なサービス及び災

害後の復旧時などに危険な家電の放置状態等を見守ることができるサービスの実証実験を行ってお

ります。

当社グループでは、この実証実験に基づく商用サービスを2026年までの間にリリースすることを

目指しております。

②　スマートメーターの異常検知

現行スマートメーターの発火や焼損事故が、日本各地で発生しており、原因や影響が議論されて

おります。例えば、東京電力グループが家庭に設置している現行スマートメーターの焼損事故は、

公には16件以上報告されております。

主要な原因については、現時点で、部品の損傷と施工不良であると特定されているものの、ス

マートメーターの焼損事故は、安全性や信頼性の懸念を引き起こしており、電力会社と監督機関に

よる詳細な調査と対策が行われております。

当社グループでは、スマートメーターの焼損の予兆を検知した際に、それを電力会社に通知する

サービスの実証実験を行っております。

当社グループでは、この実証実験に基づく商用サービスを次世代（第２世代）スマートメーター

(注10)が導入される2026年以降にリリースすることを目指しております。
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②　海外領域

当社グループは、海外領域においては、英国に連結子会社(Informetis Europe Ltd.)を設け、欧州圏の現地企

業や日本企業の現地法人などとの実証実験を行う等、欧州圏における本格的な事業展開に向けた準備を進めてお

ります。

特に、脱炭素化を背景に英国を筆頭とした欧州圏に広がるガスボイラー(ガス給湯器)からヒートポンプ(電気給

湯器)への急速なシフトが直近で最大の事業拡大機会であります。

このヒートポンプ(電気給湯器)への急速なシフトが進む中、電気の消費が急激に増加することによる電力系

統・電力網の安定運用への影響を管理・制御するため、家全体だけでなくヒートポンプ(電気給湯器)やその他制

御可能な機器の詳細な消費エネルギーデータを取得したうえでのヒートポンプ(電気給湯器)の最適化制御が重要

になります。

こうした状況を踏まえ、当社グループは英国において、電力消費の側面から電力利用効率の最適化を図るサー

ビスを展開しております。2021年10月より、当社グループの電力センサーは、Daikin Europe N.V.の英国におけ

るヒートポンプ（電気給湯器）の付帯設備として導入され、実証的な取り組みを進めてまいりました。そして、

2025年11月からは、これまでの実証的な取り組みを経て、当社グループの技術・サービスを活用した「Budget

Control（バジェットコントロール）」サービスを搭載するヒートポンプ（電気給湯器）製品ラインナップ「UP

Series（アップシリーズ）」の販売がDaikin Airconditioning UK Ltd.により開始され、欧州における商業展開

が本格的に始動いたしました。

ここでは、Daikin Europe N.V.の英国におけるヒートポンプ(電気給湯器)の付帯設備として導入される電力セ

ンサーの販売料金が「アップフロント」に該当し、導入された電力センサーからのデータに基づいて、最適化

サービスを利用する際に生じるランニング費用が「プラットフォーム・アプリ提供」に該当し、特別なシステム

開発やコンサルティング等を行った場合に生じる費用が「その他」に該当いたします。

最後に、最近２連結会計年度の当社グループの事業領域及び後述の収益区分ごとの売上高は、以下のとおりで

あります。

  (単位：千円)

 2024年12月期 2025年12月期

国内領域 969,081 516,832

アップフロント 210,231 15,091

プラットフォーム・アプリ提供 358,596 299,950

その他 400,253 201,791

海外領域 13,271 13,186

アップフロント 1,162 ―

プラットフォーム・アプリ提供 10,313 9,932

その他 1,795 3,254

国内領域及び海外領域合計 982,352 530,019

アップフロント 211,393 15,091

プラットフォーム・アプリ提供 368,910 309,883

その他 402,049 205,045
 

(注) 「アップフロント」は、未実現利益調整後の金額となっております。未実現利益は、連結グループ会社間の内

部取引から生じた利益のうち、期末までに実現していないものをいい、具体的には、当社が関連会社である株

式会社エナジーゲートウェイに販売した電力センサーのうち、連結グループ外部へ販売されず、同社の在庫と

なっている(実現していない)ものについて、当該在庫に含まれる当社の売上総利益に当社持分の40％を乗じた

金額を、連結売上高から消去いたします。この消去された利益は、その後、同社から連結グループ外部へ販売

された(実現した)際に、再度認識されることとなります。
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当社のミッションであるカーボンニュートラルの社会実装に挑み続けるためには、当社グループのサービスを

社会基盤(インフラ)として確立することが不可欠です。そのため、当社グループでは、フロー型ビジネスからス

トック型ビジネスへの移行を推進しております。これにより、持続可能な収益を確保しつつ、エネルギー最適化

ソリューションの提供を継続することが可能となります。

2025年12月期は、大口顧客との契約終了等の外部要因の影響を受け、原価負担の大きい取引の売上が減少した

結果、売上規模は縮小した一方で、収益性の高いストック型ビジネスの構成比は高まりました。

一方で、当社グループの中長期の成長戦略の中核をなす次世代（第２世代）スマートメーターに関しては、次

世代（第２世代）スマートメーターに関連する受託開発案件の受注増加を見込んでおり、短期的には、ストック

型ビジネスの構成比が一時的に低下する可能性があります。

ただし、これらの受託開発案件は、次世代（第２世代）スマートメーター時代におけるストック型ビジネスへ

の展開基盤を構築する戦略的投資であることから、中長期的なストック型ビジネスの絶対額拡大及び収益性向上

を最優先に推進してまいります。
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［事業系統図］

当社グループの事業系統図は、以下のとおりであります。

 
(3) 事業の特徴

当社グループのエナジー・インフォマティクス事業の特徴は、２つのAI技術、すなわちNILMをはじめとした電力

データ解析技術と数理最適化技術、を活かしたSaaS事業を根幹としており、前者の電力データ解析技術では、ソ

ニー株式会社（現・ソニーグループ株式会社）から譲渡を受けた、電力波形データ分析（NILM）が大きな技術差異

化要素となっております。

そのうえで、これまでに築き上げた事業実績として、①標準電力スマートメーターのデータ活用優位性、②SaaS

モデル/リカーリング収入に支えられ逓増していく収益基盤、③世界トップクラスの電力AI技術(ソニー発)、④国内

No.1電力会社を含む大手企業との強固なアライアンス戦略、⑤全世界で拡大するエネルギーデジタル市場で欧州で

も新サービスで先行、という５つのポイントが挙げられます。

 
①　標準電力スマートメーターのデータ活用優位性

2026年から導入が進んでいる国内の次世代（第２世代）スマートメーターにおいては、その計量部において、

従来のスマートメーターよりも大幅に高精細なデータ取得が可能となっており、当社の電力データ分析方式と互

換性のある計測方式が仕様化されました。

これにより今後、高精細データの取得にあたって電力センサーを新たに設置することなく、最大8,361万台(注)

にものぼる次世代（第２世代）スマートメーターから、当社のプラットフォームにエネルギーデータを収集し

て、サービスを提供することが現実的になります。

ここにおいては、当社が10年以上蓄積してきた当該方式で収集するエネルギーデータの分析ノウハウが大きな

優位性となり、当社のサービスの普及を促し、当社のサービスの社会基盤(インフラ)化が大きく加速すること

を、当社グループは期待しております。

(注)　経済産業省 電力・ガス取引監視等委員会 電力取引の状況(令和７年11月分)　
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※2021年２月１日 資源エネルギー庁 「次世代スマートメーターの 仕様の検討状況について」７頁のデータからグラフを作成

 
当社グループでは、次世代（第２世代）スマートメーターの高精細電力データから安全性の異常可能性を検知

した際に、それを電力会社に通知するサービスの技術開発を終えており、この技術に基づく商用サービスを次世

代（第２世代）スマートメーターが導入される2026年以降にリリースした後、小売電気事業者向けにデマンドレ

スポンス(DR)支援サービス(平均10百万円程度/社/年の実績)や、次世代（第２世代）スマートメーターの活用に

より、導入しやすい価格設定による電力の見える化サービスや見守りサービス(大手企業が提供するサービスの10

分の１程度の月額料金を想定)、ミドルデータ(家電別稼働データ、生活パターン/生活スタイルライフ分析、在宅

推定/活動レベル)などのミドルデータ提供サービス(～100円程度/世帯/月を想定)への応用展開を考えておりま

す。

次世代（第２世代）スマートメーターの導入は、東京電力グループのみならず他エリアでも着実に前進してお

り、全国レベルでの本格展開に向けた環境が整いつつあります。実際に、関西電力送配電株式会社は2026年１月

５日から次世代（第２世代）スマートメーターの設置開始を公表しており（出典：関西電力送配電株式会社「第

２世代スマートメーターの設置開始について」2026年１月５日）、中部電力パワーグリッド株式会社も2026年１

月から次世代（第２世代）スマートメーターの設置開始を公表しております（出典：中部電力パワーグリッド株

式会社「第２世代スマートメーターの設置開始について」2025年12月８日）。こうした動きは、次世代（第２世

代）スマートメーターを基盤とするデータ利活用・周辺サービスの需要拡大に向けた追い風となるものであり、

当社グループは、この潮流を確実に捉え、事業機会の具体化及び収益化に向けて取り組んでまいります。
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②　SaaSモデル/リカーリング収入に支えられ逓増していく収益基盤

当社グループの収益構造は、フロー売上・収益(一回売り切りタイプの売上・収益)である電力センサーの販売

が、将来のストック売上・収益(継続的に積み上がっていくタイプのリカーリング売上・収益)につながるリカー

リングビジネスと呼ばれる収益構造であり、一度の販売で終わるのではなく、顧客企業が定期・継続的に利用料

金を支払うことで、当社グループは安定した売上・収益が得られます。また、顧客企業の収益基盤が拡大するこ

とで当社グループの売上・収益も逓増していくため、長期的に安定した収益基盤になっていると当社グループで

は考えております。

当社グループのようなリカーリングビジネスにおいて、解約率(チャーンレート)は非常に重要な指標となりま

すが、当社のサービスは顧客企業にとって重要なインフラとして機能しているため、解約率（チャーンレート）

はこれまでほぼゼロを維持してまいりました。

しかしながら、2025年12月期においては、創業以来初の大口顧客との契約終了が発生し、売上規模が大幅に縮

小、業績は大幅赤字となりました。

それでも、他顧客においては、当社のサービスは特に小売電気事業者にとって重要なインフラとして機能して

いるため、解約率（チャーンレート）がほぼゼロを維持しており、収益モデルの本質的な競争力は健在です。

今後は、顧客基盤の多様化と解約リスク管理体制の強化を最優先に、持続的成長基盤の再構築に取り組んでま

いります。

 
③　世界トップクラスの電力AI技術(ソニー発)

当社グループの電力AI技術は、ソニー株式会社(現・ソニーグループ株式会社)が時間と資金を投じて開発した

もので、創業者である只野太郎が同社からカーブアウトして、当社を設立した際に有償にて譲渡されたものであ

ります。

一般的に電力データの取得は、現行スマートメーターや事業者独自開発のエネルギーマネジメントシステム

(EMS)用電力センサーなどにより行われております。

現行スマートメーターは、電力料金徴収を目的として、既に多くの家庭や施設に設置済みであることから、追

加のコストが生じない(低コスト)というメリットを有している一方で、30分ごとの電力使用量を計測するもので

あることから、電力データの計測精細度(粒度)は、粗いものになるというデメリットを有しております。

一方、事業者独自開発の電力センサーは、当社グループと同様の方向性を持つ競合企業(主に海外)があり、そ

の中には、例えば１秒間に100万回の頻度(サンプリング周波数＝メガヘルツ(MHz))といった高い精細度、高サン

プリング周波数で計測し、電力データの計測粒度や特徴量抽出が、非常に高精細なものになるというメリットを

有するものもありますが、高い精細度、高いサンプリング周波数で計測するためには、これを計測するための電

力センサーで使用する部品が高性能、高価になるため、電力センサーの製造コストが高くなるというデメリット

も有しております。

そこで、当社グループでは、高精細なNILM(Non-Intrusive Load Monitoring)技術に必要な、十分に高い粒度の

電力データの計測と、低コストを両立した独自の電力波形センサリング技術を開発し、これを搭載した電力セン

サー(以下の画像参照)を開発いたしました。
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この電力センサーは、現行スマートメーターのハードウェアに使用されている部品の性能で実現可能な最大サ

ンプリング周波数である約８kHz(１秒間に8,000回の頻度)での計測を設計仕様とすることで、現行スマートメー

ターと比べると1,000万倍以上粒度の高い計測を行いながらも、スマートメーターはじめ汎用製品等で大量に流通

している部品を流用できるため、電力センサーの製造コストを低く抑えることが可能であります。

当社の技術は、すべてのクラスにおいて、現行スマートメーターで対応可能な(＝コストアップにならない)範

囲で、一番高い粒度の電力の測定データが測定可能であるクラスに位置づけられており、上記の費用対効果の優

位性の客観性が担保されております。

上記ポジションをまとめると、以下のとおりであります。

 

 
現行スマートメーター
及び一般的電力センサー

事業者独自開発の
電力センシング技術
(他社高精細商品)

当社グループの
電力センシング技術

計測対象 30分単位での電力使用量 メガヘルツ(MHz)波形 キロヘルツ(kHz)波形

計測粒度
粗い

(30分単位での計測)

高精細(１秒以下)なNILMのた
めに必要とされる以上に精細

(秒単位での計測)

高精細(１秒以下)なNILMのた
めに必要十分に精細
(秒単位での計測)

計測コスト
コスト低

(追加費用なし)
コスト高

(299～349米ドル/１台)
コスト低

(12,000円/１台)

現行スマートメー
ター・ハード親和性

○ × ○
 

(公開情報の分析をもとにした当社グループ調べ)
(注)　電力会社から一般家庭に供給されている電気は、交流といわれ、電気の流れる方向が１秒間に何十回も

変化しております。この流れの変わる回数を周波数(Hz：ヘルツ)といいます。

メガヘルツ(MHz)は、「１秒間に100万回振動する」ような周波数を表し、メガヘルツ(MHz)波形を計測す

るということは、１秒間に100万回の電力データを取得するような細かさで計測していることになりま

す。

キロヘルツ(kHz)は、「１秒間に1,000回振動する」ような周波数を表し、キロヘルツ(kHz)波形を計測す

るということは、１秒間に1,000回の電力データを取得するような細かさで計測していることになりま

す。

 
そして、独自の電力波形センサリング技術で収集される、家庭や施設の総電力データから家電ごとの詳細な状

態をリアルタイムで推定するのがNILM技術であります。

NILMは、各家庭や各施設の総電力の入口である主幹部分に設置した１つの電力センサーにより総電力データを

取得し、主幹電力波形をAI（機械学習）等により分析することで、各家電には直接触れずに(個別計測や個別の仕

組みは不要)、間接的にどの家電が、いつ、どれくらい使われていたかをリアルタイムで見える化することを可能

にいたします。
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当社グループでは、NILMを中核としたAI関連技術を活用して、エネルギーデータを価値のあるデータに加工し

ております。

このようなNILMは世界的にも最先端技術であるため、応用可能性に関する議論が不足し、また、技術検討及び

比較が容易でなく、グローバルスタンダードが一切存在しませんでした。しかし、当社グループは、経済産業省

からの６年にわたる受託事業を通じて、NILMの国際規格案の国際標準規格化を国際的に推進することに貢献し、

2025年6月25日に国際電気標準会議（IEC）(注11)にて、正式に国際標準規格として発行されました。この規格で

は、高精細なNILMに必要な、十分に高い粒度の電力の測定データについて、電力データを測定する期間(データサ

ンプリング周波数)、電力データを出力する周期(出力周期)及び分析データの大きさ(データビットレート)のテー

ブルごとにクラス分けを定義し、それに応じた用途、スマートメーターへの搭載実現性などに合理的な方式選定

が行えるよう、NILM向けの計測データを出力する測定機器には出力可能なクラスを明示することを義務付けてお

ります。

特筆すべきは、当社グループが採用する計測方式が、このクラス分けにおいて、世界中のスマートメーターへ

の搭載実現性が高い方式として、国際規格上に明確に位置づけられている点であります。

 

 
当社グループによる電力データの価値あるデータへの加工例は、以下のとおりであります。

 

NILM関連 発電・需要予測 最適化制御のためのデータ 活動分析

・機器分離推定技術

家電種別、動作時刻、

モード、家電種別ごと

の消費電力、異常検知

・需要と発電の分離

時間ごとの消費と発電

を分離

日照量や気温等の気象予

報データ、及び過去の電

力消費データ等をもと

に、太陽光や風力等の分

散発電(とその消費)の変

動をそれぞれ予測

電力消費者または事業者

にとっての利益を最大化

するエアコン、ヒートポ

ンプ(電気給湯器)、蓄電

池などの自動最適化制御

のためのデータ

・生活パターン/生活スタ

イル

健康等に関わる異常の

推定、安全に関わる活

動異常の推定(火気器具

等放置など)、夜型/昼

型、休日、睡眠時間、

調理時間、娯楽時間な

どの推定

・家族構成の推定

・在宅確率の推定
 

 
④　アライアンス戦略

当社は、電力等のデータを収集・分析・加工するIoTプラットフォームサービスの提供を事業目的として、2018

年３月に東京電力パワーグリッド株式会社と株式会社エナジーゲートウェイを共同設立（当社出資比率40.0％）

しております。

当社は、代理店契約に基づき、株式会社エナジーゲートウェイを日本国内における当社の電力消費者向けサー

ビスの独占販売代理店としております。同社との間では、電力センサーの年間最低購入数量を定めるとともに、

東京電力グループの知識・経験に基づく事業・業務ノウハウを背景として、複数年契約を前提に営業活動を推進

しております。特に、１顧客当たりの電力センサー総購入台数が数万台から数十万台規模に及ぶ大型顧客を中心

EDINET提出書類

インフォメティス株式会社(E37563)

有価証券報告書

 23/137



に、国内展開を進めております。

さらに、当社は東京電力パワーグリッド株式会社との協業を推進し、東京電力グループの知見及び蓄積された

データを活用することで、技術・サービス開発のスピードを一層向上させております。加えて、事業戦略、アラ

イアンス、開発面においても、株式会社エナジーゲートウェイを支援しております。

また、東京電力グループを含む旧一般電気事業者（以下、「旧一電」という。）との協業は、東京電力、関西

電力、中部電力、中国電力及び四国電力の計５社に上ります。加えて、他の電力会社とも新たな協業に向けた協

議を進めており、旧一電とのパートナーシップは着実に拡大しております。こうした旧一電との豊富な協業実績

は、当社グループの信頼性向上につながるとともに、さらなるビジネス機会の創出にも寄与しております。

加えて、当社は設立以来、東京電力パワーグリッド株式会社、関西電力株式会社、株式会社日立製作所、ダイ

キン工業株式会社、株式会社博報堂ＤＹホールディングス、日本郵政キャピタル株式会社、伊藤忠エネクス株式

会社、ヒューリック株式会社および株式会社フォーバルなど、国内外のエネルギー関連企業や各業界を代表する

企業と事業・資本提携を推進してまいりました。これにより、秘匿性の高いデータを活用しつつ、業務提携から

生まれる新たなサービスの創出を進めております。

その一環として、2024年５月には、伊藤忠エネクス株式会社のグループ会社である株式会社エネクスライフ

サービスとともに、簡易電力使用状況見える化サービス「テラりんアイ（AI）」の提供を開始し、サービスの裾

野拡大を図っております。

 
⑤　欧州でのアライアンスによる事業拡大

前述のように、脱炭素化を背景に英国を筆頭とした欧州圏に広がるガスボイラー(ガス給湯器)からヒートポン

プ(電気給湯器)への急速なシフトが進んでおります。

このような状況の中、当社グループは、ダイキン工業株式会社と資本業務提携して、同社の欧州子会社である

Daikin Europe N.V.の英国におけるヒートポンプ(電気給湯器)の付帯設備として、当社の電力センサー及び消費

者等の電力コスト負担を自動的に軽減するサービスが導入されております(Daikin Europe N.V.は、2028年には年

間約60万台の設置台数が見込まれる欧州ヒートポンプ市場(注１)で20.8％のシェア(注２)を誇っております。)。

こうした状況を踏まえ、当社グループは英国において、電力消費の側面から電力利用効率の最適化を図るサー

ビスを展開しております。2021年10月より、当社グループの電力センサーは、Daikin Europe N.V.の英国におけ

るヒートポンプ（電気給湯器）の付帯設備として導入され、実証的な取り組みを進めてまいりました。そして、

2025年11月からは、これまでの実証的な取り組みを経て、当社グループの技術・サービスを活用した「Budget

Control（バジェットコントロール）」サービスを搭載するヒートポンプ（電気給湯器）製品ラインナップ「UP

Series（アップシリーズ）」の販売がDaikin Airconditioning UK Ltd.により開始され、欧州における商業展開

が本格的に始動いたしました。

また、英通信最大手のBritish Telecom（現BT Group）と協業し、見守りサービスの実証実験を開始し、高齢者

の住居の電力データを利用して、活動状況を分析し、異常があれば家族や関係者に通知する仕組みを構築してお

ります。

(注１)　National Audit Office(英国会計検査院)プレスリリース「Low heat pump uptake slowing progress

on decarbonising home heating」(Date: 18 Mar 2024)

(注２)　EUROPE HEAT PUMP MARKET(2024), Mordor Intelligence,2024

 
(4) 当社グループが解決を目指す課題

①　GX(グリーントランスフォーメーション)

日本政府は、2020年10月26日に、2050年カーボンニュートラルの実現という国際公約を掲げ、気候変動問題に

対して国家を挙げて対応する強い決意を表明いたしました。さらに、2021年４月には、当時の菅内閣総理大臣

は、地球温暖化対策推進本部及び米国主催の気候サミットにおいて、「2050年目標と整合的で、野心的な目標と

して、2030年度に、温室効果ガスを2013年度から46％削減することを目指す。さらに、50％の高みに向けて、挑

戦を続けていく」ことを表明いたしました。

それ以降、我が国では、その実現に向けて、グリーン成長戦略、第６次エネルギー基本計画等の各種戦略を策

定、また、それらの実行に向けた施策を検討するため、GX実行会議等が開催されてまいりましたが、2022年12月

22日の第５回GX実行会議において「GX実現に向けた基本方針 ～今後10年を見据えたロードマップ～」が公表さ

れ、今後10年を見据えた取組の方針をまとめられた後に、2023年２月10日に閣議決定がなされ、GX基本方針とし

て発表がなされました。

このGX基本方針は、2050年カーボンニュートラルや、2030年度の温室効果ガス排出削減目標の達成に向けた取

組を、経済成長の機会として捉え、温室効果ガス排出削減と経済成長・産業競争力向上の同時実現に向けて、経
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済社会システム全体を変革させるグリーントランスフォーメーションの実現に向けた基本方針となっており、そ

こでは、徹底した省エネの推進、再生可能エネルギーの主力電源化などが盛り込まれております。

また、第７次エネルギー基本計画のもとで、再生可能エネルギーの導入拡大や電力系統の整備、蓄電システ

ム・分散電源の整備といったGXに資する基盤整備が進められているほか、電力需給の柔軟性確保としてデマンド

レスポンス（DR）支援サービスの活用など、需給調整力強化の取り組みが拡大しております。

 
②　エネルギーの4D

地球環境変化に向けた世界的な危機意識や技術の進化、経済合理化を背景として、エネルギー業界では以下の

大きなイノベーションが進んでおり、これを国内では「エネルギーの4D」と呼んでおります。

１つめは、脱炭素化(Decarbonization)であり、地球温暖化への対策として、再エネの導入が進み、それに伴う

予測困難な出力変動への対応が求められております。

２つめは、分散化(Decentralization)であり、先述した再エネ導入も含め様々な規模の分散型発電や蓄電、さ

らには電気自動車との連携も加わり、系統運用の複雑化が急速に進んでおります。

３つめは、自由化(Deregulation)であり、電力小売自由化による市場経済化など様々な規制緩和が進められ、

競争が活性化しております。

４つめは、デジタル化(Digitalization)であり、スマートメーターの導入とIT技術の進化に伴い、電力系統運

用でもDXが進んでおります。

 
③　GXとDX(注12)の関係

GX基本方針において、GXに向けた脱炭素の取り組みの１つとして、再生可能エネルギーの主力電源化が掲げら

れております。

再生可能エネルギーの導入拡大には、電力の需要と供給のバランスを取る「需給バランス調整」が、非常に重

要となります。

電力系統は、需要と供給のバランスが崩れることにより周波数や電圧の変動が起こり、場合によっては停電に

つながりかねないため、常に時間ごとの電力の需要と供給を一致させる必要があります。特に、天候によって発

電量が左右されがちな太陽光や風力などの自然由来の再エネの増加によって、電力の需要と供給のバランスを取

る「需給バランス調整」は、より難易度が上がります。

「需給バランス調整」は、従来、供給側(発電側)においては火力発電がその役割を担っておりましたが、4Dの

１つめの「脱炭素化」に向けて、予測が困難かつ不安定である自然由来の再エネによる供給の増加が見込まれる

と同時に、火力発電による供給の割合が低下し、火力発電のみによって需給バランスの調整を行うことが難しく

なることが見込まれております。

また、4Dの２つめの「分散化」に関連して、電力業界では、発電、送配電及び小売の分離並びに自由化という

電力システム改革によって、大手電力会社がこの３部門のサービスを一括して提供する１地域・１電力会社制に

よる集中管理体制から「発電」、「送配電」及び「小売」という各部門へ多数事業者が参加したことによる複数

社による分散管理体制に移行している現在においては、電力のやりとりは複雑化し、需給バランスの調整を行う

ことがさらに難しくなることが見込まれております。

加えて、電力消費者側は、従来は、電気を消費するだけでありましたが、現在は、4Dの３つめの「自由化」に

関連して、太陽光発電等により発電することも増えており、余剰電力を売電することによる電力消費者側からの

「逆潮流」も発生しております。

そこで、リアルタイムでの「需給バランス調整」が不可欠である電力の世界においては、従来の「供給側調

整」に加えて「需要側調整」を目途として、当社の電力センサーで電力消費者の詳細な電力データを取得し、

NILMを活用して、どの家電が、いつ、どれくらい使われていたかをリアルタイムで解析・分析を行い、DX(4Dの４

つめである「デジタル化」)、この結果から発電・需要予測などの有益情報や価値ある知見を抽出(エネルギー

データの価値創造)し、制御するための情報技術革新が必要になります。

 
④　当社グループがターゲットとする市場

当社グループの事業ドメインとして、当社グループが一次ターゲットとしているエネルギーデジタルビジネ

ス／DX関連市場は、2025年度には5,003億円に、2035年度には9,092億円に及ぶと見込まれております(出所：株式

会社富士経済、エネルギーデジタルビジネス/DX市場の現状と将来展望 2022)。

中でも、太陽光発電設備は、2021年度には277億円の見込みであったものが、2035年度には2,553億円に及ぶと

見込まれております(出所：株式会社富士経済、エネルギーデジタルビジネス/DX市場の現状と将来展望 2022)。
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また、送配電・需給調整領域は、2021年度には125億円の見込みであったものが、2035年度には713億円に及ぶと

見込まれております(出所：株式会社富士経済、エネルギーデジタルビジネス/DX市場の現状と将来展望 2022)。

さらに、エネルギー利用領域(蓄電池サービスも含む)は、2021年度には135億円の見込みであったものが、2035年

度には615億円に及ぶと見込まれております(出所：株式会社富士経済、エネルギーデジタルビジネス/DX市場の現

状と将来展望 2022)。

また、電力利用効率の最適化には、「需給バランス調整」のような発電・送配電・電力消費者設備という電力

システム全体で最適化するサービスを当社グループが一次ターゲットとしているエネルギーマネジメントシステ

ム関連市場において提供することが必要になりますが、電力＋αの付加価値も同時に実現することで、当社の

サービスの普及を促し、当社のサービスを社会基盤(インフラ)化することも必要になります。

この観点から、当社グループが二次ターゲット市場としている市場は、パートナーとのアライアンスによっ

て、電力データに新たな価値を創り出すことによってアクセス可能になるものでありますが、現在は、ヘルスケ

ア業領域、社会インフラ業領域、公共/教育業領域、インターネット広告市場など、様々な分野・新市場へ進出を

予定しております。

進出を予定している市場の規模は、以下のとおりであります。

ヘルスケア業領域　953億８千万円

(出所：株式会社富士キメラ総研、2022 人工知能ビジネス総調査より2027年の業種別市場動向予測)

社会インフラ業領域　1,802億６千万円

(出所：株式会社富士キメラ総研、2022 人工知能ビジネス総調査より2027年の業種別市場動向予測)

公共/教育業領域　1,506億２千万円

(出所：株式会社富士キメラ総研、2022 人工知能ビジネス総調査より2027年の業種別市場動向予測)

インターネット広告市場　３兆6,517億円

(出所：株式会社電通、2024年　日本の広告費より2024年(１～12月)の実績)

 
［用語解説］

(注) １．機械学習：人間が有する学習能力に類似した機能をアルゴリズムに持たせることにより、学習し進化

する技術手法、技術名のこと。具体的には、教師データ(学習の元になるデータ)に基づいてアルゴリ

ズムが学習することで、類似の状況において、学習により構築したパターンに基づいて、アルゴリズ

ムが精度の高い推定や判断を行うことが可能になる。

２．SaaS：「Software as a Service」の略語で、ソフトウエアやアプリケーションの機能をサービスとし

て、クラウド上で提供し、利用者がネットワーク経由で利用するモデルのこと。

３．IoTデータプラットフォーム：「Internet of Things」(モノのインターネット)を活用するために必要

な様々な機能をひとつのシステムとして提供するサービス基盤のこと。

４．IoT機器：「Internet of Things」(モノのインターネット)における「モノ」のことで、インターネッ

トに接続されたテレビ・センサー類・照明などのこと。

５．スマート家電コントローラ：例えば、家庭内のエアコンなどの電化製品をアプリや声で操作したり、

時間やセンサー、インターネットの情報をもとに自動制御するコントローラのこと。代表的なスマー

ト家電コントローラとして、米国GoogleのGoogle Nestデバイスと Google Homeデバイスが挙げられ

る。

６．V2H:「Vehicle to Home」の略語で、EVなどの大容量バッテリーに蓄えられた電気を車(Vehicle)から

家(Home)に戻して活用するシステムのこと。

７．エナジー・リソース・アグリゲーション・ビジネス：バーチャルパワープラント(VPP)(電力消費者側

エネルギーリソース、電力系統に直接接続されている発電設備、蓄電設備の保有者もしくは第三者

が、そのエネルギーリソースを制御することで、発電所と同等の機能を提供すること)やデマンドレス

ポンスを活用して、一般送配電事業者、電力消費者、再生可能エネルギー発電事業者といった取引先

に対し、調整力、インバランス回避、電力料金削減、出力抑制回避等の各種サービスを提供する事業

のこと。

８．レジリエンス：元に復元する能力(回復力)のこと。

９．データマイニング：大量のデータから有用な情報や知識を見つけ出す技術のこと。

10．次世代（第２世代）スマートメーター：2014年から本格導入が開始された毎月の検針業務の自動化や

電力使用状況の見える化を可能にする電力量メーター(＝現行スマートメーター)に代わり、2026年か

ら順次交換が始まる予定である電力メーターのことで、『「次世代（第２世代）スマートメーター」

＝「電力DX推進に向けたツール」』として位置づけられている(出所：経済産業省・資源エネルギー　

スマートメーター制度検討会　次世代スマートメーターの標準機能について(中間取りまとめ))。

11．国際電気標準会議(IEC)：国際電気標準会議(International Electrotechnical Commission)のこと。

電気及び電子技術分野の国際規格の作成を行う国際標準化機関で、各国の代表的標準化機関から構成

EDINET提出書類

インフォメティス株式会社(E37563)

有価証券報告書

 26/137



される。

12．DX：「Digital Transformation」の略語で、企業がビジネス環境の激しい変化に対応し、データとデ

ジタル技術を活用して、顧客や社会のニーズを基に、製品やサービス、ビジネスモデルを変革すると

ともに、業務そのものや、組織、プロセス、企業文化・風土を変革し、競争上の優位性を確立するこ

と。
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４ 【関係会社の状況】
 

名称 住所
資本金
(千円)

主要な事業
の内容

議決権の所有
(又は被所有)
割合(％)

関係内容

(連結子会社)      

Informetis Europe Ltd.
Cambridge,
United Kingdom

1,030
千ポンド

欧州圏におけ
る営業及び技
術開発

所有
直接100.0

欧州圏における営業及
び技術開発
役員の兼任・出向

(持分法適用関連会社)      

株式会社エナジーゲート
ウェイ

東京都港区 30,000
IoTプラット
フォームサー
ビスの提供

所有
直接40.0

国内における総代理店
役職員の兼任・出向

 

(注)　有価証券届出書又は有価証券報告書を提出している会社はありません。

 

５ 【従業員の状況】

(1) 連結会社の状況

2025年12月31日現在

セグメントの名称 従業員数(名)

全社(共通) 38

合計 38
 

(注) １．当社グループは単一セグメントであるため、セグメント別の従業員数の記載は省略しております。

２．従業員数は持分法適用会社である株式会社エナジーゲートウェイへの兼務出向者を含んだ人数としておりま

す。

３．従業員数は就業人員(契約社員を含む。)であります。

 

(2) 提出会社の状況

2025年12月31日現在

従業員数(名) 平均年齢(歳) 平均勤続年数(年) 平均年間給与(千円)

35 45.4 6.1 8,020
 

(注) １．当社グループは単一セグメントであるため、セグメント別の従業員数の記載は省略しております。

２．従業員数は持分法適用会社である株式会社エナジーゲートウェイへの兼務出向者を含んだ人数としておりま

す。

３．従業員数は就業人員(契約社員を含む。)であります。

４．平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。また、期中の中途入社、退職者等は含んでおりま

せん。

 

(3) 労働組合の状況

当社グループにおいて労働組合は結成されておりませんが、労使関係は円満に推移しております。

 

(4) 管理職に占める女性労働者の割合、男性労働者の育児休業取得率及び労働者の男女の賃金の差異

当社は、「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(平成27年法律第64号)及び「育児休業、介護休業

等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(平成３年法律第76号)の規定による公表義務の対象ではな

いため、記載を省略しております。
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第２ 【事業の状況】

 

１ 【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】

文中の将来に関する事項は、本書提出日現在において当社グループが判断したものであります。

 
(1) 会社の経営の基本方針

当社グループは、「エネルギーデータの力で、暮らしの未来を変えていく。」ことをミッションとして、［エネ

ルギー×AI］をコア技術に、エネルギー最適化ソリューションを提供することで、日本で、世界で、カーボン

ニュートラルの社会実装に挑み続けております。

 
(2) 目標とする経営指標

当社グループのエナジー・インフォマティクス事業は、エネルギーデータから多様な価値を創出し、各種サービ

スをSaaS型で提供するものであります。

従来の売り切り型の収益モデルにおいては、売上高がそのまま成長指標として扱われるのが一般的であります

が、SaaS型収益モデルにおいては、期間ごとの売上・収益を累計していくことにより、事業を成長させるため、売

上高だけでは、正しく成長率を捉えることができません。

そこで、当社グループでは、事業の成長率を正しく評価するための基準として、ARR(注１)を経営指標として位置

付けております。

 

注１　ARR(Annual Recurring Revenue)：日本語で「年次経常収益」と呼ばれ、毎年繰り返し得られる収益・売上

のことをいい、各期末の直前の６か月間のMRR(注２)の平均値を12倍して算出しております。

注２　MRR(Monthly Recurring Revenue)：日本語で「月次経常収益」と呼ばれ、毎月繰り返し得られる収益・売上

のことをいい、当社グループでは、「プラットフォーム・アプリ提供」に区分される収益・売上に加え、

「その他」に区分される収益・売上のうち、繰り返し得られる収益・売上も含んでおります。

 
(3) 中長期的な会社の経営戦略

経営方針に沿った経営を行うためには、急速な変化を遂げるエネルギー関連業界の中で、(ⅰ)AI(機械学習)を活

用したNILM技術や電力利用を管理・最適化する技術、(ⅱ)電力データを利活用するための技術について、進化・革

新の積み重ね、及び(ⅲ)社会の課題を解決する新しいサービスを提供することが必要となります。

 
そこで、当社グループは、以下の３つの経営戦略を推進し、エナジー・インフォマティクス事業のトップブラン

ドとして認知される企業を目指してまいります。
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①　次世代（第２世代）スマートメーターによるパラダイムシフトへの取組み

2014年から本格導入が開始された現行スマートメーターについて、2026年から順次新たなメーターへの交換が

始まっております。

2026年からの導入に向けて仕様の策定が進められていた国内の次世代（第２世代）スマートメーターにおいて

は、その計量部の仕様として、当社の電力データ分析方式と互換性のある計測方式が採用されたことは先述のと

おりであります。

これにより、次世代（第２世代）スマートメーターにおける電力データから取得し得る情報量は、現行スマー

トメーターにおける情報量から飛躍的に向上し、その分析から得られる情報価値も非連続に大きく、また幅広く

なり、電力利用効率の最適化のみならず、電力消費者向けに、より安価にIoTのある暮らしを実現するといったよ

うな、新たな価値を創造することも可能になります。

これに向けて、当社グループでは、設立以来10年以上に渡り独自に蓄積してきた当該技術方式によるデータの

分析ノウハウをさらに高めるとともに、次世代（第２世代）スマートメーターから得られる電力データを活用し

た電力消費者向けのサービスを拡充することで、電力消費者との接点を拡大し、そこで得られた新たなデータ・

ノウハウを活用して、さらに電力消費者向けのサービスを拡充し続けるという好循環を創り出すとともに、この

サービスで拡大した電力消費者との接点を活用して、電力事業者向けのサービスを拡充するための技術・サービ

スの開発に着手しております。

具体的には、高齢化社会に向けた見守り、ヘルスケアサービスの拡充によって、電力領域以外での価値から電

力消費者との接点を拡大させ、それと現在の電力消費者向けサービスを融合させた、行動変容型の電力利用効率

の最適化へ向けた技術・サービスの開発にも着手しております。加えて堅牢な電力系統設備を支えるための焼損

予兆検知技術・サービスや、広域における需要内訳分析の精度を追求する技術・サービス、また、電力事業者向

けデマンドレスポンス（DR）支援サービスから発展したリソースアグリゲーション(RA)向けの技術・サービスの

開発にも着手をしております。

さらに、次世代（第２世代）スマートメーターの仕様策定に際して、当社グループ独自の電力波形センサリン

グ技術が日本国のみならず海外でも採用されるための一助として、当社グループでは、経済産業省からの６年に

またがる受託事業を通じて、NILMの国際規格案の国際標準規格化を国際的に推進することに貢献し、2025年6月25

日に国際電気標準会議（IEC）にて、正式に国際標準規格として発行されました。

 
②　アライアンス体制・強化

電力データは、電力データ以外の技術との組み合わせによる新たなサービスの創出が期待されております。

当社グループにおいても、新規事業の創出を目指しておりますが、そのためには、国内外のエネルギー関連企

業や、各業界を代表する企業から秘匿性の高いデータを取得することが必要になります。

当社グループでは、東京電力グループや関西電力グループなどを中心としたエネルギー関連企業、株式会社日

立製作所、ダイキン工業株式会社、株式会社博報堂ＤＹホールディングス、伊藤忠エネクス株式会社や株式会社

フォーバルなどとアライアンス体制を構築し、秘匿性の高いデータを継続的に取得できる体制を整えております

が、引き続き、電力データを活用した付加価値創造を成長に結びつけられていない業界・業種を中心に、アライ

アンス体制の構築・強化に努めてまいります。

 
③　海外展開

特に欧州圏においてエネルギー問題への意識が高まっていることから、当社グループは、欧州圏の事業及び技

術開発拠点として英国に子会社を設立し、現地企業や日本企業の現地法人との実証実験を行う等、活動領域を拡

大させております。

今後は、英国における活動をさらに深化させつつ、欧州各国への展開を加速し、欧州全体での事業実績と技術

的優位性の確立を図ってまいります。さらに、欧州で得られた知見やネットワークを活用し、アジアをはじめと

する他地域への展開も視野に、グローバルな成長戦略を推進してまいります。
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(4) 経営環境

当社グループが関連するエネルギー業界では、2015年の国連サミットでの持続可能な開発目標(SDGs)の採択や

2015年の第21回気候変動枠組条約締約国会議(COP21)でのパリ協定の採択以降、世界的な脱炭素化の流れの中で、米

国のバイデン大統領は就任した2021年１月20日にトランプ前政権が離脱したパリ協定への復帰を指示し、二酸化炭

素などの温室効果ガス排出量を実質的にゼロにする「ゼロエミッション」の目標を改めて掲げました。また、2021

年10月31日から２週間に渡って開催された第26回気候変動枠組条約締約国会議(COP26)で、2030年までに気温上昇を

1.5度に抑制する対策を進めるために必要不可欠な国際ルールが決定し、さらに地球温暖化の最大要因として石炭火

力削減方針が初めてCOP決定に明記されるなど、脱炭素化の流れが強まったことを受けて、温室効果ガスの排出を削

減するため、太陽光、風力や地熱などの再エネの活用拡大が期待されております。

 
我が国においても、2020年10月26日に、当時の菅内閣総理大臣が「2050年カーボンニュートラル」の実現という

国際公約を掲げ、気候変動問題に対して国家として取り組む強い決意を表明しました。

さらに2021年４月には、同総理大臣が地球温暖化対策推進本部および米国主催の気候サミットにおいて、「2050

年目標と整合的で、野心的な目標として、2030年度に温室効果ガスを2013年度比で46％削減することを目指し、

50％の高みに向けて挑戦を続ける」と表明し、中長期的な削減目標が明確化されました。

その後、我が国では、これらの目標達成に向けてグリーン成長戦略や第６次エネルギー基本計画などの各種戦略

が策定されるとともに、その実行に向けた施策を検討するため、GX実行会議等が開催されました。2022年12月22日

の第５回GX実行会議では、「GX実現に向けた基本方針～今後10年を見据えたロードマップ～」が取りまとめられ、

その後、2023年2月10日に閣議決定が行われ、GX基本方針として正式に公表されました。GX基本方針は、2050年カー

ボンニュートラルおよび2030年度の温室効果ガス排出削減目標の達成に向けた取組を経済成長の機会として位置付

け、温室効果ガス排出削減と経済成長・産業競争力向上の同時実現に向けて、経済社会システム全体を変革するこ

とを目指すものであり、脱炭素社会に向けた技術革新や再生可能エネルギーの導入拡大の重要性が強調されていま

す。

さらに、最新のエネルギー政策としては、第７次エネルギー基本計画のもと、再生可能エネルギーの導入拡大や

電力系統の増強、蓄電システム・分散電源などGXに資するインフラ整備が進められているほか、エネルギー安定供

給と脱炭素を両立させる観点から、電力需給の柔軟性確保に向けたデマンドレスポンス（DR）支援サービスの活用

など、需給調整力の強化に向けた取り組みが拡大しております。

こうした政策・市場環境の進展を背景に、電力利用効率の最適化という観点から、当社グループが一次ターゲッ

トとしているエネルギーデジタルビジネス／DX関連市場は、2025年度には5,003億円に、2035年には9,092億円に及

ぶと見込まれております(出所：株式会社富士経済、エネルギーデジタルビジネス/DX市場の現状と将来展望

2022)。

海外においては、特に当社グループが注力する欧州圏で顕著な動きが見られます。EU域内ではエネルギー自給率

が低く、ロシアからの天然ガス依存からの脱却を図るため、REPowerEU計画のもと再生可能エネルギーの急速な導入

拡大が進められており、2030年までに再エネ比率を45％まで引き上げる目標が設定されています。地理的特性を活

かした洋上風力発電が飛躍的に拡大しているほか、太陽光発電（PV）も補助金制度の強化により普及が進み、2024

年時点でEU全体の電力に占める再エネ比率は約44％に達するなど、世界最高水準となっています。

一方、再エネの天候依存性による出力変動が大きいこと、また電力市場自由化の進展に伴う価格高騰リスクが顕

在化していることから、需給バランスの崩れによるブラックアウト懸念が高まっており、電力供給の安定化・最適

化を実現するスマートグリッドの構築がEUグリーンディールの中核政策として急務となっています。

スマートグリッドを構成する基幹技術は、送配電網の高度化だけでなく、需要家側の電力需給管理技術も不可欠

ですが、特に重要性を増しているのが、需要家ごとの詳細な電力消費データをリアルタイム取得・分析するスマー

トメーターや、機器分離推定技術（NILM）を活用した次世代センサリングシステムです。

当社グループは、こうした脱炭素化・デジタル化のグローバル潮流を追い風に、国内外のエネルギーデジタルビ

ジネス／DX市場での成長基盤を強化した上で、電力データ活用による新たな価値創造を通じて、ヘルスケア業領

域、社会インフラ業領域、公共/教育業領域、インターネット広告市場をはじめとする様々な分野・新市場へ進出し

てまいります。

 
(5) 優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題

①　業績の回復

当社グループは第12期において、継続していた赤字を解消することを目指し、事業基盤の強化及び経営効率の

向上に向けた取り組みを進めてまいりました。これらの施策が実を結び、同期には黒字を計上することができま

した。
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一方、第13期は、主要取引先（大口顧客）である大手賃貸事業者との取引が当社グループの想定に反して急遽

終了するなど、外部要因の影響を受け、業績が悪化し、最終的に大幅な赤字となりました。

このような状況を受け、当社グループは「業績の回復」を最優先課題として取り組んでおります。

特に、電力需給の逼迫リスクが高まる中で注目されるデマンドレスポンス（DR）支援サービス分野では、

「BridgeLAB DR」に成果報酬型メニューを新設し、法人顧客が導入しやすい仕組みを整備いたしました。さら

に、「BridgeLAB DR」を導入いただいた法人顧客を中心に、DR運用で得られるデータを活用できるアップセル

サービスとして、「エネルギーマネジメント診断サービス」や、電力利用の可視化・分析を簡易に行える「NILM

Lite」の開発・提供を進めております。

また、売上回復を急ぐ一方で、固定費の抑制、人員配置の最適化、外注費の見直し、業務プロセスの効率化な

ど、コスト管理にも継続的に取り組み、損益分岐点の引き下げに努めております。

今後もこれらの取り組みを通じて、足元の課題に正面から向き合いながら、持続的な成長を実現するための基

盤づくりを着実に進めてまいります。

 
②　財政基盤の改善

当社グループは第12期において、東京証券取引所グロース市場への上場を達成し、公募増資により自己資本の

充実を図ることで、財務基盤の強化を実現いたしました。

一方、第13期は、主要取引先（大口顧客）である大手賃貸事業者との取引が当社グループの想定に反して急遽

終了するなど、外部要因の影響を受け、業績が悪化し、損益面では大幅な赤字を計上する結果となりました。

これらの業績の推移を踏まえ、当社グループは引き続き慎重な資金管理が求められる状況にあると認識してお

ります。

今後は、前述の施策により業績の回復に努め、営業キャッシュ・フローの改善を図るとともに、取引金融機関

からの継続的な支援に加え、第三者割当による新株予約権（MSワラント）の発行等を通じて、事業運営に必要な

資金を確保し、財務基盤の一層の強化に努めてまいります。

 
③　優秀な人材の確保・育成

当社グループの事業は、「エネルギー」と「テクノロジー」を融合させ、最先端のAI技術などを活用してエネ

ルギーデータの価値を引き出し、脱炭素化などの社会課題に貢献するものであります。その実現には、特にエネ

ルギー領域とAI技術をはじめとするテクノロジー領域の両方に精通した人材を継続的に確保することが重要であ

ると考えております。

こうした課題に対応するため、当社グループは、エネルギーとテクノロジーの両領域に精通した優秀な人材の

採用を強化するとともに、従業員に対して当社の経験とノウハウを活かした多様で有益な研修を計画的に実施

し、人材の育成に取り組んでまいります。

 
④　分析技術の強化と特許対策

当社グループは、NILM（機器分離推定技術）をはじめとするAI関連技術を中核とした分析技術こそが、当社の

競争力の源泉であると認識しております。そのため、継続的な分析技術の強化に加え、他社のサービスとの差別

化を図るべく、分析技術に関する特許権などの知的財産権を積極的に取得し、自社の権利を保護することが重要

であると考えております。

こうした課題に対応するため、当社グループは、知的財産権に精通した人材の確保に加え、顧問弁理士などの

専門家と連携し、権利化可能な技術について迅速に権利化を進めてまいります。

 
⑤　アライアンスパートナー戦略

脱炭素化を実現するためには、まずエネルギーデータを活用し、生活の質を向上させながらエネルギーの効率

的な利用を促進することが重要であります。特に、エネルギー関連企業とのアライアンスを構築することが、脱

炭素化の推進において重要な役割を果たすと考えております。

さらに、脱炭素化の実現には、エネルギーの効率的利用に貢献するサービスの提供だけでなく、「エネルギー

＋α」の付加価値を生み出すサービスを提供することも必要であります。これにより、当社グループのサービス

の普及を促進し、社会インフラとしての定着を目指してまいります。

こうした課題に対応するため、当社グループは、エネルギー関連企業とのアライアンスに加え、エネルギー

データを活用した付加価値の創出に寄与する、異業種企業とのアライアンスにも積極的に取り組んでまいりま

す。
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⑥　コーポレート・ガバナンス体制及び内部管理体制の強化

当社グループは現在、成長過程にあり、業務運営の効率化やリスク管理のために内部管理体制の強化が重要な

課題であると考えております。事業の効率的な拡大を実現するため、コンプライアンスの徹底と内部統制の強化

を最優先事項として認識しております。

これまでも体制整備を進めてまいりましたが、事業規模の拡大に伴い、今後は人的補充を行いながら、定期的

な内部監査を実施し、コンプライアンス体制をさらに強化してまいります。また、監査役による監査を通じて、

コーポレート・ガバナンスの一層の向上を図ってまいります。

 

EDINET提出書類

インフォメティス株式会社(E37563)

有価証券報告書

 33/137



 

２ 【サステナビリティに関する考え方及び取組】

当社グループのサステナビリティに関する考え方及び取組は、次のとおりであります。

なお、文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において、当社グループが判断したものであります。

 

(1)　ガバナンス及びリスク管理

当社グループでは、経営の重要な意思決定及び業務執行の監督のため、原則月１回の定例取締役会を開催するほ

か、必要に応じて臨時取締役会を開催し、サステナビリティ関連のリスク等を含む迅速な経営上の意思決定を行う

ことができる体制を整えております。

さらに、当社グループでは、日常の業務執行の確認及び検討を迅速に行い、経営戦略上の重要事項について、報

告・協議・決議するための会議体として、経営戦略会議を設置しており、原則として月１回以上開催しておりま

す。

さらに、当社グループのリスク管理体制及びコンプライアンス体制の充実・徹底を図るため、原則として半年ご

とにコンプライアンス・リスク管理委員会を開催して、リスク管理及びコンプライアンス上の重要な事項を協議し

ております。

詳細については、「第４ 提出会社の状況 ４ コーポレート・ガバナンスの状況等 (1) コーポレート・ガバナン

スの概要」をご参照ください。

 
(2)　戦略

①　サステナビリティに関する戦略

当社グループの「エネルギーデータの力で、暮らしの未来を変えていく。」というミッションを実現するた

め、株主・取引先の皆様や従業員をはじめとしたすべてのステークホルダーとともに、企業活動や事業を通じた

社会課題の解決や持続可能な社会の構築に積極的な役割を果たすことが重要と考えております。

当社グループの主たる事業との関連性やステークホルダーとの関係性に鑑みて、サステナビリティに関するリ

スクと機会については、以下のとおり認識しております。

 

 リスク 機会

環境 ・脱炭素に貢献するサービスの開発

遅延等による当社の衰退

・脱炭素に貢献するサービスの拡充

による当社の事業拡大

ダイバーシティ＆インクルージョ

ン

・ハラスメント

・人材の確保、育成

・多様性を重視した働き方改革

・従業員がパフォーマンスを最大限

発揮できる職場環境等の実現

コーポレート・ガバナンス ・コーポレート・ガバナンス不備に

よる信用失墜

・企業価値向上のための適切なリス

クテイク

コンプライアンス ・不正、不祥事、法令違反等による

信用失墜

・社会からの信頼獲得

 

 

そして、これらを踏まえた主な取組として、以下のような取組が重要と考えております。

 
エネルギーデータを用いた脱炭素社会の実現

脱炭素社会の実現に向けて、再生可能エネルギーの普及は不可欠であります。当社グループでは、エネルギー

データの分析を通じて、超効率的なエネルギー利用を実現いたします。具体的には、家や地域単位でのエネル

ギーマネジメントによって、無駄のない需給バランスの調整や自然エネルギーの効率的な活用に貢献いたしま

す。

 
エネルギーデータから価値を見出し、生活者一人ひとりの生活の質を高める

当社グループでは、エネルギーデータ分析を通じて、生活者のQoL(quality of life)向上に努めております。

日本において少子高齢化、地方の過疎化、貧富の格差などさまざまな社会課題が顕在化している中、私たちは電

力データや人工知能(AI)を用いて、遠隔見守りや電気異常の早期発見、在宅時間の予測など、日常的に取得する

エネルギーデータに意味を見出すことで、現状の課題のいくつかを打破し、一人ひとりの生活の質を高める社会

に貢献いたします。
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エネルギーデータを世界中で活用できる社会をつくる

当社グループでは、世界中の人々や企業が高精細なエネルギーデータを利用できる社会を目指しております。

高精細なエネルギーデータが利用可能な社会を創り、イノベーションの促進に寄与いたします。具体的には、電

力センサー設置件数の拡大、スマートメーターへの技術導入の提案に取り組みます。また、機器分離推定技術

(NILM)の国際標準化を目指し、世界中で普遍的なデータにします。これらの事業活動を通じて、世界中で共創の

基盤を創り、イノベーションを加速させるエネルギーデータインフラを構築いたします。

 
持続可能な企業統治を実現し、事業も従業員も成長し続ける企業であり続ける

私たちは従業員構成比のうち、エンジニアの割合が多く、高いレベルのAI・データ活用、ソフトウエア開発、

ハードウェア開発を実践しております。この競争優位の源泉が将来に渡って持続可能であり続けるために、すべ

ての従業員がパフォーマンスを最大限発揮できる職場環境、人材配置、教育制度及び評価制度を実現いたしま

す。また、外部環境の変化に対しても柔軟な制度変更と仕組みの再構築を実践いたします。当社グループで働く

すべての従業員にとって公平な企業統治を通じて、事業も従業員も成長し続ける企業であり続けます。

 
継続的な企業価値向上に向けたコーポレート・ガバナンス

企業価値を継続的に向上させるためには、法令の遵守に基づく企業倫理の確立や、迅速な経営判断と経営

チェック機能の充実が重要であると認識しております。このため、公正かつ正確な情報開示に努め、経営の透明

性を高めるため、会社法に規定する機関として株主総会、取締役会、監査役会、会計監査人を設置しておりま

す。

社外取締役には、企業法務に関する専門的な知識と経験を備えた弁護士を選任し、ガバナンス体制の充実を

図っております。また、監査役３名全員が社外監査役であり、ガバナンス機能を強化しております。なお、すべ

ての社外取締役及び社外監査役を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、取引所に届け出ており

ます。

さらに、取締役の報酬に関して、決定プロセスの透明性及び客観性を確保することを目的として、過半数を独

立社外役員とする任意の報酬委員会を設置しております。

当社グループでは、コーポレート・ガバナンスに関わる機能制度を一層強化・改善・整備しながら、コーポ

レート・ガバナンスを充実させてまいります。

 
以上の取組に関する「指標及び目標」に関しては、定量的な目標設定が困難であり、重要性が乏しいものと判

断したため記載しておりません。

 
②　人的資本に関する戦略

ａ．人的資本(人材の多様性を含む関連リスク及び機会)

当社グループの事業は、「エネルギー」と「テクノロジー」を掛け合わせ、最先端のAI技術などでエネル

ギーデータの価値を導き、脱炭素などに貢献するものであります。そのためには、特に、エネルギー領域とAI

技術などのテクノロジー領域の両面に精通した人材が重要であると考えており、人的資本のリスクと機会につ

いては、以下のとおり認識しております。

 

リスク 機会

・有力役職員の退職

・採用の遅れによる業務効率低下

・多様性への取り組みの遅れによる信用失墜

 

・人材育成と能力開発

・多様性を重視した働き方改革

・従業員がパフォーマンスを最大限発揮できる職場環

境等の実現
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そして、以下の方針に基づいて、対応してまいります。

 
ｂ．人材育成方針

当社のグループでは、業務に密接に関連するエネルギー領域とAI技術に関連する知識やスキルを学ぶため

に、現場でのOJT(On the Job Training)のみならず、多様な研修制度を導入することで、より包括的かつ効果

的な教育環境を構築しております。

また、業務面以外でも、コンプライアンス研修を定期的に実施し、コンプライアンス面での人材育成も積極

的に取り組んでおります。

 
ｃ．社内環境整備方針

労働環境の改善や従業員の働きがい向上は、従業員の健康や生産性向上につながり、企業の競争力を高め、

持続可能な経済成長に貢献いたします。

そのため、当社のグループでは、入社年数、年齢、国籍、性別等を区別することなく、能力のある優秀な従

業員が平等に管理職登用への機会が得られるような人事制度を整備しております。

従業員の労働時間の把握・管理、ライフステージに合わせた柔軟性のある勤務体系、ITの積極活用やテレ

ワークの導入を行い、働きやすい環境整備を行っております。さらに、チャレンジ精神のある従業員を評価す

るため、業務評価に加え、従業員の挑戦を評価する独自の評価制度を導入し、一人ひとりがプロフェッショナ

ルとして最大限のパフォーマンスを発揮できるよう環境を整えております。

 
ｄ．指標及び目標

人材育成方針及び社内環境整備方針に関する具体的な指標及び目標は設定しておりませんが、その具体的な

取組状況の開示については、今後検討してまいります。

 
３ 【事業等のリスク】

本書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、経営者が当社グループの財政状態、経営成績及び

キャッシュ・フローの状況に重要な影響を与える可能性があると認識している主要なリスク及び当該リスクへの対応

策等を以下に記載しております。

なお、文中の将来に関する事項は、本書提出日現在において当社グループが判断したものであります。

 
(1) 主要な事業活動の前提について　(発生可能性：低、発生する時期：特定無し、影響度：大)

当社は、東京電力パワーグリッド株式会社との間で「株主間協定書」を締結しております。「株主間協定書」に

より、機器分離推定技術を用いたIoTプラットフォーム事業及びこれに関連する様々なセンサーやサービスを普及さ

せるIoTプラットフォーム事業を共同して行うために、株式会社エナジーゲートウェイを運営しております。

また、当社は、主要な販売先である株式会社エナジーゲートウェイとの間で「総代理店契約」及び「プラット

フォーム利用許諾基本契約」を締結しております。「総代理店契約」により、当社の機器分離推定技術を用いたプ

ラットフォームを用いた事業に関する電力センサー機器、付随するアプリケーション等を利用したサービスについ

て、日本における独占販売権を当社から同社に付与しております。また、「プラットフォーム利用許諾基本契約」

により、電力センサー等から得られる情報をクラウド上にて収集・分析するためのソフトウエアについて、当社か

ら同社に利用許諾を行っております。なお、2025年11月13日付で覚書を締結し、株式会社エナジーゲートウェイの

既存顧客、既存商談先を除き、当社自らも本対象製品を販売できるものとしております。

なお、「株主間協定書」の契約期間は、2018年３月30日から５年後の日が属する事業年度に関する株式会社エナ

ジーゲートウェイの定時株主総会の日までと定められており、以後、３年後の日が属する事業年度に関する株式会

社エナジーゲートウェイの定時株主総会の日まで自動更新となります。「総代理店契約」の契約期間は、2018年３

月30日から２年後の日が属する事業年度に関する株式会社エナジーゲートウェイの定時株主総会の日までと定めら

れており、以後、２年後の日が属する事業年度に関する株式会社エナジーゲートウェイの定時株主総会の日まで自

動更新となります。「プラットフォーム利用許諾基本契約」の契約期間は、定められておりません。

当社グループと東京電力パワーグリッド株式会社及び株式会社エナジーゲートウェイとの関係は良好であり、上

記契約は今後も継続予定であります。また、一般的な解除事由(契約違反、差押え・仮処分・強制執行、破産・民事

再生・会社更生手続)や反社会的勢力排除条項により、契約解除となる可能性がありますが、これらの契約継続に支

障をきたす要因は発生しておらず、その発生可能性は低いと判断しております。

しかしながら、仮にそのような要因が発生した場合には、売上高の減少が見込まれるなど、当社グループの事業
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及び業績に重大な影響を及ぼす可能性があります。

 
(2) 市場について　(発生可能性：中、発生する時期：特定無し、影響度：中)

当社グループが関連するエネルギーデジタルビジネス／DX関連市場は、2025年度には、5,003億円に、2035年に

は、9,092億円に及ぶと見込まれております(出所：株式会社富士経済、エネルギーデジタルビジネス/DX市場の現状

と将来展望 2022)が、エネルギーマネジメントシステムが設備機器等のデータを統合管理するプラットフォームと

しての役割を担うことで、関連設備・サービスの相乗効果が期待され、また、収集したデータに基づく予算保全や

生産効率向上などを図るソリューションに対応した設備の展開が進んでいくと想定されております。

当社グループは、上記エネルギーマネジメントシステム関連市場の成長とともに事業拡大を進めていく所存では

ありますが、市場が想定どおり拡大しない場合には、当社グループの事業及び業績に影響を及ぼす可能性がありま

す。

 
(3) 競合について　(発生可能性：低、発生する時期：特定無し、影響度：大)

当社グループが属するエネルギーデジタルビジネス／DX関連市場やAI(機械学習)を利用したデータ分析の市場

は、成長市場として注目され、市場が拡大傾向にあります。また、当社グループのように電力データの分析を行う

競合企業は海外を中心に複数存在しております。このような状況の中、競合企業がより優れたサービスを提供した

場合、市場における当社グループの競争力が低下し、当社グループの事業及び業績に影響を及ぼす可能性がありま

す。

当社グループでは、主要な対応策として、①高精細なNILMに必要な、十分に高い粒度の電力データの計測と、低

コストを両立している点、②電力センサーの開発・製造・販売からAI(機械学習)を利用したデータ解析プラット

フォームの開発・提供までを当社グループのみで提供することが可能で電力データの収集から加工、分析まで一気

通貫で行っている点において、他社と差別化を図っております。また、当社グループでは、これまで培ってきた機

器分離推定技術をはじめとしたノウハウを活かし、引き続き顧客のニーズを汲んだサービスの提供をできるよう進

めていく方針であります。

 
(4) 四半期ごとの業績変動等について　(発生可能性：低、発生する時期：中長期、影響度：中)

当社グループは、顧客の多くが３月期決算の大手企業であるため、顧客の年度予算執行の流れと連動して、顧客

の年度予算の執行期限にかけて納期を迎える受注が集中したり、駆け込み需要が発生したりするという特性から、

当社グループの売上高は第１四半期(１月～３月)に集中する傾向があります。

また、３月期決算の顧客における年度予算の執行が執行期限に向けて動き始める12月を含む第４四半期(10月～12

月)にも売上が集中する傾向があります。

売上高の小さい四半期においては、販売費及び一般管理費等の経費は固定費として、比較的均等に発生するた

め、営業赤字となることがあるほか、当社の決算月となる12月に売上を計画している案件について何らかの要因に

より延期や案件を失注した場合等には、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。

当社グループは、新たな顧客等の獲得により、上記の季節変動性の緩和を図っていく方針であります。もっと

も、新たな顧客の獲得を進めているものの、現時点では顧客の多くが３月期決算の企業であることから、予算執行

や発注の時期が当社グループの年度初及び年度末に集中しやすく、売上高が第１四半期（１月～３月）及び第４四

半期（10月～12月）に偏重する傾向が継続する可能性があります。
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なお、2024年12月期及び2025年12月期の当社グループの四半期の連結売上高、営業利益の推移は、以下のとおり

であります。

 
(2024年12月期)

 
第１四半期
(１月～３月)

第２四半期
(４月～６月)

第３四半期
(７月～９月)

第４四半期
(10月～12月)

通期
(１月～12月)

売上高(千円) 271,520 198,606 228,562 283,663 982,352

構成比(％) 27.6 20.2 23.3 28.9 100.0

営業利益又は営業損失(△)
(千円)

16,126 △27,656 113 60,933 49,517

構成比(％) 32.6 - 0.2 123.1 100.0
 

 
(2025年12月期)

 
第１四半期
(１月～３月)

第２四半期
(４月～６月)

第３四半期
(７月～９月)

第４四半期
(10月～12月)

通期
(１月～12月)

売上高(千円) 118,318 132,953 115,036 163,711 530,019

構成比(％) 22.3 25.1 21.7 30.9 100.0

営業損失(△)
(千円)

△130,741 △143,631 △153,696 △200,634 △628,704

構成比(％) 20.8 22.8 24.4 31.9 100.0
 

 
(5) サプライチェーンに関するリスク　(発生可能性：中、発生する時期：中長期、影響度：中)

①　部材の調達リスク

まず、当社グループの電力センサーは、汎用部材の組み立てで完成する商品であるため、希少品ではありませ

ん。部材調達においては、顧客からの発注予測や調達のリードタイムなどを考慮しながら、タイムリーな発注と

適正な在庫水準の維持に努めております。

しかしながら、需給逼迫などにより必要な部材をタイムリーに調達できない場合、当社グループの生産活動に

支障をきたす可能性があります。特に、2021年３月期の後半以降に世界的な半導体不足及びその他部材の不足が

顕在化したことを踏まえ、当社グループとして必要な半導体及びその他の部材の確保に継続して努めております

が、当該状況が完全に解消したとは言い切れず、現時点においても半導体を含む特定の部材において供給制約や

長納期化が生じる可能性がないわけではありません。これらの供給不足が発生した場合又は長期化した場合に

は、当社グループの業績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。

 
②　コスト上昇リスク

当社グループは適切な価格での部材調達に努めておりますが、半導体やその他の部材の価格が大きく上昇する

可能性があります。また、原油価格の上昇やコンテナ不足だけでなく、近年の為替変動による円安の影響などに

より、物流コストが上昇する可能性があります。当社グループでは、長期契約や必要な半導体及びその他の部材

を多めに確保する等により、部材価格の安定化を図り、市場価格の変動による影響を低減するよう努めておりま

す。加えて、為替変動による影響については、外貨建て取引の金額・タイミングを踏まえた調達計画の運用や、

為替動向のモニタリングする等により、影響の抑制に努めております。しかしながら、これらのコスト上昇を製

品価格に十分に転嫁できない場合、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。
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(6) 技術革新への対応について　(発生可能性：低、発生する時期：中長期、影響度：大)

当社グループの事業分野では技術革新が急速に進んでおり、特にAI(機械学習)技術や機械学習の分野においてそ

の速度は顕著であります。当社グループでは、主要な対応策として、変化の激しい技術革新に柔軟かつ適切に対応

できるよう、最新の動向や環境変化を適時に把握できる体制を構築するほか、優秀な人材の採用や開発に取り組ん

でおります。

しかしながら、当社グループの技術革新が想定どおりに進まない場合、当社グループの事業及び業績に影響を及

ぼす可能性があります。

 
(7) 海外展開について　(発生可能性：低、発生する時期：中長期、影響度：大)

海外市場において機器分離推定技術への期待が高まりを見せていることから、当社グループでは、国内市場の立

ち上げだけでなく、海外市場も含めた市場規模の拡大が重要な課題であると認識しております。

当社グループでは、主要な対応策として、海外における優秀な人材確保のため、2014年11月において連結子会社

であるInformetis Europe Ltd.を設立し、今後は同社を拠点とし、欧州圏を中心に海外展開を進めております。

特に、英国においては、2025年11月から、当社グループの技術・サービスを活用した「Budget Control」サービ

スを搭載するヒートポンプ（電気給湯器）製品ラインナップ「UP Series」の販売が、Daikin Airconditioning UK

Ltd.により開始され、欧州における本格的な商業展開を開始しております。

しかしながら、継続的に優秀な人材の確保が進まない場合や、欧州圏のエネルギー市場の変革スピードに当社グ

ループが後れをとる場合、海外展開が計画どおりに進まない可能性があります。また、現地の法規制や社会情勢の

変革、為替相場の変動等により、当社グループの事業及び業績に影響を及ぼす可能性があります。

 
(8) システム及びネットワークについて　(発生可能性：低、発生する時期：特定無し、影響度：中)

当社グループの事業では、家庭の分電盤に電力センサーを設置し、そこで測定した電力波形データをインター

ネットのネットワークを介して取得し、分析を行っております。このため、当社グループの設備及びネットワーク

は24時間常に安定した稼働が求められます。また、当社グループのサービスは、外部クラウドサーバー(Googleが提

供するGoogle Cloud Platform(以下、「GCP」という。))にて提供していることから、GCPの安定的な稼働が求めら

れます。

しかしながら、自然災害、セキュリティ侵害や不正アクセス等によりシステムトラブルが発生した場合、又は、

何らかの理由によりGCPの継続的な利用が困難となる場合には、顧客へのサービス提供が困難となり、当社グループ

の信頼性の低下につながるなど、当社グループの事業及び業績に影響を及ぼす可能性があります。

 
(9) 重要な契約について　(発生可能性：低、発生する時期：特定無し、影響度：大)

当社の経営上重要と思われる契約の概要は、「第２　事業の状況　５　重要な契約等」に、記載のとおりであり

ます。また、「重要な契約等」に関する詳細は「(1) 主要な事業活動の前提について」に記載のとおりでありま

す。当該契約で予定されていた計画どおりに進まない場合、当該契約が期間満了、解除、その他の理由に基づき終

了となった場合、もしくは当社にとって不利な改定が行われた場合、又は契約の相手方の経営状態が悪化したり、

経営方針が変更されたりした場合には、当社の経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。

このようなリスクに対して、当社は取引先との良好な関係を継続的に構築することに努め、リスクの軽減を図っ

ております。

 
(10)提供サービスの解約について　(発生可能性：低、発生する時期：特定無し、影響度：中)

当社グループは、業務提携企業を通じて、一般家庭向けの家電の電力見える化サービス等を提供しております。

当社グループの成長には、安定的な収益獲得が必要であることから、利用者が当社グループのサービスを継続利用

することが重要な課題となります。

当社グループの予算及び経営計画には一定の解約を見込んでおりますが、解約が発生しないよう、主要な対応策

として、当社グループでは、利用者がサービスを利用する際のユーザビリティの向上に努めております。
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(11)研究開発について　(発生可能性：低、発生する時期：中長期、影響度：大)

当社及び連結子会社であるInformetis Europe Ltd.では、データ解析の精度の更なる向上のため機器分離アルゴ

リズムを中心とした技術開発を進めております。研究開発の成果創出には不確実性が伴うため、これを想定の範囲

内に収めるべく、研究開発プロジェクトの進捗・費用について、取締役会等において、随時、管理・検証を行って

いるものの、研究開発が当初の計画どおりに進まない場合には、当社グループの事業及び業績に影響を及ぼす可能

性があります。

 
(12)個人情報の取り扱いについて　(発生可能性：低、発生する時期：特定無し、影響度：中)

当社グループでは、サービス提供にあたり一般消費者の会員情報や銀行口座情報等の個人情報を取得及び利用し

ておりません。一方で、当社グループの事業で取り扱う電力波形データは直接的に個人情報とは紐づいておりませ

んが、パーソナルデータに該当する可能性があります。

これらの電力波形データや、従業員の個人情報など、機密性の高い社内情報について、外部からの不正な手段に

よるコンピューター内への侵入等により情報漏洩が発生した場合には、当社グループ社会的信用の失墜、損害賠償

責任の発生等により、当社グループの事業及び業績に影響を及ぼす可能性があります。

当社グループでは、主要な対応策として、アクセス権限を持つ担当者を最小限に絞り、アクセスログを記録し、

異常があった場合には検証する等、細心の注意を払っております。

 
(13)人材の確保・育成について　(発生可能性：中、発生する時期：中長期、影響度：小)

当社グループは、中長期的な事業拡大を進めていくにあたり、優秀な人材の拡充及び人材の育成が重要な課題で

あると認識しております。昨今のAIブームにより、特に、機械学習エンジニアやデータサイエンティストの人材が

市場全体において不足する中、必要とする人材の確保ができなかった場合には、当社グループの事業及び業績に影

響を及ぼす可能性があります。

当社グループでは、主要な対応策として、国内だけでなく海外においても、Informetis Europe Ltd.を人材採用

拠点とするなど積極的な採用活動を行っております。また、採用した人材の定着のため、働きやすい職場環境づく

りにも努めております。

 
(14)小規模組織であることについて　(発生可能性：低、発生する時期：特定無し、影響度：小)

当社グループは小規模な組織であり、現在の人員構成における最適と考えられる内部管理体制や業務執行体制を

構築しております。また、当社グループでは、代表取締役を含む役員、幹部社員等の専門的な知識、技術、経験を

有している従業員が、経営方針や事業戦略の決定、業務遂行において重要な役割を果たしております。当社グルー

プは、当該リスクに対応するため今後もより一層の人員充実を図る予定でありますが、何らかの理由によりこれら

の役職員が当社グループの業務を継続することが困難になった場合には、当社グループの事業及び業績に影響を及

ぼす可能性があります。

 
(15)特定人物への依存について　(発生可能性：低、発生する時期：特定無し、影響度：小)

当社の代表取締役只野太郎は、ソニー株式会社(現・ソニーグループ株式会社)在籍時より、当社グループの事業

に活用されているAIを利用した機器分離推定技術を活用した環境・エネルギー事業を推進するなど、以前から、当

社グループの技術及び当社グループの関連するエネルギー業界に精通しており、当社グループの事業運営を行うう

えで重要な役割を担っております。

当社グループでは、同氏に過度に依存しない体制を作るために、主要な対応策として、経営組織の強化や組織に

おける中核メンバーの教育及びノウハウの蓄積を図っております。また、今後の事業展開に応じて、人員の増強、

内部管理体制及び業務執行体制の一層の充実を図っていく方針でありますが、これらの施策が適時適切に進行しな

かった場合や、これらの施策を十分に施す前に何らかの要因により同氏の業務遂行が困難となった場合には、当社

グループの事業及び業績に影響を及ぼす可能性があります。

 
(16)特定販売先への依存について　(発生可能性：低、発生する時期：特定無し、影響度：大)

当社グループの売上高は、持分法適用会社の株式会社エナジーゲートウェイに依存しており、2025年12月期にお

いては、同社に対する売上高が売上高全体の58.8％を占めております。当社グループでは、同社との取引の拡大を

図っていきながらも、伊藤忠エネクス株式会社等の取引先の拡大により、同社への依存度を低下させていく方針で

ありますが、何らかの事情により同社との取引が減少した場合、当社グループの事業及び業績に影響を及ぼす可能

性があります。

また、株式会社エナジーゲートウェイのさらにその先の販売先については、主たる販売先である東京電力パワー

グリッド株式会社及び大和リビング株式会社を含む上位５社に対する売上高が売上高全体の９割程度を占めており
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ます。当社グループと株式会社エナジーゲートウェイとの関係及び株式会社エナジーゲートウェイと上位５社の販

売先との関係はいずれも良好でありますが、例えば、当社グループの製品・サービスの新規の導入が停止されると

いった各社の動向に変化が生じた場合、当社の「アップフロント」売上や「プラットフォーム・アプリ提供」売上

が減少し、当社グループの事業及び業績に影響を及ぼす可能性があります。

同様に、各社において、業務プロセスの最適化等を目的とした業務プロセスの見直し等が行われ、当社グループ

の製品・サービスの導入に一時的に遅延又は中断が生じた場合、当社の「アップフロント」売上や「プラット

フォーム・アプリ提供」売上が減少し、当社グループの事業及び業績に影響を及ぼす可能性があります。

当社グループでは、これら５社以外の取引先の拡大により、５社への依存度を低下させていく方針であります

が、何らかの事情によりこれら５社との取引が終了若しくは減少した場合又は当該取引に一時的な遅延若しくは中

断が生じた場合、当社グループの事業及び業績に影響を及ぼす可能性があります。

なお、2024年12月期以降、大口顧客が電力センサーの設置オペレーションを含む業務プロセスの見直しを進めて

おりました。この業務プロセスの見直しは、業務効率化及び品質向上を目的としたものであり、その過程で、当該

顧客における当社グループの製品・サービスの新規導入が一時的に調整されておりました。その後、2025年12月期

の第４四半期に、当該顧客との取引（既存サービスを含むすべての取引）が当社グループの想定に反して急遽終了

することが判明し、これにより当該大口顧客向けの2025年12月期以降の「アップフロント」領域の売上及び2026年

４月以降の「プラットフォーム・アプリ提供」領域の売上について、継続的な計上を見込めなくなりました。この

結果、当社グループの事業及び業績に影響を及ぼしましたが、当社グループは、当該影響を緩和するため、新規顧

客及び他の既存顧客との取引拡大等により、売上拡大に取り組んでおります。

 

(17)特定仕入先への依存について　(発生可能性：低、発生する時期：特定無し、影響度：大)

当社は、電力センサーの製造をWNC Corporationに委託しており、電力センサー及び付属部品を同社から仕入れて

おります。同社は、高品質で、かつ他社に比べて仕入価格が割安であることから大口仕入先として選定しており、

2025年12月期においては、同社が製造したセンサーの仕入が100.0％を占めております。

WNC Corporationとの関係は良好でありますが、同社の経営方針に変化が生じた場合や、同社の顧客の動向に変化

が生じた場合、当社グループの事業及び業績に影響を及ぼす可能性があります。

当社グループでは、主要な対応策として、製造委託数量が増えた場合に他の製造委託先も検討するなど、状況の

変化に応じた対応が取れるよう対策を行っております。

 
(18)品質管理について　(発生可能性：低、発生する時期：特定無し、影響度：中)

当社グループの販売する電力センサーは、製造物責任法(PL法)に基づくリスクが内在しております。このため、

製品の品質に問題や不具合があり、損害賠償責任等が生じた場合には、当社グループの事業及び業績に影響を及ぼ

す可能性があります。

当社グループは、主要な対応策として、製品の不具合が発生しないよう、製品開発において、細心の注意を払い

製品の品質管理を行っております。

 
(19)その他の法令について　(発生可能性：低、発生する時期：特定無し、影響度：中)

現時点において、当社グループの提供するサービスに関して、上記の製造物責任法(PL法)を除き当社グループの

事業継続に重要な影響を及ぼす法的規制はないと認識しております。

一方で、当社グループが提供するサービスに関しては、電気の小売業への参入全面自由化、2020年６月に成立し

た改正電気事業法により電力データの電気事業以外での利活用促進や2020年10月26日に開会した第203回臨時国会に

おいて、菅内閣総理大臣(当時)が所信表明演説の中で、「2050年までに、温室効果ガスの排出を全体としてゼロに

する、すなわち2050年カーボンニュートラル、脱炭素社会の実現を目指す」との方針を打ち出し、2050年までに、

カーボンニュートラル、脱炭素社会の実現を目指すことや再エネを最大限導入することが明示されました。また、

2022年12月22日の第５回GX実行会議において「GX実現に向けた基本方針 ～今後10年を見据えたロードマップ～」が

掲示され、今後10年を見据えた取組の方針をまとめられた後に、2023年２月10日に閣議決定がなされ、GX基本方針

として発表がなされるなど、市場の競争環境における公平性の担保を強化し、市場活性化を促す諸施策が実施され

ており、当社グループにとっては追い風であると考えております。

しかしながら、これらの諸施策が計画のとおりに進行しなかった場合や、電力データの利活用又は関連機器販売

に係る法令、行政指導、その他の規制等が新たに制定された場合、また、日本だけでなく諸外国からの新たな法的

規制を受ける場合には、当社グループの業績及び今後の事業展開に影響を及ぼす可能性があります。
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(20)知的財産について　(発生可能性：低、発生する時期：特定無し、影響度：中)

当社グループは、他社の電力データ分析サービスとの差別化を図るべく、特許権等の知的財産権を積極的に取得

し、当社グループの権利の保護を図っております。しかしながら、競合他社が画期的な技術で先行した場合や特許

期間が満了した場合、また、当社グループの保持する技術が他の安価な技術で代替できる場合や技術自体が陳腐化

した場合、あるいは技術改良の対応が遅れた場合は、当社グループの技術優位性が低下し、当社グループの業績及

び今後の事業展開に影響を及ぼす可能性があります。

また、当社グループでは、第三者の特許権、商標権等の知的財産権を侵害しないよう、専門家と連携しながら特

許取得時の事前調査を行っておりますが、当社グループの知的財産権の侵害を主張する第三者が今後現れる可能性

を完全に否定することは困難であり、そのような事態が発生した場合、当社グループの事業及び業績に影響を及ぼ

す可能性があります。

 
(21)配当政策について　(発生可能性：低、発生する時期：特定無し、影響度：中)

当社は、株主への利益還元については、重要な経営課題の１つとして位置付けております。しかしながら、現在

当社は成長拡大の過程にあると考えており、財務体質強化のため内部留保を行い、更なる成長に向けた研究開発、

組織の構築のための投資に充て、事業の安定的かつ継続的な発展に努めることが株主価値の最大化に資すると考え

ております。

このことから、当社は創業以来配当を実施しておらず、当面は引き続き配当を行わず内部留保を基本方針とする

ものの、財政状態及び経営成績、今後の事業計画を総合的に勘案し、配当方針については引き続き検討する予定で

あります。

 
(22)新株予約権行使による株式価値の希薄化について　(発生可能性：低、発生する時期：特定無し、影響度：中)

当社は、役職員等の業績向上に対する意欲や士気を高めるため、ストックオプション制度を採用しております。

また、第三者割当による新株予約権の発行による資金調達を実施しております。2026年３月16日現在の新株予約権

による潜在株式総数は442,500株であり、発行済株式の7.6％に相当しております。これらの新株予約権が行使され

た場合、新株式が発行され、株式価値が希薄化する可能性があります。

 
(23)減損会計の適用について　(発生可能性：低、発生する時期：特定無し、影響度：中)

当社グループでは、継続的に行う開発投資に係る人件費等の一部をソフトウエアとして計上しております。ソフ

トウエアを含む固定資産について、当社グループでは、「固定資産の減損に係る会計基準」に則った社内規程類に

基づいて、減損の要否を検討しております。将来の事業計画や市場環境の変化により、固定資産に減損の兆候が認

められ、減損損失を計上する必要性が認められた場合には、当社グループの財政状態及び経営成績に影響を及ぼす

可能性があります。

 
(24)有利子負債依存度について　(発生可能性：低、発生する時期：特定無し、影響度：中)

当社グループは、運転資金、設備投資資金及び研究開発資金の一部について、金融機関から調達しております。

このため、総資産に占める有利子負債(借入金)の割合が、2025年12月31日現在で51.8％の水準にあります。当社グ

ループは、金利情勢に柔軟に対応できるよう、金融機関と良好な関係を維持しておりますが、今後、有利子負債の

割合が増加し、有利子負債依存度が高い状態で金利が上昇した場合、当社グループの業績及びキャッシュ・フロー

の状況に影響を及ぼす可能性があります。
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(25)税務上の繰越欠損金について　(発生可能性：低、発生する時期：特定無し、影響度：中)

当社グループは、本書提出日現在において、多額の税務上の繰越欠損金を計上しております。今後、繰越欠損金

が解消した場合には、通常の税率に基づく法人税、住民税及び事業税が課されることとなり、当社グループの業績

及びキャッシュ・フローの状況に影響を及ぼす可能性があります。

 
(26)訴訟等について　(発生可能性：低、発生する時期：特定無し、影響度：中)

当社グループは、法令及び契約等の遵守のため、社内教育やコンプライアンス体制の充実に努めております。

しかしながら、当社グループが事業活動を行う中で、顧客、取引先又はその他第三者との間で予期せぬトラブル

が発生し、訴訟に発展する可能性があります。訴訟の内容及び結果によっては、当社グループの財政状態及び経営

成績に影響を及ぼす可能性があります。また、多大な訴訟対応費用の発生や当社グループの社会的信用の毀損に

よって、当社グループの事業及び業績に影響を及ぼす可能性があります。

 
(27)大規模な自然災害等について　(発生可能性：低、発生する時期：特定無し、影響度：中)

当社グループは、自然災害等についてもリスク分析を行い、事業継続のための体制の構築を図っておりますが、

地震・台風等の自然災害、テロ、パンデミック等が発生した場合、その規模や状況によっては、事業活動に支障が

生じ、当社グループの事業及び業績に影響を及ぼす可能性があります。

 
(28)継続企業の前提に関する重要事象等　(発生可能性：低、発生する時期：特定無し、影響度：大)

当社グループは、2024年12月期において、従前より継続していた赤字の解消を目的として、事業基盤の強化及び

経営効率の向上に向けた各種施策を実施した結果、損益面において黒字を計上しました。一方、2025年12月期にお

いては、前述のとおり、大口顧客との契約終了等の外部要因の影響を受け、業績が悪化し、損益面において大幅な

赤字を計上する結果となりました。これらの業績推移の結果、当社グループは、継続企業の前提に重要な疑義を生

じさせる事象又は状況が存在しているものと認識しております。

これらの状況を解消するため、当社グループは、次世代（第２世代）スマートメーター活用サービス及び海外事

業を主軸とする事業運営方針を維持しつつ、収益基盤の安定化及び新たな収益創出力の向上を重要な経営課題とし

て位置付け、各種施策に取り組んでおります。特に、既存のデマンドレスポンス（DR）支援サービスである

「BridgeLAB DR」の導入済法人顧客を起点として、関連する追加サービスの提案を強化しております。具体的に

は、「BridgeLAB DR」の利用を通じて把握される法人顧客のニーズを踏まえ、既存法人顧客が追加導入しやすい法

人向けエネルギーマネジメント診断サービスの開発及び展開を進めるとともに、「NILM Lite」を活用した電力利用

の簡易可視化・分析機能を組み合わせ、顧客価値の向上及び収益機会の拡大を図ってまいります。また、コスト面

においては、固定費の抑制、人員配置の最適化、外注費の見直し及び業務プロセスの効率化を継続的に実行するこ

とにより、損益分岐点の引き下げを図っております。資金面につきましては、取引金融機関からの継続的な支援に

加え、第三者割当による新株予約権（MSワラント）の発行等を通じて、事業運営に必要な資金を確保しておりま

す。これらを踏まえ、現時点においては、貸借対照表日の翌日から１年後の2026年12月31日まで十分な資金を有す

ることが可能であり、継続企業の前提に関する重要な不確実性は認められないと判断しております。一方で、今後

の事業進捗や事業環境が変化、当該新株予約権の行使状況等によっては、財務基盤に影響を及ぼす可能性があるこ

とから、当社グループは引き続き、資金繰り及び財務状況について慎重に管理してまいります。
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４ 【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

(1) 経営成績等の状況の概要

当社グループ(当社、連結子会社及び持分法適用会社)の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フロー(以下、「経

営成績等」という。)の状況の概要は次のとおりであります。

 
①　財政状態の状況

(資産)

　当連結会計年度末における資産合計は1,648,439千円となり、前連結会計年度に比べ345,915千円の減少とな

りました。これは主に、現金及び預金の減少379,466千円、売掛金の減少156,633千円、ソフトウエアの増加

213,024千円によるものであります。

 
(負債)

当連結会計年度末における負債合計は1,062,657千円となり、前連結会計年度に比べ342,063千円の増加とな

りました。これは主に、短期借入金の増加300,000千円、長期借入金（１年以内返済予定含む）の増加37,064千

円によるものであります。

 
(純資産)

当連結会計年度末における純資産合計は585,781千円となり、前連結会計年度に比べ687,979千円の減少とな

りました。これは主に、親会社株主に帰属する当期純損失721,633千円を計上したことによる利益剰余金の減

少、新株予約権行使に伴う新株発行により資本金が10,840千円、資本剰余金が10,840千円増加したことによる

ものであります。

 
②　経営成績の状況

当連結会計年度におけるわが国の経済は、賃上げの継続や雇用環境の改善を背景に、個人消費が底堅く推移す

るなど、緩やかな回復基調で推移いたしました。一方で、海外経済の減速、米国の通商政策動向の不透明感、為

替変動などの影響により、依然として先行き不透明な状況が続いております。

当社グループが関連するエネルギー業界においては、再生可能エネルギーの導入拡大が第７次エネルギー基本

計画のもとで引き続き加速し、系統安定化に向けた蓄電システム及び分散型電源の整備が第４四半期以降一段と

進展しております。また、電力需給逼迫リスクへの対応として、デマンドレスポンス（DR）支援サービスの活用

が第３四半期以降さらに拡大し、需給調整力確保に向けた取り組みが一層強化されました。

こうした事業環境のもと、当社グループは、脱炭素社会の実現及びグリーントランスフォーメーション（GX）

の推進を図るとともに、電力利用効率の向上に資する各種サービスの提供に注力してまいりました。具体的に

は、(ⅰ)消費者向け電力見える化サービスとして「ienowa（イエノワ）」、「enenowa（エネノワ）」及び

「hitonowa（ヒトノワ）」、(ⅱ)電力事業者向けエネルギーマネジメントサービスとして、デマンドレスポンス

（DR）支援サービス「BridgeLAB DR（ブリッジラボ ディーアール）」、簡易電力見える化サービス「NILM Lite

（ニルム ライト）」及び次世代（第２世代）スマートメーターに関連する受託開発等の取引拡大に努めました。

一方で、第４四半期に当社グループにおいて、主要取引先（大口顧客）である大手賃貸事業者との取引が当社

グループの想定に反して急遽終了することとなり、これにより当該大口顧客向けの2025年12月期以降の「アップ

フロント」領域の売上及び2026年４月以降の「プラットフォーム・アプリ提供」領域の売上について、継続的な

計上を見込めなくなりました。また、「プラットフォーム・アプリ提供」領域では、「NILM Lite」の引き合いは

堅調であったものの、新規顧客の獲得及び導入スケジュールが後ろ倒しとなりました。さらに、「その他」領域

では、各電力会社における次世代（第２世代）スマートメーターの導入計画自体は予定どおりであるものの、次

世代（第２世代）スマートメーターのデータを活用する付随的な応用サービスの開発・導入スケジュールが後ろ

倒しとなりました。

これらの状況を踏まえ、当社グループでは、収益基盤の安定化及び新たな収益創出力の向上を重要な経営課題

として位置づけ、各種施策に取り組んでまいりました。

特に、電力需給逼迫リスクへの対応としてデマンドレスポンス（DR）支援サービスへの追い風が吹く中、

「BridgeLAB DR」において、法人顧客が導入しやすい成果報酬型メニューを設定し、導入拡大を図りました。こ

れにより、第４四半期の大幅伸長で、「BridgeLAB DR」の受注済契約数が前年の第４四半期比約２倍に増加いた

しました。

加えて、「BridgeLAB DR」導入済法人顧客を起点に、DR運用で取得・蓄積されるデータをそのまま活用できる
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ことから、追加のデータ取得等を要さず導入できるアップセルとして、法人向けエネルギーマネジメント診断

サービス及び「NILM Lite」による電力利用の簡易可視化・分析機能の開発・提供を進めました。

さらに、2024年12月に締結した株式会社フォーバルとの業務提携に関する契約に基づき、小規模法人向け脱炭

素化支援サービスの商業展開を2025年12月に開始し、2026年12月期以降には全国展開を計画しております。

また、英国においては、2025年11月から、当社グループの技術・サービスを活用した「Budget Control（バ

ジェット コントロール）」サービスを搭載するヒートポンプ（電気給湯器）製品ラインナップ「UP Series

（アップ シリーズ）」の販売が、Daikin Airconditioning UK Ltd.により開始され、欧州における本格的な商業

展開の第一歩となりました。

最後に、当社グループの中長期の成長戦略の中核をなす次世代（第２世代）スマートメーターに関しては、東

京電力グループが次世代（第２世代）スマートメーターに関連する取り組みやカーボンニュートラルの実現に向

けた各種施策を引き続き推進する中、当社グループは、東京電力グループとの合弁会社である株式会社エナジー

ゲートウェイを通じ、緊密な協力関係のもと、これらに関連するエネルギーインフラの開発を推進してまいりま

した。次世代（第２世代）スマートメーターのデータを活用した応用サービスの開発及び新規受託案件は一部で

当初計画を下回ったものの、これまでの協働を礎に、東京電力グループとともに次世代（第２世代）スマート

メーター時代に向けた取り組みを着実に進展させた意義ある一年となりました。

次世代（第２世代）スマートメーターの導入は、東京電力グループのみならず他エリアでも着実に前進してお

り、全国レベルでの本格展開に向けた環境が整いつつあります。実際に、関西電力送配電株式会社は2026年１月

５日から次世代（第２世代）スマートメーターの設置開始を公表しており（出典：関西電力送配電株式会社「第

２世代スマートメーターの設置開始について」2026年１月５日）、中部電力パワーグリッド株式会社も2026年１

月から次世代（第２世代）スマートメーターの設置開始を公表しております（出典：中部電力パワーグリッド株

式会社「第２世代スマートメーターの設置開始について」2025年12月８日）。こうした動きは、次世代（第２世

代）スマートメーターを基盤とするデータ利活用・周辺サービスの需要拡大に向けた追い風となるものであり、

当社グループは、この潮流を確実に捉え、事業機会の具体化及び収益化に向けて取り組んでまいります。

以上の結果、売上高は530,019千円（前年同期比46.0％減）、営業損失は628,704千円（前年同期は49,517千円

の営業利益）、前述の大口顧客との取引終了を見据え、関連会社が保有するセンサー在庫について、その回収可

能性を慎重に検討し、評価損を認識した結果、持分法による投資損失が61,133千円となったことを主因の一つと

して、経常損失は717,785千円（前年同期は55,133千円の経常利益）、親会社株主に帰属する当期純損失は

721,633千円（前年同期は56,471千円の親会社株主に帰属する当期純利益）となりました。

なお、当社は、エナジー・インフォマティクス事業を単一セグメントで展開しているため、セグメント別の記

載は省略しておりますが、事業領域は、事業を展開する地域により、①国内領域及び②海外領域に分かれており

ます。

 
③　キャッシュ・フローの状況

当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)の残高は417,679千円となり、前連結会

計年度末に比べ379,466千円減少しました。各キャッシュ・フローの状況とその要因は、以下のとおりでありま

す。

 
(営業活動によるキャッシュ・フロー)

当連結会計年度における営業活動により使用した資金は、440,022千円（前年同期は12,509千円の獲得）とな

りました。これは主に、減価償却費132,932千円、売上債権の減少158,985千円があった一方で、税金等調整前

当期純損失720,683千円があったことによるものであります。

 
(投資活動によるキャッシュ・フロー)

当連結会計年度における投資活動により使用した資金は、284,922千円（前年同期は318,774千円の支出）と

なりました。

これは主に、無形固定資産の取得による支出264,751千円によるものであります。

 
(財務活動によるキャッシュ・フロー)

当連結会計年度における財務活動により得られた資金は344,277千円（前年同期は638,071千円の獲得）とな

りました。

これは主に、短期借入金の純増減額300,000千円、長期借入れによる収入400,000千円、長期借入金の返済に
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よる支出362,936千円によるものであります。

 
④　生産、受注及び販売の状況

当社グループの事業は単一セグメントであるため、セグメント情報に関連付けた記載はしておりません。

ａ．生産実績

当社グループは、生産活動を行っていないため、該当事項はありません。

 
ｂ．仕入実績

当連結会計年度における仕入実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。

 

仕入商品 仕入高(千円) 前年同期比(％)

電力センサー及び付属部品 114,789 92.5
 

(注) １．金額は、仕入価格によっております。

２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

 
ｃ．受注実績

当社グループは、需要予測に基づく見込生産を行っているため、該当事項はありません。

 
ｄ．販売実績

当連結会計年度の国内領域及び海外領域をあわせた販売実績は、次のとおりであります。なお、当社グルー

プの事業は単一セグメントであるため、収益区分ごとに売上高を記載しております。

 

売上区分 売上高(千円) 前年同期比(％)

アップフロント 15,091 △92.9

プラットフォーム・アプリ提供 309,883 △16.0

その他 205,045 △49.0

合計 530,019 △46.0
 

(注) １．金額は、売上高によっております。

２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

３．「アップフロント」は、未実現利益調整後の金額となっております。未実現利益の調整額は、株式会社エナ

ジーゲートウェイの販売状況に影響を受けます。

４．その他の主なものは、次世代（第２世代）スマートメーターを中心とする受託開発です。

５．主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合は、以下のとおりであります。
 

相手先

前連結会計年度
(自　2024年１月１日
至　2024年12月31日)

当連結会計年度
(自　2025年１月１日
至　2025年12月31日)

販売高
(千円)

割合
(％)

販売高
(千円)

割合
(％)

株式会社エナジーゲートウェイ 665,413 67.7 311,839 58.8
 

 
(2) 経営者の視点による経営成績等の状況に関する分析・検討内容

経営者の視点による当社グループの経営成績等の状況に関する認識及び分析・検討内容は、次のとおりでありま

す。

なお、文中の将来に関する事項は、本書提出日現在において判断したものであります。

 
①　財政状態及び経営成績の状況に関する認識及び分析・検討内容

ａ．財政状態

財政状態の分析につきましては、「(1) 経営成績等の状況の概要　①　財政状態の状況」に記載のとおりで

あります。
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ｂ．経営成績

各項目の経営成績の状況は、以下のとおりであります。

なお、当社グループは、エナジー・インフォマティクス事業を単一セグメントで展開しているため、セグメ

ント別の記載は省略しておりますが、事業領域は、事業を展開する地域により、イ．国内領域及びロ．海外領

域に分かれております。

 
(売上高)

イ．国内領域

　「アップフロント」による売上高は、主要取引先（大口顧客）である大手賃貸事業者との取引が当社グルー

プの想定に反して急遽終了することとなったものの、ハウスメーカーや住宅設備商社などへの電力センサーの

販売が安定して継続し、需要の広がりを着実に捉えたことにより、15,091千円となりました。

　また、「プラットフォーム・アプリ提供」による売上高は、「ienowa」、「enenowa」及び「hitonowa」が利

用者数の増加を背景に順調に推移したことにより、299,950千円となりました。なお、「BridgeLAB DR」につき

ましては、成果報酬型メニューの導入により、受注済契約数が前年の第４四半期比で約２倍に増加するなど、

取り組みの成果は既に出ておりますが、報酬金額の確定が2026年12月期後半に確定するため、売上・利益への

本格的な貢献は2026年12月期後半を見込んでおります。

　さらに、「その他」による売上高は、次世代（第２世代）スマートメーターに関連する受託開発を中心に

201,791千円となりました。

　この結果、当連結会計年度の国内領域の売上高は516,832千円となりました。

 
ロ．海外領域

　2025年11月から、当社グループの技術・サービスを活用したDaikin Airconditioning UK Ltd.のヒートポン

プ（電気給湯器）製品「UP Series」の英国販売が開始され、海外市場開拓が具体化いたしました。

　この結果、当連結会計年度の海外領域の売上高は13,186千円となりました。

 
(売上原価、売上総利益)

　当連結会計年度の売上原価は255,661千円となりました。これは、「アップフロント」の売上高において、セ

ンサー販売が発生しなかったことによる減少によるものであります。

　この結果、売上総利益は274,358千円となりました。

 
(販売費及び一般管理費、営業利益)

　当連結会計年度の販売費及び一般管理費は903,062千円となりました。これは、管理費用の増加に加え、上場

維持に係る費用の発生、上場準備期間中に抑制していた人件費の見直し（給与水準の適正化）に伴う人件費の

増加及び外注費用の増加等によるものであります。

　この結果、営業損失は628,704千円となりました。

 
(営業外収益、営業外費用、経常利益)

　当連結会計年度の営業外収益は587千円、営業外費用は89,669千円となりました。営業外費用の主なものとし

ては、前述の大口顧客との取引終了を見据え、関連会社が保有する電力センサー在庫について、当連結会計年

度において回収可能性を慎重に検討し、評価損を認識した結果、当連結会計年度における持分法による投資損

失として61,133千円を計上したことによるものであります。

　この結果、経常損失は717,785千円となりました。

 
(親会社株主に帰属する当期純利益)

　当連結会計年度における親会社株主に帰属する当期純損失は721,633千円となりました。

 
②　キャッシュ・フローの状況の分析・検討内容並びに資本の財源及び資金の流動性に係る情報

当社グループの資金の状況につきましては、「第２　事業の状況　４　経営者による財政状態、経営成績及び

キャッシュ・フローの状況の分析　(1) 経営成績等の状況の概要　③　キャッシュ・フローの状況」に記載のと

おりであります。

当社グループは、事業上必要な資金を手許資金で賄う方針でありますが、事業収益から得られる資金だけでな
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く、株式市場からの必要な資金の獲得や銀行からの融資等を通して、安定的に開発に必要な資金調達の多様化を

図ってまいります。資金の流動性については、資産効率を考慮しながら、現金及び現金同等物において確保を

図っております。資金需要としては、継続して企業価値を増加させるために、主に継続した技術開発や必要な運

転資金となります。

 
③　重要な会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定

当社グループの連結財務諸表は、わが国において一般に公正妥当と認められている会計基準に基づき作成され

ております。この連結財務諸表の作成に当たって用いた会計上の見積りに用いた仮定のうち、重要なものについ

ては、「第５　経理の状況　１　連結財務諸表等　(1) 連結財務諸表　注記事項(重要な会計上の見積り)」に記

載しております。

 
④　継続企業の前提に関する重要事象等を改善するための対応策等

当社グループは、「第２　事業の状況　３　事業等のリスク　（28）継続企業の前提に関する重要事象等」に

記載のとおり、当該事象を解決するための対応策を実施しているため、継続企業の前提に関する重要な不確実性

は認められないものと認識しております。

 
⑤　経営方針、経営戦略、経営上の目標の達成状況を判断するための客観的な指標等

経営方針、経営戦略、経営上の目標の達成状況を判断するための客観的な指標等につきましては、「第２　事

業 の状況　１経営方針、経営環境及び対処すべき課題等　（２）目標とする経営指標」に記載の通り、当社は、

当社グループのSaaS型事業の成長率を正しく評価するための基準として、ARR（注１)を経営指標として位置付け

ております。

前連結会計年度末（2024年12月末）の数値は487百万円、当連結会計年度末（2025年12月末）の数値は、345百

万円となっており、前年比で29.1％減となりました。この減少は、前述のとおり、当社グループの主要取引先

（大口顧客）である大手賃貸事業者との取引が2026年３月末をもって終了することとなっていることに伴い、新

規のユーザーの加入が停止した結果、退去等に伴うサービス加入者の自然減が発生していることにより、当該期

間中に継続的な収益として計上される金額が抑えられたことによるものです。この取引の終了により2026年４月

以降、ARRは一時的に大きく減少する見込みですが、「ienowa」による収入増及び成果報酬型メニューで受注した

「BridgeLAB DR」による収入が2026年12月期後半から売上及び利益に本格的に寄与することにより、2026年12月

期後半に向け回復していく見込みです。

 
注１　ARR（Annual Recurring Revenue）：日本語で「年次経常収益」と呼ばれ、毎年繰り返し得られる収益・

売上のことをいい、各期末の直前の６か月間のMRR（注２）の平均値を12倍して算出しております。

注２　MRR（Monthly Recurring Revenue）：日本語で「月次経常収益」と呼ばれ、毎月繰り返し得られる収益・

売上のことをいい、当社グループでは、「プラットフォーム・アプリ提供」に区分される収益・売上に加

え、「その他」に区分される収益・売上のうち、繰り返し得られる収益・売上も含んでおります。
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５ 【重要な契約等】
 

相手方の名称 国名 契約品目 契約締結日 契約内容 契約期間

東京電力パ

ワーグリッド

株式会社

日本 株主間協定書 2018年３月30日

機器分離推定技術を用いたIoTプ

ラットフォーム事業及びこれに

関連する様々なセンサーやサー

ビスを普及させるIoTプラット

フォーム事業を共同して行うた

めに、株式会社エナジーゲート

ウェイを運営する。（注）

2018年３月30日から

５年後の日が属する

事業年度に関する株

式会社エナジーゲー

トウェイの定時株主

総会の日まで。

以後、３年後の日が

属する事業年度に関

する株式会社エナ

ジーゲートウェイの

定時株主総会の日ま

で自動更新。

株式会社エナ

ジーゲート

ウェイ

日本 総代理店契約 2018年３月30日

当社の機器分離推定技術を用い

たプラットフォームを用いた事

業に関する電力センサー機器、

付随するアプリケーション等を

利用した電力消費者向けサービ

スの日本における独占的な販売

権を当社が株式会社エナジー

ゲートウェイに付与する。

日本においては、電力消費者向

けサービスは、独占的販売代理

店である株式会社エナジーゲー

トウェイが販売し、電力事業者

向けサービスは、当社が販売す

る。

なお、2025年11月13日付で覚書

を締結し、株式会社エナジー

ゲートウェイの既存顧客、既存

商談先を除き、当社自らが本対

象製品を販売できるものとす

る。

海外においては、電力消費者向

けサービスも電力事業者向け

サービスも、Informetis Europe

Ltd.が販売する。（注）

2018年３月30日から

２年後の日が属する

事業年度に関する株

式会社エナジーゲー

トウェイの定時株主

総会の日まで。

以後、２年後の日が

属する事業年度に関

する株式会社エナ

ジーゲートウェイの

定時株主総会の日ま

で自動更新。

株式会社エナ

ジーゲート

ウェイ

日本

プ ラ ッ ト

フォーム利用

許諾基本契約

書

2018年３月30日

電力センサー等から得られる情

報をクラウド上にて、収集・分

析するためのソフトウエアにつ

いて、当社が株式会社エナジー

ゲートウェイに利用許諾する。

（注）

契約期間は定められ

ておりません。

WNC

Corporation
台湾

MANUFACTURING

AND PURCHASE

AGREEMENT

2016年９月７日

電 力 セ ン サ ー の 製 造 を WNC

Corporationに委託する。

2016年９月７日から

２年間。以後、１年

ごとの自動更新。
 

（注）中途解約条項等の詳細については「第２　事業の状況　３　事業等のリスク」をご参照ください。
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６ 【研究開発活動】

当社グループは、主に機器分離推定技術を始めとするNILM技術開発を行うとともに、脱炭素社会に向けた様々なエ

ネルギーマネジメントシステム向けの技術開発を行っております。

当連結会計年度における研究開発費用は、92,701千円となります。なお、当社は、エナジー・インフォマティクス

事業を単一セグメントとしているため、セグメント別の記載を省略しております。

 
(1) 研究開発体制

当社グループにおける研究開発活動は、主に以下の開発部門において、業務の一環として行っております。

①　アルゴリズム開発部

－既存技術領域(例：NILM)に関する解析手順や計算方法の研究・開発・運用

－新規技術領域(例：エネルギーマネジメントシステム)に関する解析手順や計算方法の研究・開発・運用

－データ応用技術領域(例：ライフスタイル分析)に関する解析手順や計算方法の企画・開発・運用

②　デバイス開発部

電力センサーの開発・製造(OEM先への指示を含む)

③　プラットフォーム開発部

「BridgeLAB DR(ブリッジラボ ディーアール)」を中心としたアプリケーションの開発・運用、受託

④　アプリケーション開発部

「ienowa(イエノワ)」、「enenowa(エネノワ)」及び「hitonowa(ヒトノワ)」を中心としたアプリケーションの

開発・運用、受託

 
(2) 主要な研究開発テーマと成果

①　「エネルギーマネジメント技術」開発

再生可能エネルギーの普及や卸電力取引市場の価格変動を踏まえて、電力の効率利用をするためのエネルギー

マネジメント技術の開発を進めております。家庭向けのエネルギーマネジメント技術として、蓄電池とEV（電気

自動車）の蓄電池を統合的に最適制御する技術を商用サービス化しました。小売電気事業者向けには、蓄電池制

御を含めた最適調達技術の実用化開発を進めました。

②　「電力センサー」開発

電力センサーの開発を継続して進めております。欧州のサイバーセキュリティ規格への対応など商品価値の維

持、向上を行っております。

③　「次世代（第２世代）スマートメーター向け電力分析技術」開発

次世代（第２世代）スマートメーターで想定されるユースケースに関する技術開発を前年度から継続して進め

ており、実験室で再現した現象に関して電力センサーで測定した情報から電気異常を検知するための技術を試作

開発し、原理検証を実施いたしました。また、将来の実運用で想定される運用フローを考慮したデータ処理方法

についても検討を進めました。

④　「エネルギーマネジメントアプリケーション」開発

一般家庭への太陽光発電、定置型蓄電池の普及を踏まえて開発したエネルギーマネジメントアプリケーション

をベースにHEMS Gatewayとの連携、V2Hシステムとの連携などの開発を行いました。

⑤　「機器制御型デマンドレスポンス（DR）支援サービス」開発

電力消費者に向けたデマンドレスポンス要請を行う行動変容型のデマンドレスポンスサービスに加え、蓄電池

やヒートポンプ（電気給湯器）などの機器を直接制御する機器制御型デマンドレスポンス支援サービスの開発を

行い、実フィールドの実用性検証を実施いたしました。

 

EDINET提出書類

インフォメティス株式会社(E37563)

有価証券報告書

 50/137



第３ 【設備の状況】

 

１ 【設備投資等の概要】

当連結会計年度の設備投資については、研究開発機能の充実・強化などを目的とした設備投資を継続的に実施して

おります。なお、有形固定資産のほか、無形固定資産への投資を含めて記載しております。

 
当連結会計年度の設備投資の総額は261,015千円であります。当社グループは、単一セグメントのため、セグメント

別の記載を省略しております。

また、当連結会計年度において重要な設備の除却、売却等はありません。

 
２ 【主要な設備の状況】

(1) 提出会社

  2025年12月31日現在

事業所名
(所在地)

設備の内容

帳簿価額(千円)
従業員数
(名)建物附属

設備
工具、器具
及び備品

ソフト
ウエア

ソフトウエ
ア
仮勘定

特許権 合計

本社
(東京都港区)

本社機能 1,819 2,950 615,022 16,720 6,197 642,711 35
 

(注) １．現在休止中の主要な設備はありません。

２．上記の金額には消費税等は含まれておりません。

３．建物を賃借しております。年間賃借料は9,674千円であります。

４．従業員数は就業人員(契約社員を含んでおります。)であります。

 
(2) 海外子会社

   2025年12月31日現在

会社名
事業所名
(所在地)

設備の内容

帳簿価額(千円)
従業員数
(名)工具、器具

及び備品
合計

Informetis
Europe Ltd.

Cambridge,
United Kingdom

本社機能 18 18 ３
 

(注) １．現在休止中の主要な設備はありません。

２．上記の金額には消費税等は含まれておりません。

３．建物を賃借しております。年間賃借料は2,245千円であります。

４．従業員数は就業人員(契約社員を含む。)であります。

 
３ 【設備の新設、除却等の計画】

(1) 重要な設備の新設等

該当事項はありません。

 

(2) 重要な設備の除却等

該当事項はありません。
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第４ 【提出会社の状況】

 

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

 

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 15,340,000

計 15,340,000
 

 

② 【発行済株式】

 

種類
事業年度末現在
発行数(株)

(2025年12月31日)

提出日現在
発行数(株)

 (2026年３月26日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 4,907,357 5,799,657
東京証券取引所
グロース市場

完全議決権株式であり、権利
内容に何ら限定のない当社に
おける標準となる株式であり
ます。なお、単元株式数は
100株であります。

計 4,907,357 5,799,657 ― ―
 

(注) 提出日現在発行数には、2026年３月17日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行され

た株式数は、含まれておりません。
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(2) 【新株予約権等の状況】

① 【ストックオプション制度の内容】

第６回(１)新株予約権

 

決議年月日 2021年11月30日臨時株主総会決議及び2021年11月30日取締役会決議

付与対象者の区分及び人数(名)

当社代表取締役　　　　１
当社取締役　　　　　　３
当社子会社代表取締役　１
当社従業員　　　　　　31 (注)７

新株予約権の数(個)　※ 2,830 [2,830] (注)１

新株予約権の目的となる株式の種類、
内容及び数(株)　※

普通株式　56,600　[56,600] (注)１

新株予約権の行使時の払込金額(円)※ 2,437 [2,437] (注)２

新株予約権の行使期間　※ 2023年12月１日～2031年11月30日

新株予約権の行使により株式を発行す
る場合の株式の発行価格及び資本組入
額(円)　※

発行価格　　2,437　[2,437]
資本組入額　1,219　[1,219]

新株予約権の行使の条件　※ (注)４

新株予約権の譲渡に関する事項　※ 新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するものとする。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交
付に関する事項　※

(注)６
 

※　当事業年度の末日(2025年12月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から2026年３月16日現

在にかけて変更された事項については、2026年３月16日現在における内容を[　]内に記載しており、その他の事

項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。

(注) １．新株予約権１個につき目的となる株式数は、20株であります。

ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を

調整、調整の結果生じる１株未満の端数は、これを切り捨てます。
 

調整後付与株式数 ＝ 調整前付与株式数 × 分割・併合の比率
 

 

また、当社が吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換もしくは株式移転を行う場合又はその他

やむを得ない事由が生じた場合には、新株予約権の目的となる株式の数は、合理的な範囲で調整されるもの

とします。

２．新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整

により生ずる１円未満の端数は切り上げます。
 

調整後払込金額 ＝ 調整前払込金額 ×
１

分割・併合の比率
 

 

３．新株予約権の割当日後、払込金額を下回る払込金額で募集株式の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株

予約権の行使に基づく株式の発行・処分を除く)は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生じる

１円未満の端数は切り上げます。
 

調整後払込金額 ＝
既発行株式数 × 調整前払込金額 ＋ 新規発行株式数 × １株当たり払込金額

既発行株式数　＋　新規発行株式数
 

 

上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した

数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」、「１株当たり払込金額」を

「１株当たり処分金額」と読み替えるものとします。

上記のほか、当社が吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換もしくは株式移転を行う場合又は

その他やむを得ない事由が生じた場合には、払込金額は、合理的な範囲で調整されるものとします。

４．新株予約権の行使の条件は、以下のとおりであります。

(1) 新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時においても、当社又は当社

子会社の取締役、監査役、執行役員、従業員又は顧問、社外協力者その他これに準ずる地位を有していな

ければならない。ただし、新株予約権者が任期満了により退任又は定年退職した場合、あるいは取締役会

が正当な理由があると認めた場合は、この限りではない。

(2) 当社の普通株式が、いずれかの金融商品取引所に上場されていること。
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(3) 新株予約権者が死亡した場合、その相続人による新株予約権の権利行使は認めないものとする。ただし、

取締役会が認めた場合は、この限りではない。

５．新株予約権の取得条項は、以下のとおりであります。

(1) 新株予約権者が権利行使をする前に、当社が消滅会社となる合併契約承認の議案又は当社が完全子会社と

なる株式交換契約承認もしくは株式移転計画承認の議案につき株主総会で承認された場合(株主総会決議

が不要の場合は、当社取締役会決議がなされた場合)は、当社は無償で新株予約権を取得することができ

る。

(2) 新株予約権者が権利行使をする前に、新株予約権の行使の条件の規定に該当しなくなった場合、及び新株

予約権者が保有する新株予約権を放棄した場合には、当社は無償で新株予約権を取得することができる。

６．組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項は、以下のとおりであります。

当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上

を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存

する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法

第236条第１項第８号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以

下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象

会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を

交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計

画において定めた場合に限るものとする。

(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数

新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。

(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案の上、上記１．に準じて決定する。

(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

組織再編行為の条件等を勘案の上、上記２．に上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である

再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。

(5) 新株予約権を行使することができる期間

上記に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれ

か遅い日から、上記に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。

(6) 新株予約権の行使の条件

上記４．に準じて決定する。

(7) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

上記「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」に準じて決定す

る。

(8) 譲渡による新株予約権の取得の制限

新株予約権を譲渡により取得するには、再編対象会社の取締役会の承認を要するものとする。

(9) 新株予約権の取得条項

上記５．に準じて決定する。

７．付与対象者の退職による権利の喪失又は権利放棄により、2026年３月16日現在の「付与対象者の区分及び人

数」は、当社子会社代表取締役１名、当社従業員17名であります。
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第６回(２)新株予約権

 

決議年月日 2021年11月30日臨時株主総会決議及び2021年11月30日取締役会決議

付与対象者の区分及び人数(名)

当社代表取締役　　１
当社従業員　　　　１
当社子会社従業員　３
社外協力者　　　　１ (注)７

新株予約権の数(個)　※ 400 [400] (注)１

新株予約権の目的となる株式の種類、
内容及び数(株)　※

普通株式　8,000 [8,000] (注)１

新株予約権の行使時の払込金額(円)※ 2,437 [2,437] (注)２

新株予約権の行使期間　※ 2023年12月１日～2031年11月30日

新株予約権の行使により株式を発行す
る場合の株式の発行価格及び資本組入
額(円)　※

発行価格　　2,437　 [2,437]
資本組入額　1,219　 [1,219]

新株予約権の行使の条件　※ (注)４

新株予約権の譲渡に関する事項　※ 新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するものとする。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交
付に関する事項　※

(注)６
 

※　当事業年度の末日(2025年12月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から2026年３月16日現

在にかけて変更された事項については、2026年３月16日現在における内容を[　]内に記載しており、その他の事

項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。

(注) １．新株予約権１個につき目的となる株式数は、20株であります。

ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を

調整、調整の結果生じる１株未満の端数は、これを切り捨てます。
 

調整後付与株式数 ＝ 調整前付与株式数 × 分割・併合の比率
 

 

また、当社が吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換もしくは株式移転を行う場合又はその他

やむを得ない事由が生じた場合には、新株予約権の目的となる株式の数は、合理的な範囲で調整されるもの

とします。

２．新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整

により生ずる１円未満の端数は切り上げます。
 

調整後払込金額＝調整前払込金額 ×
１

分割・併合の比率
 

 

３．新株予約権の割当日後、払込金額を下回る払込金額で募集株式の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株

予約権の行使に基づく株式の発行・処分を除く)は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生じる

１円未満の端数は切り上げます。
 

調整後払込金額＝
既発行株式数 × 調整前払込金額 ＋ 新規発行株式数 × １株当たり払込金額

既発行株式数　＋　新規発行株式数
 

 

上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した

数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」、「１株当たり払込金額」を

「１株当たり処分金額」と読み替えるものとします。

上記のほか、当社が吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換もしくは株式移転を行う場合又は

その他やむを得ない事由が生じた場合には、払込金額は、合理的な範囲で調整されるものとします。

４．新株予約権の行使の条件は、以下のとおりであります。

(1) 新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時においても、当社又は当社

子会社の取締役、監査役、執行役員、従業員又は顧問、社外協力者その他これに準ずる地位を有していな

ければならない。ただし、新株予約権者が任期満了により退任又は定年退職した場合、あるいは取締役会

が正当な理由があると認めた場合は、この限りではない。

(2) 当社の普通株式が、いずれかの金融商品取引所に上場されていること。

(3) 新株予約権者が死亡した場合、その相続人による新株予約権の権利行使は認めないものとする。ただし、

取締役会が認めた場合は、この限りではない。

EDINET提出書類

インフォメティス株式会社(E37563)

有価証券報告書

 55/137



 

５．新株予約権の取得条項は、以下のとおりであります。

(1) 新株予約権者が権利行使をする前に、当社が消滅会社となる合併契約承認の議案又は当社が完全子会社と

なる株式交換契約承認もしくは株式移転計画承認の議案につき株主総会で承認された場合(株主総会決議

が不要の場合は、当社取締役会決議がなされた場合)は、当社は無償で新株予約権を取得することができ

る。

(2) 新株予約権者が権利行使をする前に、新株予約権の行使の条件の規定に該当しなくなった場合、及び新株

予約権者が保有する新株予約権を放棄した場合には、当社は無償で新株予約権を取得することができる。

６．組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項は、以下のとおりであります。

当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上

を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存

する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法

第236条第１項第８号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以

下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象

会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を

交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計

画において定めた場合に限るものとする。

(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数

新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。

(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案の上、上記１．に準じて決定する。

(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

組織再編行為の条件等を勘案の上、上記２．に上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である

再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。

(5) 新株予約権を行使することができる期間

上記に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれ

か遅い日から、上記に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。

(6) 新株予約権の行使の条件

上記４．に準じて決定する。

(7) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

上記「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」に準じて決定す

る。

(8) 譲渡による新株予約権の取得の制限

新株予約権を譲渡により取得するには、再編対象会社の取締役会の承認を要するものとする。

(9) 新株予約権の取得条項

上記５．に準じて決定する。

７．付与対象者の退職による権利の喪失又は権利放棄により、2026年３月16日現在の「付与対象者の区分及び人

数」は、当社子会社従業員３名、当社協力会社１名であります。
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第７回新株予約権

 

決議年月日 2023年７月25日臨時株主総会決議及び2023年７月25日取締役会決議

付与対象者の区分及び人数(名)

当社代表取締役　　　　１
当社取締役　　　　　　１
当社執行役員　　　　　３
当社子会社代表取締役　１
当社従業員　　　　　　38 (注)７

新株予約権の数(個)　※ 79,400 [78,900] (注)１

新株予約権の目的となる株式の種類、
内容及び数(株)　※

普通株式　79,400 [78,900] (注)１

新株予約権の行使時の払込金額(円)※ 1,157 [1,157] (注)２

新株予約権の行使期間　※ 2025年７月26日～2033年７月25日

新株予約権の行使により株式を発行す
る場合の株式の発行価格及び資本組入
額(円)　※

発行価格　　1,157　[1,157]
資本組入額　　579　[　579]

新株予約権の行使の条件　※ (注)４

新株予約権の譲渡に関する事項　※ 新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するものとする。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交
付に関する事項　※

(注)６
 

※　当事業年度の末日(2025年12月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から2026年３月16日現

在にかけて変更された事項については、2026年３月16日現在における内容を[　]内に記載しており、その他の事

項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。

(注) １．新株予約権１個につき目的となる株式数は、１株であります。

ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を

調整、調整の結果生じる１株未満の端数は、これを切り捨てます。
 

調整後付与株式数 ＝ 調整前付与株式数 × 分割・併合の比率
 

 

また、当社が吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換もしくは株式移転を行う場合又はその他

やむを得ない事由が生じた場合には、新株予約権の目的となる株式の数は、合理的な範囲で調整されるもの

とします。

２．新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整

により生ずる１円未満の端数は切り上げます。
 

調整後払込金額＝調整前払込金額 ×
１

株式分割・株式併合の比率
 

 

３．新株予約権の割当日後、払込金額を下回る払込金額で募集株式の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株

予約権の行使に基づく株式の発行・処分を除く)は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生じる

１円未満の端数は切り上げます。
 

調整後払込金額＝
既発行株式数 × 調整前払込金額 ＋ 新規発行株式数 × １株当たり払込金額

既発行株式数　＋　新規発行株式数
 

 

上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した

数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」、「１株当たり払込金額」を

「１株当たり処分金額」と読み替えるものとします。

上記のほか、当社が吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換もしくは株式移転を行う場合又は

その他やむを得ない事由が生じた場合には、払込金額は、合理的な範囲で調整されるものとします。

４．新株予約権の行使の条件は、以下のとおりであります。

(1) 新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時においても、当社又は当社

子会社の取締役、監査役、執行役員、従業員又は顧問、社外協力者その他これに準ずる地位を有していな

ければならない。ただし、新株予約権者が任期満了により退任又は定年退職した場合、あるいは取締役会

が正当な理由があると認めた場合は、この限りではない。

(2) 当社の普通株式が、いずれかの金融商品取引所に上場されていること。

(3) 新株予約権者が死亡した場合、その相続人による新株予約権の権利行使は認めないものとする。ただし、

取締役会が認めた場合は、この限りではない。
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５．新株予約権の取得条項は、以下のとおりであります。

(1) 新株予約権者が権利行使をする前に、当社が消滅会社となる合併契約承認の議案又は当社が完全子会社と

なる株式交換契約承認もしくは株式移転計画承認の議案につき株主総会で承認された場合(株主総会決議

が不要の場合は、当社取締役会決議がなされた場合)は、当社は無償で新株予約権を取得することができ

る。

(2) 新株予約権者が権利行使をする前に、新株予約権の行使の条件の規定に該当しなくなった場合、及び新株

予約権者が保有する新株予約権を放棄した場合には、当社は無償で新株予約権を取得することができる。

６．組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項は、以下のとおりであります。

当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上

を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存

する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法

第236条第１項第８号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以

下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象

会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を

交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計

画において定めた場合に限るものとする。

(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数

新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。

(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案の上、上記１．に準じて決定する。

(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

組織再編行為の条件等を勘案の上、上記２．に上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である

再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。

(5) 新株予約権を行使することができる期間

上記に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれ

か遅い日から、上記に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。

(6) 新株予約権の行使の条件

上記４．に準じて決定する。

(7) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

上記「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」に準じて決定す

る。

(8) 譲渡による新株予約権の取得の制限

新株予約権を譲渡により取得するには、再編対象会社の取締役会の承認を要するものとする。

(9) 新株予約権の取得条項

上記５．に準じて決定する。

７．付与対象者の退職による権利の喪失により、2026年３月16日現在の「付与対象者の区分及び人数」は、当社

代表取締役１名、当社取締役１名、当社執行役員２名、当社子会社代表取締役１名、当社従業員22名であり

ます。
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第８回新株予約権

 

決議年月日 2024年６月19日臨時株主総会決議及び2024年６月19日取締役会決議

付与対象者の区分及び人数(名)

当社代表取締役　　　　１
当社取締役　　　　　　１
当社執行役員　　　　　２
当社子会社代表取締役　１
当社従業員　　　　　　15 (注)７

新株予約権の数(個)　※ 112,300 [111,300] (注)１

新株予約権の目的となる株式の種類、
内容及び数(株)　※

普通株式　112,300 [111,300]  (注)１

新株予約権の行使時の払込金額(円)※ 1,482 [1,482] (注)２

新株予約権の行使期間　※ 2027年６月20日～2034年６月19日

新株予約権の行使により株式を発行す
る場合の株式の発行価格及び資本組入
額(円)　※

発行価格　　1,482 [1,482]
資本組入額　　741 [ 741]

新株予約権の行使の条件　※ (注)４

新株予約権の譲渡に関する事項　※ 新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するものとする。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交
付に関する事項　※

(注)６
 

※　当事業年度の末日(2025年12月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から2026年３月16日現

在にかけて変更された事項については、2026年３月16日現在における内容を[　]内に記載しており、その他の事

項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。

(注) １．新株予約権１個につき目的となる株式数は、１株であります。

ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を

調整、調整の結果生じる１株未満の端数は、これを切り捨てます。

調整後付与株式数＝ 調整前付与株式数 × 分割・併合の比率
 

また、当社が吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換もしくは株式移転を行う場合又はその他

やむを得ない事由が生じた場合には、新株予約権の目的となる株式の数は、合理的な範囲で調整されるもの

とします。

２．新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整

により生ずる１円未満の端数は切り上げます。

調整後払込金額＝調整前払込金額 ×
１

株式分割・株式併合の比率
 

３．新株予約権の割当日後、払込金額を下回る払込金額で募集株式の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株

予約権の行使に基づく株式の発行・処分を除く)は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生じる

１円未満の端数は切り上げます。

調整後払込金額＝
既発行株式数 × 調整前払込金額 ＋ 新規発行株式数 × １株当たり払込金額

既発行株式数　＋　新規発行株式数
 

上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した

数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」、「１株当たり払込金額」を

「１株当たり処分金額」と読み替えるものとします。

上記のほか、当社が吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換もしくは株式移転を行う場合又は

その他やむを得ない事由が生じた場合には、払込金額は、合理的な範囲で調整されるものとします。

４．新株予約権の行使の条件は、以下のとおりであります。

(1) 新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時においても、当社又は当社

子会社の取締役、監査役、執行役員、従業員又は顧問、社外協力者その他これに準ずる地位を有していな

ければならない。ただし、新株予約権者が任期満了により退任又は定年退職した場合、あるいは取締役会

が正当な理由があると認めた場合は、この限りではない。

(2) 当社の普通株式が、いずれかの金融商品取引所に上場されていること。

(3) 新株予約権者が死亡した場合、その相続人による新株予約権の権利行使は認めないものとする。ただし、

取締役会が認めた場合は、この限りではない。
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５．新株予約権の取得条項は、以下のとおりであります。

(1) 新株予約権者が権利行使をする前に、当社が消滅会社となる合併契約承認の議案又は当社が完全子会社と

なる株式交換契約承認もしくは株式移転計画承認の議案につき株主総会で承認された場合(株主総会決議

が不要の場合は、当社取締役会決議がなされた場合)は、当社は無償で新株予約権を取得することができ

る。

(2) 新株予約権者が権利行使をする前に、新株予約権の行使の条件の規定に該当しなくなった場合、及び新株

予約権者が保有する新株予約権を放棄した場合には、当社は無償で新株予約権を取得することができる。

６．組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項は、以下のとおりであります。

当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上

を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存

する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法

第236条第１項第８号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以

下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象

会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を

交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計

画において定めた場合に限るものとする。

(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数

組織再編行為の効力発生の時点において残存する募集新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の

数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。

(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案の上、上記１．に準じて決定する。

(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

組織再編行為の条件等を勘案の上、上記２．に上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である

再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。

(5) 新株予約権を行使することができる期間

上記に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれ

か遅い日から、上記に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。

(6) 新株予約権の行使の条件

上記４．に準じて決定する。

(7) 増加する資本金及び資本準備金に関する事項

上記「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」に準じて決定す

る。

(8) 譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得には、再編対象会社の承認を要するものとする。

(9) 新株予約権の取得条項

上記５．に準じて決定する。

７．付与対象者の退職による権利の喪失により、2026年３月16日現在の「付与対象者の区分及び人数」は、当社

代表取締役１名、当社取締役１名、当社執行役員２名、当社子会社代表取締役１名、当社従業員12名であり

ます。
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② 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

 

③ 【その他の新株予約権等の状況】

第三者割当による行使価額修正条項付第９回新株予約権（停止要請条項付）

決議年月日 2025年12月５日取締役会決議

新株予約権の数(個)　※ 10,800 [1,877] (注)１

新株予約権の目的となる株式の種類、
内容及び数(株)　※

普通株式　1,080,000 [187,700]  (注)１

新株予約権の行使時の払込金額(円)※ 当初行使価額 450 [450] (注)２

新株予約権の行使期間　※ 2025年12月23日～2027年12月22日

新株予約権の行使により株式を発行す
る場合の株式の発行価格及び資本組入
額(円)　※

発行価格　　400 [400]
資本組入額　200 [200]

新株予約権の行使の条件　※ (注)６、７

新株予約権の譲渡に関する事項　※ 新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するものとする。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交
付に関する事項　※

(注)10
 

※　当事業年度の末日(2025年12月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から2026年３月16日現

在にかけて変更された事項については、2026年３月16日現在における内容を[　]内に記載しており、その他の事

項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。

(注) １．新株予約権１個につき目的となる株式数は、100株であります。

ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を

調整、調整の結果生じる１株未満の端数は、これを切り捨てます。

調整後付与株式数 ＝ 調整前付与株式数 × 分割・併合の比率
 

２．当社が下記５．の規定に従って行使価額（以下に定義する。）の調整を行う場合（但し、株式分割等を原因

とする場合を除く。）には、割当株式数は次の算式により調整されるものとします。但し、調整の結果生じ

る１株未満の端数は切り捨てます。なお、かかる算式における調整前行使価額及び調整後行使価額は、下記

５．に定める調整前行使価額及び調整後行使価額とします。

調整後割当株式数 ＝
調整前割当株式数 × 調整前行使価額

調整後行使価額
 

上記調整において、調整後割当株式数の適用日は、当該調整事由に係る下記５．による行使価額の調整に関

し、各号に定める調整後行使価額を適用する日と同日とします。

割当株式数の調整を行うときは、当社は、調整後割当株式数の適用開始日の前日までに、本新株予約権に係

る新株予約権者（以下「本新株予約権者」という。）に対し、かかる調整を行う旨並びにその事由、調整前

割当株式数、調整後割当株式数及びその適用開始日その他必要な事項を書面で通知します。但し、下記５．

に定める場合その他適用開始日の前日までに上記通知を行うことができない場合には、適用開始日以降速や

かにこれを行います。

３．本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下のとおりであります。

(1) 各本新株予約権の行使に際して出資される財産は金銭とし、その価額は、(2)に定める行使価額に割当株

式数を乗じた額とする。

(2) 本新株予約権の行使に際して出資される当社普通株式１株当たりの金銭の額（以下「行使価額」とい

う。）は、当初450円とする。但し、行使価額は下記４．又は下記５．に従い、修正又は調整される。

４．行使価額の修正

(1) 下記８(3)に定める本新株予約権の各行使請求の効力発生日（以下「修正日」という。）の直前取引日の

株式会社東京証券取引所（以下「東京証券取引所」という。）における当社普通株式の普通取引の終値

（同日に終値がない場合には、その直前の終値）の93％に相当する金額（円位未満小数第２位まで算出

し、小数第２位を切り上げる。）に、当該修正日以降修正される。但し、修正日にかかる修正後の行使価

額が315円（以下「下限行使価額」といい、第11項の規定を準用して調整される。）を下回ることとなる

場合には行使価額は下限行使価額とする。

(2) 当社は、当社取締役会の決議（以下「下限行使価額修正決議」という。）により、下限行使価額の修正を

行うことができる。但し、修正後の下限行使価額は、225円（但し、第11項の規定を準用して調整され

る。）を下回ることはできず、かつ450円（但し、第11項の規定を準用して調整される。）を上回ること

はできないものとする。本号に基づき下限行使価額修正決議がなされた場合、当社は速やかにその旨を本

新株予約権者に通知するものとし、修正後の下限行使価額は、下限行使価額修正決議がなされた日の翌取

引日以降適用される。
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５．行使価額の調整

(1) 当社は、当社が本新株予約権の発行後、(2)に掲げる各事由により当社の普通株式数に変更を生じる場合

又は変更を生じる可能性がある場合には、次に定める算式（以下「行使価額調整式」という。）をもって

行使価額を調整する。

     
新発行・
処分株式数

×
1株当たりの
振込金額

調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額

既発行
株式数

＋ 時価

既発行株式数 ＋
新発行・
処分株式数

 

(2)行使価額調整式により行使価額の調整を行う場合及び調整後行使価額の適用時期については、次に定める

ところによる。

 ① 下記(4)②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を新たに発行し、又は当社の保有する

当社普通株式を処分する場合（無償割当による場合を含む。）（但し、譲渡制限付株式報酬として株式

を交付する場合、新株予約権（新株予約権付社債に付されたものを含む。）の行使、取得請求権付株式

又は取得条項付株式の取得、その他当社普通株式の交付を請求できる権利の行使によって当社普通株式

を交付する場合、及び会社分割、株式交換、株式交付又は合併により当社普通株式を交付する場合を除

く。）

調整後行使価額は、払込期日（募集に際して払込期間を定めた場合はその最終日とし、無償割当の場合

はその効力発生日とする。）以降、又はかかる発行若しくは処分につき株主に割当を受ける権利を与え

るための基準日がある場合はその日の翌日以降これを適用する。

 ② 株式の分割により普通株式を発行する場合

　　調整後行使価額は、株式の分割のための基準日の翌日以降これを適用する。

 ③ 下記(4)②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を交付する定めのある取得請求権付株

式又は下記(4)②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式の交付を請求できる新株予約権

（新株予約権付社債に付されたものを含む。）を発行又は付与する場合（無償割当の場合を含む。但

し、ストックオプションとして新株予約権を割り当てる場合を除く。）

調整後行使価額は、取得請求権付株式の全部に係る取得請求権又は新株予約権の全部が当初の条件で行

使されたものとみなして行使価額調整式を適用して算出するものとし、払込期日（新株予約権（新株予

約権付社債に付されたものを含む。）の場合は割当日）以降、又は（無償割当の場合は）効力発生日以

降これを適用する。但し、株主に割当を受ける権利を与えるための基準日がある場合には、その日の翌

日以降これを適用する。

 ④ 当社の発行した取得条項付株式又は取得条項付新株予約権（新株予約権付社債に付されたものを含

む。）の取得と引換えに下記(4)②に定める時価を下回る価額をもって当社普通株式を交付する場合、

調整後行使価額は、取得日の翌日以降これを適用する。

 上記にかかわらず、当該取得条項付株式又は取得条項付新株予約権（新株予約権付社債に付されたも

のを含む。）に関して、当該調整前に上記③による行使価額の調整が行われている場合には、調整後行

使価額は、当該調整を考慮して算出するものとする。

 ⑤ 上記①～③の場合において、基準日が設定され、かつ効力の発生が当該基準日以降の株主総会、取締役

会その他当社の機関の承認を条件としているときには、上記①～③にかかわらず、調整後行使価額は、

当該承認があった日の翌日以降これを適用する。この場合において、当該基準日の翌日から当該承認が

あった日までに本新株予約権の行使請求をした本新株予約権者に対しては、次の算出方法により、当社

普通株式を交付する。

　　この場合、１株未満の端数を生じたときはこれを切り捨てるものとする。

  (調整前行使価額 － 調整後行使価額) ×
調整前行使価額により

当該期間内に交付された株式数

株式数 ＝ 調整後行使価額
 

(3) 行使価額調整式により算出された調整後行使価額と調整前行使価額との差額が１円未満にとどまる場合

は、行使価額の調整は行わない。但し、その後行使価額の調整を必要とする事由が発生し、行使価額を調

整する場合には、行使価額調整式中の調整前行使価額に代えて調整前行使価額からこの差額を差し引いた

額を使用する。

(4)

 ① 行使価額調整式の計算については、円位未満小数第２位まで算出し、小数第２位を切り上げる。

 ② 行使価額調整式で使用する時価は、調整後行使価額が初めて適用される日（但し、上記(2)⑤の場合は

基準日）に先立つ45取引日目に始まる30取引日（終値のない日数を除く。）の東京証券取引所における

当社普通株式の普通取引の終値の平均値とする。この場合、平均値の計算は、円位未満小数第１位まで

算出し、小数第１位を四捨五入する。

 ③ 行使価額調整式で使用する既発行株式数は、株主に割当を受ける権利を与えるための基準日がある場合

はその日、また、かかる基準日がない場合は、調整後行使価額を初めて適用する日の１ヶ月前の日にお

ける当社の発行済普通株式の総数から、当該日において当社の保有する当社普通株式を控除した数とす

る。また、上記(2)②の場合には、行使価額調整式で使用する新発行・処分株式数は、基準日において

当社が有する当社普通株式に割り当てられる当社の普通株式数を含まないものとする。

(5)上記(2)の行使価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合には、当社は、本新株予約権者と協

EDINET提出書類

インフォメティス株式会社(E37563)

有価証券報告書

 62/137



議の上、その承認を得て、必要な行使価額の調整を行う。

① 株式の併合、資本の減少、会社分割、株式交換、株式交付又は合併のために行使価額の調整を必要とす

るとき。

② その他当社の発行済普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由等の発生により行使価額の調整を

必要とするとき。

③ 行使価額を調整すべき複数の事由が相接して発生し、一方の事由に基づく調整後行使価額の算出にあた

り使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。

(6) 上記(2)の規定にかかわらず、上記(2)に基づく調整後行使価額を初めて適用する日が上記４．に基づく行

使価額の修正日と一致する場合には、当社は、必要な行使価額及び下限行使価額の調整を行う。

(7)行使価額の調整を行うときは、当社は、調整後行使価額の適用開始日の前日までに、本新株予約権者に対

し、かかる調整を行う旨並びにその事由、調整前行使価額、調整後行使価額及びその適用開始日その他必

要な事項を書面で通知する。但し、上記(2)⑤に定める場合その他適用開始日の前日までに上記通知を行

うことができない場合には、適用開始日以降速やかにこれを行う。

６．その他の新株予約権の行使の条件は、以下のとおりであります。

各本新株予約権の一部行使はできない。

７．新株予約権の取得条項は、以下のとおりであります。

(1) 当社は、本新株予約権の取得が必要と当社取締役会が決議した場合は、本新株予約権の払込期日の翌日以

降、会社法第273条の規定に従って、取得日の２週間前までに通知をした上で、当社取締役会で定める取

得日に、本新株予約権１個当たり払込金額と同額で、本新株予約権者（当社を除く。）の保有する本新株

予約権の全部を取得することができる。

(2) 当社は、2027年12月22日に、本新株予約権１個当たり払込金額と同額で、本新株予約権者（当社を除

く。）の保有する本新株予約権の全部を取得する。

(3) 当社は、当社が消滅会社となる合併又は当社が完全子会社となる株式交換、株式交付若しくは株式移転

（以下「組織再編行為」という。）につき当社株主総会で承認決議した場合、会社法第273条の規定に

従って、取得日の２週間前までに通知をした上で、当該組織再編行為の効力発生日前に、本新株予約権１

個当たり払込金額と同額で、本新株予約権者（当社を除く。）の保有する本新株予約権の全部を取得す

る。

(4) 当社は、当社が発行する株式が東京証券取引所により監理銘柄、特設注意市場銘柄若しくは整理銘柄に指

定された場合又は上場廃止となった場合には、当該銘柄に指定された日又は上場廃止が決定した日から２

週間後の日（休業日である場合には、その翌営業日とする。）に、本新株予約権１個当たり払込金額と同

額で、本新株予約権者（当社を除く。）の保有する本新株予約権の全部を取得する。

８．本新株予約権の行使請求の方法は、以下のとおりであります。

(1) 本新株予約権を行使する場合、第12項記載の本新株予約権を行使することができる期間中に第19項記載の

行使請求の受付場所に対して、行使請求に必要な事項を通知するものとする。

(2) 本新株予約権を行使する場合、前号の行使請求の通知に加えて、本新株予約権の行使に際して出資される

財産の価額の全額を現金にて第20項に定める払込取扱場所の当社が指定する口座に振り込むものとする。

(3) 本新株予約権の行使請求の効力は、第19項記載の行使請求の受付場所に対する行使請求に必要な全部の事

項の通知が行われ、かつ当該本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の全額が前号に定める口

座に入金された日に発生する。

９．新株予約権証券の不発行

当社は、本新株予約権に関して新株予約権証券を発行しない。

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。
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(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

 

年月日
発行済株式
総数増減数
(株)

発行済株式
総数残高
(株)

資本金増減額
 

(千円)

資本金残高
 

(千円)

資本準備金
増減額
(千円)

資本準備金
残高
(千円)

2021年８月２日～
2021年８月６日(注)１

3,410 180,560 17,050 43,626 17,050 1,312,716

2021年12月２日～
2021年12月３日(注)２

11,426 191,986 319,928 363,554 319,928 1,632,644

2022年２月10日(注)３ 3,647,734 3,839,720 ― 363,554 ― 1,632,644

2022年８月31日(注)４ ― 3,839,720 △353,554 10,000 △1,632,644 ―

2023年６月16日(注)５ 423,637 4,263,357 249,945 259,945 249,945 249,945

2023年12月15日(注)６ ― 4,263,357 △249,945 10,000 △249,945 ―

2024年12月６日(注)７ 600,000 4,863,357 298,080 308,080 298,080 298,080

2025年６月９日(注)８ 24,000 4,887,357 7,200 315,280 7,200 305,280

2025年12月23日(注)１ 20,000 4,907,357 3,640 318,920 3,640 308,920
 

(注) １．新株予約権の行使による増加であります。

２．有償第三者割当　　　　　　　　11,426株

発行価格　　　 56,000円

資本組入額　　　28,000円

主な割当先　　　IEファスト＆エクセレント投資事業有限責任組合、日本郵政キャピタル株

式会社、ネクスト新事業新技術１号投資事業有限責任組合、加賀電子株式会社、株式会社エ

ンジェル・トーチ、小川グループ株式会社

３．株式分割(１：20)によるものであります。

４．資本金及び資本準備金の減少は欠損金を解消して財務内容の健全化を図るためのものであります。なお、資

本金の減資割合は97.2％、資本準備金の減資割合は100％であります。

５．有償第三者割当　　　　　　　423,637株

発行価格　　　 1,180円

資本組入額　　 　590円

主な割当先　　　伊藤忠エネクス株式会社、TIS株式会社、ＪＩＡ１号投資事業有限責任組

合

６．資本金及び資本準備金の減少は欠損金を解消して財務内容の健全化を図るためのものであります。なお、資

本金の減資割合は96.2％、資本準備金の減資割合は100％であります。

７．有償一般募集(ブックビルディング方式による募集)

発行価格　　　　1,080円

引受価額　　　 993.60円

資本組入額　　 496.80円

８．譲渡制限付株式報酬としての新株発行による増加であります。

発行価格　　　　 600円

資本組入額　　 　300円

割当先　　　　　取締役（社外取締役を除く）２名

９．2026年１月１日から2026年３月16日現在までの間に、新株予約権の行使により、発行済株式が892,300株、

資本金が147,289千円及び資本準備金が147,289千円増加しております。
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(5) 【所有者別状況】

2025年12月31日現在

区分

株式の状況(１単元の株式数 100株)

単元未満
株式の状況
(株)

政府及び
地方公共
団体

金融機関
金融商品
取引業者

その他の
法人

外国法人等
個人
その他

計

個人以外 個人

株主数
(人)

― 2 24 33 20 13 3,403 3,495 ―

所有株式数
(単元)

― 55 4,805 16,509 1,847 35 25,781 49,032 4,157

所有株式数
の割合(％)

― 0.1 9.8 33.7 3.8 0.1 52.6 100.0 ―
 

 

(6) 【大株主の状況】

2025年12月31日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数
(株)

発行済株式
(自己株式を
除く。)の
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

株式会社フォーバル
東京都渋谷区神宮前五丁目52番２号
青山オーバルビル14階

635,240 12.94

TIS株式会社 東京都新宿区西新宿八丁目17番１号 278,248 5.67

伊藤忠エネクス株式会社 東京都千代田区霞が関三丁目２番５号 254,237 5.18

新井　友行 神奈川県藤沢市 153,700 3.13

株式会社ＳＢＩ証券 東京都港区六本木一丁目６番１号 149,500 3.04

IEファスト＆エクセレント投資
事業有限責任組合

東京都港区二丁目３番12号 140,148 2.85

株式会社建設技術研究所
東京都中央区日本橋浜町三丁目21番１号
日本橋浜町Fタワー

129,032 2.62

田所　昇 埼玉県さいたま市浦和区 125,600 2.55

楽天証券株式会社 東京都港区南青山二丁目６番21号 93,100 1.89

JIA1号投資事業有限責任組合 東京都千代田区霞が関三丁目２番１号 84,700 1.72

計 ― 2,043,505 41.64
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(7) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

2025年12月31日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等) ― ― ―

完全議決権株式(その他)
普通株式

49,032
権利内容に何ら限定のない当社にお
ける標準となる株式であり、単元株
式数は100株であります。

4,903,200

単元未満株式
普通株式

― ―
4,157

発行済株式総数 4,907,357 ― ―

総株主の議決権 ― 49,032 ―
 

 

② 【自己株式等】

該当事項はありません。

 

２ 【自己株式の取得等の状況】
 

【株式の種類等】

該当事項はありません。
 

 

(1) 【株主総会決議による取得の状況】

該当事項はありません。

 

(2) 【取締役会決議による取得の状況】

該当事項はありません。

 

(3) 【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

該当事項はありません。

 

(4) 【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

該当事項はありません。
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３ 【配当政策】

当社は、株主への利益還元については、重要な経営課題の１つとして位置付けております。

当社の剰余金の配当は、年１回の期末配当を基本方針としており、剰余金の配当の決定機関は取締役会でありま

す。また、取締役会の決議によって毎年６月30日を基準日として中間配当を行うことができる旨を定款に定めており

ます。その他、基準日を設けて剰余金の配当を行うことができる旨を定款で定めております。

しかしながら、現在当社は成長拡大の過程にあると考えており、財務体質強化のため内部留保の充実を図り、事業

の安定的かつ継続的な発展に努めることが株主価値の最大化に資すると考えております。

内部留保資金につきましては、更なる成長に向けた研究開発、事業拡大に向けた運転資金や人材採用及び育成投資

等の組織の構築のための投資に充当していく方針であります。

このことから、当社は創業以来配当を実施しておらず、当面は引き続き配当を行わず内部留保を基本方針とするも

のの、財政状態及び経営成績、今後の事業計画を総合的に勘案し、配当方針については引き続き検討する予定であり

ます。

 

４ 【コーポレート・ガバナンスの状況等】

(1) 【コーポレート・ガバナンスの概要】

①　コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方

当社は、企業価値を継続的に向上させるためには、法令の遵守に基づく企業倫理の確立や、迅速な経営判断と

経営チェック機能の充実が重要であると認識しております。このため、公正かつ正確な情報開示に努め、経営の

透明性を高め、現在の株主総会、取締役会、監査役会、会計監査人など、法律上の機能制度を一層強化・改善・

整備しながら、コーポレート・ガバナンスを充実させていきたいと考えております。

 
②　企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由

当社は、会社法に規定する機関として株主総会、取締役会、監査役会、会計監査人を設置しております。

当該機関設計を採用する理由としては、効率的な経営の追求と同時に経営監視機能が適切に働く体制の確保を

図るために、当社事業内容や内部情報に精通している社内取締役、専門領域における豊富な知識と経験を有する

社外取締役及び社外監査役による経営監視体制による企業統治体制が適切と判断しているためであります。

 
ａ　取締役会

当社の取締役会は、代表取締役只野太郎を議長に、取締役３名(代表取締役只野太郎、取締役横溝大介、社外

取締役髙橋元弘)で構成されております。取締役会は、原則月１回の定例取締役会を開催するほか、必要に応じ

て臨時取締役会を開催し、迅速な経営上の意思決定を行える体制としております。取締役会では、法令、定款

で定められた事項及び「取締役会規則」に基づき、経営に関する重要事項を決定するとともに各取締役の業務

進捗報告等を行っております。

また、取締役会の議案については事前に全取締役・監査役に連絡し、議事の充実に努めております。

なお、取締役会にはすべての監査役が出席し、取締役の業務執行の状況を監視できる体制としております。

当社は、2026年３月27日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役３名選任の件」を提

案しており、当該議案が承認可決されますと、取締役３名（うち社外取締役１名）となる予定です。

 
ｂ　監査役会

当社の監査役会は、常勤監査役髙橋研兒を議長に、監査役３名(社外監査役髙橋研兒、社外監査役大久保樹

理、社外監査役西村正則)で構成しております。監査役会は原則月１回の定例監査役会を開催するほか、必要に

応じて臨時監査役会を開催し、監査計画の策定、監査実施状況等の情報共有を図っております。

また、取締役会等の重要な会議への出席、実地監査を行うほか、効率的な監査を実施するため、適宜、内部

監査担当者及び監査法人等と積極的な連携、意見交換を行っております。

 
ｃ　報酬委員会

当社は、取締役の個人別の報酬に関する事項の決定に関して、決定プロセスの透明性及び客観性を確保する

ことを目的として、任意の報酬委員会を設置しております。報酬委員会は、取締役会の決議によって選定され

た者(以下、「委員」という。)をもって構成しております。報酬委員会は、委員３名以上で構成し、その過半

数は独立役員でなければならない旨を定めております。

具体的には、社外取締役髙橋元弘を委員長として、取締役２名(代表取締役只野太郎、社外取締役髙橋元
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弘)、社外監査役１名(社外監査役髙橋研兒)の合計３名で構成し、取締役ごとの基本報酬の定め、毎期の具体的

な報酬又は変更の際に、代表取締役から諮問を受け、審議・答申を行っております。

 
ｄ　内部監査

当社は、内部監査の独立した担当部署を設置しておりませんが、取締役横溝大介を責任者として、代表取締

役から任命を受けた内部監査担当者４名が、各事業年度の内部監査にあたり監査計画を年に１回期初に策定

し、これに基づき監査を実施しております。内部監査は全部署に対して実施しておりますが、内部監査担当者

は自己の所属部署以外の部署を担当しております。内部監査は各部署に対して原則として年１回以上の監査を

実施し、内部監査結果について代表取締役、取締役会及び監査役へ報告を行っております。また、内部監査人

と監査役、会計監査人が監査を有効かつ効率的に進めるため、適宜情報交換を行っており、効率的な監査に努

めております。

 
ｅ　会計監査人

当社は太陽有限責任監査法人と監査契約を締結しており、決算内容について監査を受けております。なお、

同監査法人と当社との間には、特別の利害関係はありません。

 
ｆ　経営戦略会議

当社は、経営戦略上の重要事項について、報告・協議・決議するための会議体として経営戦略会議を設置し

ております。経営戦略会議は、代表取締役只野太郎を議長に、取締役２名(代表取締役只野太郎、取締役横溝大

介)、常勤監査役１名(社外監査役髙橋研兒)及び従業員２名(木下隆史、小野智行)で構成されており、原則とし

て月１回以上開催しております。経営戦略会議は、当社グループの経営方針、経営戦略、事業計画等について

協議するとともに、日常の業務執行の確認及び検討を迅速に行い、経営活動の効率化を図ることとしておりま

す。

 
ｇ　コンプライアンス・リスク管理委員会

当社のコンプライアンス・リスク管理委員会は、取締役横溝大介を委員長として、取締役３名(代表取締役只

野太郎、取締役横溝大介、社外取締役髙橋元弘)及び監査役３名(社外監査役髙橋研兒、社外監査役大久保樹

理、社外監査役西村正則)で構成されております。当社では、リスク管理体制及びコンプライアンス体制の充

実、徹底を図るため、原則として半年ごとにコンプライアンス・リスク管理委員会を開催して、リスク管理及

びコンプライアンス上の重要な事項を協議しております。

 
ｈ　情報セキュリティ委員会

当社は業務上取り扱う情報及び当社の企業情報を各種漏洩リスクから守るために、「情報セキュリティマ

ニュアル」及び「情報セキュリティ手順書」を作成し、従業員木下隆史を委員長として、取締役２名(代表取締

役只野太郎、取締役横溝大介)及び従業員２名(木下隆史、小野智行)で構成される情報セキュリティ委員会に

て、リスクの特定、分析及び評価を実施したうえで、情報セキュリティに係る適時適切な対応を実施しており

ます。
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本書提出日現在、当社の企業統治の体制の模式図は、以下のとおりであります。

 

 
③　企業統治に関するその他の事項

当社は、業務の適正性を確保するための体制として、2021年６月29日開催の取締役会にて「内部統制基本方

針」を定めており、当該基本方針に基づき内部統制システムの運用を行っております。

その内容は、以下のとおりであります。

 
(内部統制システムの整備の状況)

１　取締役及び使用人の職務執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

(1) 当社は、法令及び定款の遵守はもとより、社会の構成員として求められる倫理観及び価値観に基づき誠実

に行動し、社会の期待に誠実に応えることが必要不可欠であると考え、取締役及び使用人に対するコンプ

ライアンス研修等を行い、コンプライアンスに対する意識を継続的に高める。

(2) 当社は、コンプライアンス推進の基本的事項を定めた当社のコンプライアンス関連規程に基づき、コンプ

ライアンス・リスク管理委員会を設置し、コンプライアンスの推進のための重要事項を審議・検討する。

また、同規程に基づき、コンプライアンス・リスク管理責任者を選任し、コンプライアンスの推進のため

の必要な施策を立案・実施する。

(3) 当社は、当社の事業にとって特に重要な法令については、必要に応じて、規程・研修の実施、マニュアル

の作成などの対応を行う。

(4) 当社は、「内部通報制度」を設置し、法令及び定款違反行為の予防、早期発見並びに是正に努める。

(5) 当社は、取締役会の監督機能の維持・向上のため、社外取締役を選任する。

(6) 監査役会は、独立した立場から、内部統制システムの整備・運用状況を含め、監査役関連諸規程に従い、

取締役の職務執行状況を監査する。

(7) 当社の内部監査部門は、当社諸規程に基づき、法令及び定款の遵守体制の有効性について監査を行い、監

査結果を、代表取締役、取締役会及び監査役に報告する。

(8) 当社は、法令・定款違反等の行為が発見された場合には、取締役会に報告のうえ、必要に応じて外部専門

家と協力しながら対応に努める。

２　取締役の職務執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

(1) 当社は、取締役の職務の執行に係る情報については、当社諸規程に基づいて、作成、保存、管理及び廃棄

する。

(2) 取締役及び監査役が、その職務上必要あるときは直ちに上記情報を閲覧できる保存管理体制とする。
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３　損失の危険の管理に関する規程その他の体制

(1) 当社は、リスク管理のための基本的事項を定めたリスク管理に関する規程を定め、同規程に基づき、コン

プライアンス・リスク管理委員会を設置し、リスクに対する評価・分析並びに予防法及びリスクが現実化

した際の対策を審議・検討する。また、同規程に基づき、コンプライアンス・リスク管理責任者を選任

し、リスク管理のための必要な施策を立案・実施する。

(2) 当社は、特に重要視するリスクについては、必要に応じて、規程・研修の実施、マニュアルの作成などの

対応を行う。

(3) 当社の内部監査部門は、当社諸規程に基づき、法令及び定款の遵守体制の有効性について監査を行い、監

査結果を、代表取締役、取締役会及び監査役に報告する。

４　取締役の職務執行が効率的に行われることを確保するための体制

(1) 当社は、中長期及び年度ごとの事業計画を策定し、それに基づく業務運営及び業績管理を行う。

(2) 当社は、当社諸規程を定め、取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制を定め

る。

(3) 当社は、業務執行の監督機能を強化し、経営の客観性を向上させるため、取締役会に独立した立場の社外

取締役を含める。

(4) 当社は、社外取締役を含む取締役が取締役会において十分に審議できるようにするため、取締役会資料を

事前に送付するとともに、取締役から要請があった場合には、取締役会資料に追加・補足を行う。

(5) 当社は、経営戦略会議を必要に応じて開催し、当社の様々な課題を早期に発見・共有するとともに、各職

務の執行が効率的に行われることを補完する。

５　当社及びその子会社からなる企業集団における業務の適正を確保するための体制

(1) 当社は、連結ベースにて経営計画を策定し、当該経営計画の達成のため子会社の経営指導にあたるととも

に、当社よりグループファイナンス等の機能の提供を通じた支援を実施する。

(2) 子会社は、関係会社管理に関する規程に定める協議事項・報告事項については、当社へ報告するととも

に、定期的に業務進捗情報の報告を実施し、経営管理情報・危機管理情報の共有を図りながら、業務執行

体制の適正を確保する。

(3) 子会社の事業を管掌する当社取締役は、子会社の損失の危険の発生を把握した場合、直ちにその内容、発

生する損失の程度及び当社に対する影響等について、当社の取締役会に報告を行う。

(4) 当社の内部監査部門は、毎年、子会社の業務活動全般について、監査結果を、代表取締役、取締役会及び

監査役に報告する。

(5) 当社は、必要に応じて、子会社に対し取締役を派遣又は監査役が赴き、当該役員を通じて、子会社担当取

締役の職務執行を監視・監督する。

６　監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項並びに当該

使用人の取締役からの独立性に関する事項

(1) 当社は、監査役会が必要とした場合、監査役の職務を補助する使用人(以下、「補助使用人」という。)を

置くものとし、その人選及び人数については監査役会との間で協議する。

(2) 当社は、補助使用人の取締役からの独立性を確保するため、補助使用人は取締役の指揮命令は受けないも

のとする。また、補助使用人の任命、異動、評価及び懲戒については、事前に監査役会へ報告し、了承を

得たうえで行うものとする。

７　監査役の補助使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項

当社は、監査役の補助使用人に対する指示の実効性を確保するため、必要な知識・能力を備えた補助使用人

を確保する。補助使用人は、内部監査担当者をはじめ執行部門の調査権限を有するとともに取締役会その他の

必要な会議に出席できるものとする。

８　取締役、使用人及び子会社の取締役、監査役、使用人が監査役に報告するための体制

(1) 取締役会は、監査役会と協議のうえ、取締役及び使用人が監査役会に報告すべき事項を定める。

(2) 取締役及び使用人は、監査役に対して、当社の事業の状況、コンプライアンスやリスク管理などの内部統

制システムの整備及び運営状況などを定例的に報告するほか、当社に重大な影響を及ぼす事項がある場合

には、これを報告することとする。

(3) 子会社の取締役、監査役、使用人は、当社の監査役の要請に応じて業務の執行状況の報告を行うととも

に、当社及び子会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事項を発見した時は、直ちに当社の監査役へ報告

する。
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９　監査役に報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体

制

(1) 監査役への報告を行った者に対し、当該報告をしたことを理由として不利な扱いを行うことを禁止し、内

部通報に関する規程で定める通報者の保護に基づき、当該報告をした者の保護を行う。

(2) 内部監査担当者は、内部監査に際して、第１号の運用が徹底されているかにつき、定期的に検証し、取締

役会に報告する。

10　監査費用の前払い又は償還の手続その他の監査費用等の処理に係る方針に関する事項

(1) 監査役会は、職務の執行上必要と認める費用について、あらかじめ予算を計上する。

(2) 緊急又は臨時の費用については、職務の執行上必要でないと認められた場合を除き、前払い又は事後当社

に償還を請求できる。あらかじめ計上した予算によって監査費用が賄えない場合も同様とする。

11　その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

(1) 代表取締役は、監査役との間で、相互の意思疎通を図るため定期的な会合を開催し、監査機能の実効性向

上に努める。

(2) 内部監査担当者は、監査役と緊密な連携を保ち、監査役が実効的な監査を行うことができるよう努める。

12　財務報告の信頼性を確保するための体制

当社は、財務報告の信頼性を確保するため、経理関連規程を整備するとともに、内部統制システムの整備を

行い、このシステムが適正に機能することを継続的に評価し、不備があれば是正していく体制を構築する。

13　反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況

当社は、当社諸規程に基づき、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力に対しては、毅然とした

態度で臨むとともに、一切の関係を遮断する。

また、当社は、反社会的勢力による不当要求が発生した場合の対応を統括する部署を管理部とし、警察又は

公益財団法人暴力団追放運動推進都民センターその他反社会的勢力等排除のための外部専門機関との連携を行

う。

 
④　取締役会、報酬委員会の活動状況

１　取締役会の活動状況

当社の取締役会は、毎月１回開催のほか、必要に応じて臨時に開催しております。当事業年度においては24

回開催しており、出席状況は次のとおりであります。

 

氏名 開催回数 出席回数

只野　太郎 24回 24回

横溝　大介 24回 24回

髙橋　元弘 24回 24回
 

 

 
取締役会においては、経営戦略に関する事項、業務執行・業績に関する事項、その他当社取締役会規程に定

められた経営に関する基本方針について、協議しております。　　

具体的な検討内容として、当期は主に以下の事項について、決議、報告及び審議を行いました。

・当期計画及び中期経営計画承認の件

・各四半期連結決算及び業績見通し、決算の承認

・株主総会の招集

・取締役の業務執行状況の報告

・新株予約権発行の件
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２　報酬委員会の活動状況

当社の報酬委員会は、必要に応じて臨時に開催しております。当事業年度においては１回開催しており、出

席状況は次のとおりであります。

 

氏名 開催回数 出席回数

只野　太郎 １回 １回

髙橋　研兒 １回 １回

髙橋　元弘 １回 １回
 

 
具体的な検討内容として、主に以下の事項について、決議、報告及び審議を行いました。

・当社の取締役の個別報酬の件

 
⑤　リスク管理体制の整備の状況

当社は、市場、情報セキュリティ、環境、労務、製品の品質安全等あらゆる事業運営上のリスクに加え、災

害・事故に適切に対処できるようリスク管理に関する規程を制定・施行し、取締役会の構成員全員をもって構成

するコンプライアンス・リスク管理委員会において、リスク対応計画やその実施状況などを含めてリスクマネジ

メント活動全般を管理しております。

各部門の担当者は、日常の業務を通じて管理を行うとともに、不測の事態が発生した場合には、速やかに委員

会に報告することとしております。また、内部監査担当者は内部監査業務を通じ、リスクマネジメント活動の実

施状況について監査を行い、その結果を代表取締役、取締役会及び監査役に報告しております。

必要に応じて、弁護士、公認会計士、税理士、社会保険労務士等の外部専門家の助言を受けられる体制を整え

ており、リスクの未然防止と早期発見に努めております。

 
⑥　責任限定契約の内容の概要

当社は、会社法第427条第１項の規定に基づき、取締役(業務執行取締役を除く。)及び社外監査役との間におい

て、会社法第423条第１項の規定に基づく損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損

害賠償責任限度額は、法令が規定する額としております。

 
⑦　役員等賠償責任保険の内容の概要

当社は、会社法第430条の３第１項に定める役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しております。当

該保険契約の被保険者の範囲は、当社及び子会社の取締役及び監査役であり、被保険者は保険料を負担しており

ません。被保険者が会社役員としての業務行為に起因して損害賠償請求がされた場合、当該契約により、かかる

損害につき、補填することとしておりますが、被保険者の職務の執行の適正性が損なわれないようにするため、

故意又は重大な過失に起因して生じた損害は補填の対象としないこととしております。

 
⑧　取締役の定数

当社の取締役は８名以内とする旨を定款に定めております。

 
⑨　取締役の選任の決議要件

当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株

主が出席し、出席した株主の議決権の過半数をもって行う旨、また、累積投票によらない旨を定款に定めており

ます。
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⑩　株主総会決議事項を取締役会で決議することができる事項

１　取締役の責任免除

当社は、会社法第426条第１項の規定により、任務を怠ったことによる取締役(取締役であったものを含む。)

の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる旨を定款に定めてお

ります。これは、取締役が職務を遂行するにあたり、その能力を十分に発揮して、期待される役割を果たしう

る環境を整備することを目的とするものであります。

 
２　自己株式の取得

当社は、機動的な資本政策の遂行を可能とするため、会社法第165条第２項の規定により、取締役会の決議に

よって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。

 
３　剰余金の配当等

当社は、株主総会の決議によらず、取締役会の決議によって、会社法第459条第１項各号に定める事項につい

て定める旨を定款に定めております。これは、株主への機動的な利益還元を可能にするためであります。

 
⑪　株主総会の特別決議の要件

株主総会の円滑な運営を行うことを目的として、会社法第309条第２項に定める特別決議について、議決権を行

使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の３分の２以上をもってこ

れを行う旨を定款に定めております。
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(2) 【役員の状況】

①　役員一覧

a　2026年３月26日（有価証券報告書提出日）現在の状況

男性5名　女性1名(役員のうち女性の比率16.7％)

役職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有株式数

(株)

代表取締役 只野　太郎 1968年５月15日

1991年４月 ソニー㈱(現・ソニーグループ

㈱)　入社

2013年４月 当社設立　代表取締役(現任)

2014年11月 Informetis Europe Ltd.

Director(現任)

2018年４月 ㈱エナジーゲートウェイ　取締役

(現任)

(注)３ 38,000

取締役CFO 横溝　大介 1975年５月15日

2000年11月 TAC㈱　入社

2006年11月 ＳＢＩベリトランス㈱(現・㈱DG

フ ァ イ ナ ン シ ャ ル テ ク ノ ロ

ジー)　入社

2009年２月 ㈱インタースパイア(現・ユナイ

テッド㈱)　入社

2009年７月 同社　内部監査室長

2010年10月 グルーポン・ジャパン㈱　入社

2014年１月 サイジニア㈱　入社

2014年９月 同社　取締役執行役員CFO

2015年１月 同社　取締役執行役員CFO兼経営

管理部長

2017年５月 Repertoire Genesis㈱　取締役兼

執行役員管理部長

2019年１月 同社　取締役CFO

2019年９月 同社　取締役兼社長室長CFO

2020年６月 当社入社　執行役員CFO

2020年６月 当社　取締役CFO

2020年12月 当社　取締役CFO兼経営管理本部

長

2021年６月 ㈱エナジーゲートウェイ　取締役

(現任)

2024年６月 Informetis Europe Ltd.

Director(現任)

2025年４月 当社　取締役CFO(現任)

(注)３ 16,000

社外取締役 髙橋　元弘 1975年９月４日

2001年10月 森綜合法律事務所(現・森・濱田

松本法律事務所)入所

2007年４月 末吉綜合法律事務所(現・潮見坂

綜合法律事務所)設立、同事務所

パートナー(現任)

2013年４月 特許庁工業所有権審議会弁理士審

査分科会　臨時委員

2015年４月 金沢工業大学虎ノ門大学院知的創

造システム専攻　客員教授

2021年２月 特許庁工業所有権審議会弁理士審

査分科会　試験委員

2023年12月 当社　社外取締役(現任)

(注)３ ―
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役職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有株式数

(株)

社外監査役 髙橋　研兒 1959年９月24日

1984年４月 シェル石油㈱(現・出光興産㈱)入

社

2010年４月 昭和シェル石油㈱　総務部長兼㈱

クレコ(現・出光ビジネスエキス

パート㈱)代表取締役社長

2013年４月 同社　監査部長

2016年４月 同社　常勤監査役

2019年４月 出光興産㈱　常勤監査役

2022年９月 当社　社外監査役(現任)

(注)４ ―

社外監査役 大久保　樹理 1981年７月14日

2001年10月 ㈱ティエムコーポレイション　取

締役(現任)

2007年９月 ㈱AGSコンサルティング/税理士法

人　入社

2019年10月 大久保樹理税理士事務所　開業

2021年１月 ㈱Suneight　監査役

2021年12月 ㈱プラスアルファ・コンサルティ

ング　監査役(現任)

2023年４月 当社　社外監査役(現任)

(注)４ ―

社外監査役 西村　正則 1960年１月20日

1980年４月 大日本インキ化学工業㈱(現・DIC

㈱)　入社

1987年４月 ㈱ディッククリエーション(現・

㈱ルネサンス)　移籍

2004年10月 ㈱ルネサンス　執行役員人事部長

2009年４月 同社　執行役員営業管理部長

2009年７月 同社　執行役員ヘルスケア事業本

部副本部長

2010年４月 同社　執行役員総務部長

2012年７月 同社　執行役員人事部長

2015年４月 同社　執行役員全社戦略担当補佐

2015年６月 同社　常勤監査役

2023年６月 同社　常勤顧問

2023年12月 同社　常務執行役員

2023年12月 当社　社外監査役(現任)

2025年４月 ㈱ルネサンス　常勤顧問(参与)

(現任)

(注)４ ―

計 54,000
 

(注) １．髙橋元弘は、社外取締役であります。

２．髙橋研兒、大久保樹理、西村正則は、社外監査役であります。

３．2024年12月期に係る定時株主総会終結の時から、１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定

時株主総会の終結の時までであります。

４．2024年12月期に係る定時株主総会終結の時から、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定

時株主総会の終結の時までであります。

５．当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しておりま

す。執行役員は２名で、小野智行、木下隆史で構成しております。
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b　2026年３月27日開催予定の定時株主総会に上程する取締役の選任議案が承認可決された場合の当社の役員の状

況

2026年３月27日開催予定の定時株主総会の第２号議案（決議事項）として「取締役３名選任の件」を提案し

ており、当該議案が承認可決されると、当社の役員の状況及びその任期は、以下の通りとなる予定です。

なお、役員の役職等については、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容

（役職等）を含めて記載しております。

 
男性5名　女性1名(役員のうち女性の比率16.7％)

役職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有株式数

(株)

代表取締役 只野　太郎 1968年５月15日

1991年４月 ソニー㈱(現・ソニーグループ

㈱)　入社

2013年４月 当社設立　代表取締役(現任)

2014年11月 Informetis Europe Ltd.

Director(現任)

2018年４月 ㈱エナジーゲートウェイ　取締役

(現任)

(注)３ 38,000

取締役CFO兼COO 横溝　大介 1975年５月15日

2000年11月 TAC㈱　入社

2006年11月 ＳＢＩベリトランス㈱(現・㈱DG

フ ァ イ ナ ン シ ャ ル テ ク ノ ロ

ジー)　入社

2009年２月 ㈱インタースパイア(現・ユナイ

テッド㈱)　入社

2009年７月 同社　内部監査室長

2010年10月 グルーポン・ジャパン㈱　入社

2014年１月 サイジニア㈱　入社

2014年９月 同社　取締役執行役員CFO

2015年１月 同社　取締役執行役員CFO兼経営

管理部長

2017年５月 Repertoire Genesis㈱　取締役兼

執行役員管理部長

2019年１月 同社　取締役CFO

2019年９月 同社　取締役兼社長室長CFO

2020年６月 当社入社　執行役員CFO

2020年６月 当社　取締役CFO

2020年12月 当社　取締役CFO兼経営管理本部

長

2021年６月 ㈱エナジーゲートウェイ　取締役

(現任)

2024年６月 Informetis Europe Ltd.

Director(現任)

2025年４月 当社　取締役CFO

2026年３月 当社　取締役CFO兼COO(現任)

(注)３ 16,000

社外取締役 髙橋　元弘 1975年９月４日

2001年10月 森綜合法律事務所(現・森・濱田

松本法律事務所)入所

2007年４月 末吉綜合法律事務所(現・潮見坂

綜合法律事務所)設立、同事務所

パートナー(現任)

2013年４月 特許庁工業所有権審議会弁理士審

査分科会　臨時委員

2015年４月 金沢工業大学虎ノ門大学院知的創

造システム専攻　客員教授(現任)

2021年２月 特許庁工業所有権審議会弁理士審

査分科会　試験委員

2023年12月 当社　社外取締役(現任)

(注)３ ―
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役職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有株式数

(株)

社外監査役 髙橋　研兒 1959年９月24日

1984年４月 シェル石油㈱(現・出光興産㈱)入

社

2010年４月 昭和シェル石油㈱　総務部長兼㈱

クレコ(現・出光ビジネスエキス

パート㈱)代表取締役社長

2013年４月 同社　監査部長

2016年４月 同社　常勤監査役

2019年４月 出光興産㈱　常勤監査役

2022年９月 当社　社外監査役(現任)

(注)４ ―

社外監査役 大久保　樹理 1981年７月14日

2001年10月 ㈱ティエムコーポレイション　取

締役(現任)

2007年９月 ㈱AGSコンサルティング/税理士法

人　入社

2019年10月 大久保樹理税理士事務所　開業

2021年１月 ㈱Suneight　監査役

2021年12月 ㈱プラスアルファ・コンサルティ

ング　監査役(現任)

2023年４月 当社　社外監査役(現任)

(注)４ ―

社外監査役 西村　正則 1960年１月20日

1980年４月 大日本インキ化学工業㈱(現・DIC

㈱)　入社

1987年４月 ㈱ディッククリエーション(現・

㈱ルネサンス)　移籍

2004年10月 ㈱ルネサンス　執行役員人事部長

2009年４月 同社　執行役員営業管理部長

2009年７月 同社　執行役員ヘルスケア事業本

部副本部長

2010年４月 同社　執行役員総務部長

2012年７月 同社　執行役員人事部長

2015年４月 同社　執行役員全社戦略担当補佐

2015年６月 同社　常勤監査役

2023年６月 同社　常勤顧問

2023年12月 同社　常務執行役員

2023年12月 当社　社外監査役(現任)

2025年４月 ㈱ルネサンス　常勤顧問(参与)

(現任)

(注)４ ―

計 54,000
 

(注) １．髙橋元弘は、社外取締役であります。

２．髙橋研兒、大久保樹理、西村正則は、社外監査役であります。

３．2025年12月期に係る定時株主総会終結の時から、１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定

時株主総会の終結の時までであります。

４．2024年12月期に係る定時株主総会終結の時から、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定

時株主総会の終結の時までであります。
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②　社外役員の状況

当社の社外役員は４名であります。

社外取締役及び社外監査役は、企業の健全な発展とガバナンス体制の強化に重要な役割を果たしております。

社外取締役は議決権を有する取締役会の一員として、その独立性と専門性を活かし審議及び決議に参加すること

で、取締役会としての監督機能の向上に努めております。また、社外監査役による取締役会における発言は、経

営の透明性、客観性及び適正性の確保に貢献しております。

当社グループでは独立性に関する明確な基準・方針は定めておりませんが、社外取締役及び社外監査役の選任

にあたっては、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関して、株式会社東京証券取引所が定める

独立役員の独立性に関する基準等を参考に、一般株主と利益相反が生じる恐れのない者を選任する方針でありま

す。また、当社のコーポレート・ガバナンスの充実・向上のため、会社に対する善管注意義務を遵守し、客観的

で公平・公正な判断をなし得る人格、見識、能力を有していると会社が判断している人物を選任しております。

なお、社外役員４名全員は、独立性に関する基準等を満たすことから、独立役員として一般株主の利益保護の

ためにその役割を果たすことができると判断しており、上場時における独立役員として指定し、届け出る予定で

あります。

 
ａ　社外取締役

社外取締役髙橋元弘氏と当社は、人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係はありません。髙橋元

弘氏は、弁護士として、長年企業法務に従事しており、会社法及びコーポレート・ガバナンスはもちろんのこ

と、当社の事業推進に不可欠な知的財産・IT関係法令にも精通し、豊富な経験と幅広い見識を有していること

から、当社の業務領域における専門的かつ客観的な助言を行いうる人物であるため、選任いたしました。

 
ｂ　社外監査役

社外監査役髙橋研兒氏と当社は、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。髙橋

研兒氏は、大手上場企業において、勤労部長、総務部長、監査部長、常勤監査役を務め、またグループ会社の

代表取締役社長として企業経営に携わった豊富な経験を有しており、これらの経験によって培われた内部監

査、内部統制、コーポレート・ガバナンス等の知見を、当社の監査体制の強化に活かすことのできる人物であ

り、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、選任いたしました。

社外監査役大久保樹理氏は税理士であります。大久保樹理氏と当社は、人的関係、資本的関係又は取引関係

その他の利害関係はありません。大久保樹理氏は、大手コンサルティング企業において税務顧問業務及びIPOコ

ンサルティング業務に長年従事した豊富な経験と幅広い見識を有しており、税理士として培われた専門的な知

識・経験を活かして客観的・中立的な立場で監査しうる人物であり、一般株主と利益相反が生じるおそれがな

いと判断し、選任いたしました。

社外監査役西村正則氏と当社は、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。西村

正則氏は、大手上場企業において、総務部門責任者として、合併・営業承継等による事業拡大、企業内部統制

の構築、東証上場等企業経営に携わった豊富な経験を有しており、これらの経験によって培われた内部統制、

コーポレート・ガバナンス等の知見を、当社の監査体制の強化に活かすことのできる人物であり、一般株主と

利益相反が生じるおそれがないと判断し、選任いたしました。

 
③　社外取締役又は社外監査役による監督、監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統

制部門との関係

社外取締役は、取締役会において、内部監査、監査役監査及び会計監査の結果、内部統制システムの運用状況

等について報告を踏まえ、取締役の業務執行に対する監督を行うほか、取締役会の一員として助言・提言を行う

ことで、内部統制部門を有効に機能させ、適正な業務執行の確保を図っております。

社外監査役は、監査役会及び取締役会において、又は会計監査人からの報告を通じて、内部監査及び会計監査

の報告を受け、必要に応じて、助言・提言を行うことで、監査の実効性を高めるとともに、専門性の高い監査役

監査を実施しております。また、社外監査役は、取締役会における内部監査、内部統制システムの運用状況等に

ついての報告を踏まえ、助言・提言を行うことで、内部統制部門を有効に機能させ、適正な業務執行の確保を

図っております。

社外取締役及び社外監査役は、定期的な会合を行い、連携して、課題、改善事項等の情報共有を行い、監督及

び監査の有効性・効率性や品質の維持向上などに努めております。

(3) 【監査の状況】
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①　監査役監査の状況

当社の監査役会は、社外監査役３名により構成され、うち１名の常勤監査役を選任しております。なお、監査

役大久保樹理氏は税理士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。

監査役監査は、毎期策定する監査計画に準拠し、取締役の職務執行及び意思決定についての適正性を監査する

他、定期的に業務執行取締役との意見交換及び内部監査責任者との情報交換を実施することで、業務執行取締役

の職務執行を不足なく監査できる体制を確保しております。

最近事業年度において当社は監査役会を合計17回開催しており、各監査役の出席状況は、以下のとおりであり

ます。

 
氏名 開催回数 出席回数

髙橋　研兒 17回 17回

大久保　樹理 17回 17回

西村　正則 17回 17回
 

 
監査役会における主な検討事項は、監査の方針及び監査計画、内部統制システムの整備・運用状況、各監査役

の監査実施状況、会計監査人監査の相当性判断、会計監査人の評価等であります。

常勤監査役の活動としては、年間の監査計画に基づき、取締役会への出席のほか、その他の重要な会議及び打

ち合わせへの出席、子会社への調査、内部監査からの聴取等を実施し、取締役等の職務の執行を監査しておりま

す。

 
②　内部監査の状況

当社は内部監査の独立した担当部署を設置しておりませんが、取締役横溝大介を責任者に、代表取締役から任

命を受けた内部監査担当者４名を含む５名で内部監査を実施しております。内部監査は全部署に対して実施して

おりますが自己監査を回避するため、内部監査担当者は自己の所属部署以外の部署を担当しております。

具体的な手続として、当社が定める内部監査規程に基づき、前事業年度の内部監査の結果及び内部監査実施中

に発見された事項等を踏まえ、内部監査計画を策定し、代表取締役の承認を得たうえで、内部監査担当者が当社

における適正な職務執行の状況、法令及び定款並びに社内規程等の遵守、会社資産の保全、財務情報の適正性の

把握並びに適正な職場環境の維持等の監査を実施しております。内部監査の実施に際しては、内部監査の実効性

を確保するための取り組みとして、必要に応じて内部監査に常勤監査役が同席しております。

内部監査終了後、内部監査担当者は、監査報告書を作成し、代表取締役に提出し、その内容を報告しておりま

す。また同時に、内部監査担当者は、取締役会及び監査役にもその写しを提出し、その内容を報告しておりま

す。

内部監査実施中に発見された指摘事項等について、内部監査担当者は、その改善状況についてフォローアップ

監査を実施し、この結果についても、代表取締役に提出し、その内容を報告しております。また同時に、内部監

査担当者は、取締役会及び監査役にもフォローアップ監査の結果の写しを提出し、その内容を報告し、適正な業

務運営の維持・向上を図っております。

内部監査人は、監査役と定期的な会合を行い、相互の情報交換や意見交換などを行うことで、監査の有効性・

効率性を高めております。また、内部監査人は、内部統制の機能を有する経営管理本部とも定期的な会合を行

い、相互の情報交換や意見交換などを行うことで、監査の有効性・効率性や内部統制やリスク管理の効果を高め

ております。さらに、内部監査人は、監査役、会計監査人と定期的に三様監査ミーティングを行い、それぞれの

監査計画や監査の実行状況等の情報交換や意見交換などを行うことで、監査の有効性・効率性を高めておりま

す。
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③　会計監査の状況

ａ　監査法人の名称

太陽有限責任監査法人

 
ｂ　継続監査期間

７年間

 
ｃ　業務を執行した公認会計士

指定有限責任社員　業務執行社員　泉　淳一

指定有限責任社員　業務執行社員　石田　宏

 
ｄ　監査業務に係る補助者の構成

公認会計士　７名

その他　　　12名

 
ｅ　監査法人の選定方針と理由

監査法人の選定方針及び理由について、監査役会は、当社の事業内容に対応して有効かつ効率的な監査業務

を実施することができる規模と世界的なネットワークを持つこと、品質管理に問題がないこと、独立性を有す

ること、必要な専門性を有すること、監査報酬の内容・水準が適切であること、監査実績等を総合的に判断し

て選定しております。

なお、太陽有限責任監査法人は、2023年12月26日付で業務停止命令及び業務改善命令等を受けております

が、処分の理由及び概要並びに当該処分を受けた業務改善計画の内容を同監査法人より聴取した結果、過去及

び現在までの監査品質及び品質管理システムに問題はないと判断し、監査契約を継続しております。

 
ｆ　監査役及び監査役会による監査法人の評価

監査役会は、監査法人について、その独立性及び監査品質、監査報酬水準、監査報告の妥当性等について評

価しております。評価の結果、監査法人の適格性及び信頼性を害する事由等の発生はなく、適正な監査の遂行

が可能であると評価しております。

 
④　監査報酬の内容等

ａ　監査公認会計士等に対する報酬の内容

 

区分

前連結会計年度 当連結会計年度

監査証明業務に
基づく報酬(千円)

非監査業務に
基づく報酬(千円)

監査証明業務に
基づく報酬(千円)

非監査業務に
基づく報酬(千円)

提出会社 25,000 1,500 21,500 ―

連結子会社 ― ― ― ―

計 25,000 1,500 21,500 ―
 

(注) 非監査業務の内容は、新規上場に係るコンフォートレター作成業務であります。

 
ｂ　監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬（ａを除く）

前連結会計年度

該当事項はありません。

 
当連結会計年度

該当事項はありません。
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ｃ　その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容

該当事項はありません。

 
ｄ　監査報酬の決定方針

当社の監査公認会計士等に関する監査報酬の決定方針といたしましては、監査計画における監査日数、当社

の規模・業務の特性等の要素を総合的に勘案して適切に決定しております。

 
ｅ　監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由

取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、当社の監査役会は、会計監査人の監査計画の内

容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算定根拠等の適切性を検証したうえで同意しております。

 
(4) 【役員の報酬等】

①　役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項

取締役の報酬の決定については、株主総会で総枠の決議を得ており、2021年12月27日の臨時株主総会の決議に

より、取締役の報酬の総額は一事業年度あたり300,000千円以内(使用人兼務取締役の使用人給与を除く。)として

おります。また、2025年３月28日開催の第12期定時株主総会において、当社は、取締役（社外取締役を除く。）

に対して、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、対象取締役と株主との一層

の価値共有を進めることを目的として、上記の報酬枠とは別枠で、取締役（社外取締役を除く。）に対して一事

業年度あたり60,000千円以内、割り当てる譲渡制限付株式の総数は一事業年度あたり24,000株以内さらに、当社

は、取締役（社外取締役を除く。）に対して、報酬と当社業績との連動性をより明確にし、各取締役が事業年度

ごとに業績向上に対する意識を高めることを目的に、2025年３月28日開催の取締役会において、業績連動報酬の

導入を決議しております。

毎期、取締役会は、株主総会の決議により承認された報酬限度額の範囲内で、取締役の個人別報酬等の額の決

定を代表取締役只野太郎に委任することを決議しております。直近では、2025年３月28日に決議を行っておりま

す。

これを受けて、代表取締役只野太郎は、役位、各取締役の職務内容、職務量、業績、財務状況及び経済情勢を

考慮のうえ、任意の報酬委員会の審議内容を踏まえ、取締役の個人別報酬等の額を決定しております。

当社は、報酬の決定に係る透明性・客観性を確保するため、社外役員を構成員の過半数とする任意の報酬委員

会を設置しており、取締役の基本報酬の設定及び変更を行う場合には、同委員会は、代表取締役から諮問を受

け、審議・答申を行っております。2025年12月期において、2025年３月５日に取締役の個別報酬等の額の審議を

行っております。なお、代表取締役只野太郎に委任した理由は、当社の事業全体を把握し、全体の業績等を勘案

しつつ、各取締役の職務について評価を行うには代表取締役が適していると判断したためであります。

業績連動報酬に係る指標は、連結営業利益及び連結経常利益としております。連結営業利益は当社グループの

本業の収益力を示す重要な指標であり、連結経常利益は持分法適用会社の損益が反映される段階の利益であるこ

とから、持分法適用会社を含む当社グループ全体の業績を把握するうえで有用であり、両指標を用いることが業

績連動報酬に係る指標に適しているものと判断しております。

業績連動報酬は、連結営業利益又は連結経常利益の少なくとも一方が計画値を達成した場合、計画達成率等を

勘案し算定された金額が支給されます。社外取締役についてはその職責に鑑み、業務執行からの独立性を確保す

る観点から基本報酬のみとします。これらの支給割合については短期的及び中長期的なインセンティブ並びに現

金及び株式報酬のバランスを考慮して設定いたします。

監査役の報酬の決定については、株主総会で総枠の決議を得ており、2021年12月27日の臨時株主総会の決議に

より、監査役の報酬額は一事業年度あたり70,000千円以内としております。その内訳は、固定の基本報酬のみで

あり、業績連動報酬制度は採用しておりません。

毎期、監査役の協議において、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で、常勤、非常勤の別、業務の分担

の状況を考慮して、監査役の個別報酬等の額を決定しております。

なお、当社は、2026年３月27日開催予定の第13期定時株主総会（以下「第13期定時株主総会」という。）にお

いて、第３号議案として「取締役（社外取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の割当てのための報酬改定の

件」を付議する予定です。

第13期定時株主総会において、第３号議案が承認可決された場合、上記の金銭報酬債権枠とは別枠で、取締役

（社外取締役を除く。）に対して一事業年度あたり15,000千円以内、割り当てる譲渡制限付株式の総数は一事業

年度あたり60,000株以内として、譲渡制限付株式の付与のための報酬を支給することになります。
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②　役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

(2025年12月期)

役員区分
報酬等の総額
(千円)

報酬等の種類別の総額(千円) 対象となる
役員の員数
(名)固定報酬

譲渡制限付
株式報酬

業績連動報酬
左記のうち、
非金銭報酬等

取締役
(社外取締役を除く。)

50,688 47,724 2,964 - 2,964 2

監査役
(社外監査役を除く。)

- - - - - -

社外役員 19,200 19,200 - - - 4
 

(注)１．当社代表取締役である只野太郎及び取締役横溝大介は、当社のグローバルな事業展開を迅速に推進するた

め、海外子会社の役員を兼任しております。上記には、連結子会社からの役員報酬(年額600ポンド)は含ま

れておりません。

２．取締役（社外取締役を除く）に対する非金銭報酬等の総額の内訳は、譲渡制限付株式報酬14,400千円であり

ます。

 
③　役員ごとの連結報酬等の総額等

報酬等の総額が１億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。

 

(5) 【株式の保有状況】

①　投資株式の区分の基準及び考え方

当社は、保有目的が純投資目的である投資株式及び純投資目的以外の目的である投資株式の区分について、株

価の変動又は配当の受領によって利益を得ることを目的とする投資株式を純投資目的の投資株式とし、その他の

投資株式を純投資目的以外の目的である投資株式としております。

 
②　保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式

該当事項はありません。

 
③　保有目的が純投資目的である投資株式

該当事項はありません。
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第５ 【経理の状況】

 

１　連結財務諸表及び財務諸表の作成方法について

(1) 当社の連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(1976年大蔵省令第28号)に基

づいて作成しております。

 
(2) 当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(1963年大蔵省令第59号)に基づいて

作成しております。また、当社は、特例財務諸表提出会社に該当し、財務諸表等規則第127条の規定により財務諸表

を作成しております。

 
２　監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、連結会計年度(2025年１月１日から2025年12月31日ま

で)の連結財務諸表及び事業年度(2025年１月１日から2025年12月31日まで)の財務諸表について、太陽有限責任監査法

人により監査を受けております。

 
３　連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組について

当社は、連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組を行っております。具体的には会計基準等の内容を

適切に把握できる体制を整備するため、監査法人など外部機関が開催する会計基準の変更等に関する研修に参加する

とともに、必要に応じて監査法人との協議を実施しております。
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１ 【連結財務諸表等】

(1) 【連結財務諸表】

① 【連結貸借対照表】

           (単位：千円)

          
前連結会計年度
(2024年12月31日)

当連結会計年度
(2025年12月31日)

資産の部   

 流動資産   

  現金及び預金 797,145 417,679

  売掛金 216,969 60,335

  商品 75,017 169,130

  仕掛品 22,915 5,722

  未収消費税等 - 40,716

  その他 14,058 19,977

  流動資産合計 1,126,106 713,561

 固定資産   

  有形固定資産   

   建物附属設備（純額） ※１  2,333 ※１  1,819

   工具、器具及び備品（純額） ※１  2,666 ※１  2,969

   有形固定資産合計 4,999 4,789

  無形固定資産   

   ソフトウエア 396,509 609,533

   ソフトウエア仮勘定 106,315 14,198

   その他 - 6,197

   無形固定資産合計 502,824 629,929

  投資その他の資産   

   関係会社株式 ※２  356,074 ※２  274,790

   その他 4,349 25,368

   投資その他の資産合計 360,423 300,158

  固定資産合計 868,248 934,877

 資産合計 1,994,355 1,648,439
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           (単位：千円)

          
前連結会計年度
(2024年12月31日)

当連結会計年度
(2025年12月31日)

負債の部   

 流動負債   

  短期借入金 - ※３  300,000

  １年内返済予定の長期借入金 112,100 101,572

  未払金 94,779 102,144

  未払法人税等 13,131 5,002

  契約負債 18,669 9,440

  賞与引当金 35,000 70,000

  その他 42,713 22,705

  流動負債合計 316,393 610,865

 固定負債   

  長期借入金 404,200 451,792

  固定負債合計 404,200 451,792

 負債合計 720,593 1,062,657

純資産の部   

 株主資本   

  資本金 308,080 318,920

  資本剰余金 1,567,770 1,578,610

  利益剰余金 △595,726 △1,317,360

  株主資本合計 1,280,123 580,169

 その他の包括利益累計額   

  為替換算調整勘定 △6,361 1,292

  その他の包括利益累計額合計 △6,361 1,292

 新株予約権 - 4,320

 純資産合計 1,273,761 585,781

負債純資産合計 1,994,355 1,648,439
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② 【連結損益計算書及び連結包括利益計算書】

【連結損益計算書】

           (単位：千円)

          前連結会計年度
(自 2024年１月１日
　至 2024年12月31日)

当連結会計年度
(自 2025年１月１日
　至 2025年12月31日)

売上高 ※１  982,352 ※１  530,019

売上原価 325,806 ※２  255,661

売上総利益 656,546 274,358

販売費及び一般管理費 ※３、４  607,029 ※３、４  903,062

営業利益又は営業損失（△） 49,517 △628,704

営業外収益   

 受取利息 29 533

 持分法による投資利益 57,236 -

 その他 114 54

 営業外収益合計 57,380 587

営業外費用   

 支払利息 16,864 19,476

 上場関連費用 32,146 -

 支払手数料 - 4,386

 為替差損 2,754 4,504

 持分法による投資損失 - 61,133

 その他 - 168

 営業外費用合計 51,764 89,669

経常利益又は経常損失（△） 55,133 △717,785

特別損失   

 本社移転費用 - ※５  2,069

 固定資産除却損 - ※６  827

 特別損失合計 - 2,897

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損
失（△）

55,133 △720,683

法人税、住民税及び事業税 △1,337 950

法人税等合計 △1,337 950

当期純利益又は当期純損失（△） 56,471 △721,633

親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に
帰属する当期純損失（△）

56,471 △721,633
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【連結包括利益計算書】

           (単位：千円)

          前連結会計年度
(自 2024年１月１日
　至 2024年12月31日)

当連結会計年度
(自 2025年１月１日
　至 2025年12月31日)

当期純利益又は当期純損失（△） 56,471 △721,633

その他の包括利益   

 為替換算調整勘定 6,831 7,654

 その他の包括利益合計 ※１  6,831 ※１  7,654

包括利益 63,303 △713,979

（内訳）   

 親会社株主に係る包括利益 63,303 △713,979

 非支配株主に係る包括利益 - -
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③ 【連結株主資本等変動計算書】

前連結会計年度(自　2024年１月１日　至　2024年12月31日)

 (単位：千円)

 
株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 株主資本合計

当期首残高 10,000 1,269,690 △652,198 627,491

当期変動額     

新株の発行 298,080 298,080 - 596,160

親会社株主に帰属する当

期純利益
- - 56,471 56,471

株主資本以外の項目の

当期変動額（純額）
- - - -

当期変動額合計 298,080 298,080 56,471 652,631

当期末残高 308,080 1,567,770 △595,726 1,280,123
 

 

 
その他の包括利益累計額

純資産合計
為替換算調整勘定

その他の包括利益累計額

合計

当期首残高 △13,193 △13,193 614,297

当期変動額    

新株の発行 - - 596,160

親会社株主に帰属する当

期純利益
- - 56,471

株主資本以外の項目の

当期変動額（純額）
6,831 6,831 6,831

当期変動額合計 6,831 6,831 659,463

当期末残高 △6,361 △6,361 1,273,761
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当連結会計年度(自　2025年１月１日　至　2025年12月31日)

 (単位：千円)

 
株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 株主資本合計

当期首残高 308,080 1,567,770 △595,726 1,280,123

当期変動額     

新株の発行 10,840 10,840 - 21,680

親会社株主に帰属する当

期純損失（△）
- - △721,633 △721,633

株主資本以外の項目の

当期変動額（純額）
- - - -

当期変動額合計 10,840 10,840 △721,633 △699,953

当期末残高 318,920 1,578,610 △1,317,360 580,169
 

 

 
その他の包括利益累計額

新株予約権 純資産合計
為替換算調整勘定

その他の包括利益累計額

合計

当期首残高 △6,361 △6,361 - 1,273,761

当期変動額     

新株の発行 - - - 21,680

親会社株主に帰属する当

期純損失（△）
- - - △721,633

株主資本以外の項目の

当期変動額（純額）
7,654 7,654 4,320 11,974

当期変動額合計 7,654 7,654 4,320 △687,979

当期末残高 1,292 1,292 4,320 585,781
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④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

           (単位：千円)

          前連結会計年度
(自 2024年１月１日
　至 2024年12月31日)

当連結会計年度
(自 2025年１月１日
　至 2025年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー   

 
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期
純損失（△）

55,133 △720,683

 減価償却費 89,897 132,932

 敷金償却費 - 563

 固定資産除却損 - 827

 持分法による投資損益（△は益） △57,236 61,133

 賞与引当金の増減額（△は減少） △3,597 35,000

 受取利息及び受取配当金 △29 △533

 支払利息 16,864 19,476

 上場関連費用 32,146 -

 支払手数料 - 4,386

 売上債権の増減額（△は増加） △64,548 158,985

 棚卸資産の増減額（△は増加） 6,257 △73,971

 仕入債務の増減額（△は減少） △32,250 -

 未払金の増減額（△は減少） △15,895 17,650

 前受金の増減額（△は減少） △174 -

 その他の流動資産の増減額（△は増加） 24,169 △60,928

 その他の流動負債の増減額（△は減少） △36,975 △5,804

 その他 14,166 22,653

 小計 27,927 △408,311

 利息及び配当金の受取額 3,292 533

 利息の支払額 △18,708 △19,476

 法人税等の支払額 △2,290 △12,768

 法人税等の還付額 2,287 -

 営業活動によるキャッシュ・フロー 12,509 △440,022

投資活動によるキャッシュ・フロー   

 有形固定資産の取得による支出 △680 △3,155

 無形固定資産の取得による支出 △318,094 △264,751

 敷金及び保証金の回収による収入 - 360

 敷金及び保証金の差入による支出 - △17,375

 投資活動によるキャッシュ・フロー △318,774 △284,922

財務活動によるキャッシュ・フロー   

 短期借入金の純増減額（△は減少） △200,000 300,000

 長期借入れによる収入 300,000 400,000

 長期借入金の返済による支出 △36,150 △362,936

 新株予約権の発行による収入 - 4,400

 株式の発行による収入 596,160 7,200

 上場関連費用の支出 △21,938 -

 支払手数料の支払額 - △4,386

 財務活動によるキャッシュ・フロー 638,071 344,277

現金及び現金同等物に係る換算差額 2,748 1,201

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 334,554 △379,466

現金及び現金同等物の期首残高 462,591 797,145

現金及び現金同等物の期末残高 ※  797,145 ※  417,679
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【注記事項】

(連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)

１　連結の範囲に関する事項

すべての子会社を連結しております。

連結子会社の数

1社

連結子会社の名称

Informetis Europe Ltd.

 
２　持分法の適用に関する事項

(1) 持分法を適用した関連会社数

1社

会社の名称

株式会社エナジーゲートウェイ

 
(2) 持分法適用手続に関する特記事項

株式会社エナジーゲートウェイは、３月決算であり、決算日が異なるため、同社の直近の四半期決算を基に

した仮決算により作成した財務諸表を使用しております。

 
３　連結子会社の事業年度等に関する事項

連結子会社の決算日は、連結決算日と一致しております。

 
４　会計方針に関する事項

(1) 重要な資産の評価基準及び評価方法

通常の販売目的で保有する棚卸資産

評価基準は原価法(収益性の低下による簿価切下げの方法)

商品

移動平均法

仕掛品

個別法

 
(2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法

①　有形固定資産

定率法を採用しております。2016年４月１日以降に取得した建物附属設備については、定額法を採用して

おります。

なお、主な耐用年数は次のとおりであります。

建物附属設備　　　　　　　６年～15年

工具、器具及び備品　　　　３年～８年

 
②　無形固定資産

定額法を採用しております。

なお、主な償却年数は、次のとおりであります。

ソフトウエア(自社利用分)　５年(社内における利用可能期間)

 
(3) 重要な引当金の計上基準

賞与引当金

従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込み額に基づき当連結会計年度に見合う分を計上

しております。

 
(4) 重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算の基準

在外子会社等の資産及び負債は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、収益及び費用は、期中平
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均相場により円貨に換算し、換算差額は、純資産の部における為替換算調整勘定に含めております。

 
(5) 重要な収益及び費用の計上基準

当社グループの収益は、当社グループの提供するプラットフォームやプラットフォーム上で稼働する各種ア

プリ(以下、「プラットフォーム等」という。)に関して、利用開始時に発生する一時的な収益である「アップ

フロント」と、累積的・継続的に発生する収益である「プラットフォーム・アプリ提供」及び「アップフロン

ト」と「プラットフォーム・アプリ提供」以外の収益となる「その他」により構成されております。

「アップフロント」については、顧客に当社グループの提供するプラットフォーム等を利用することができ

るようにする義務を負っております。当該履行義務は、顧客がプラットフォーム等を利用できることを確認し

た時点が履行義務の履行時点となると判断し、同時点で収益を認識しております。

「プラットフォーム・アプリ提供」については、メンテナンス契約とプラットフォーム等の利用料によって

構成されております。メンテナンス契約は契約に定められた期間に渡り、メンテナンスを行う義務を負ってお

り、当該履行義務は時の経過につれて充足されるため、当該契約期間に応じて均等按分し、収益を認識してお

ります。プラットフォーム等の利用料の受領は一括で受領するものと毎月受領するものの２パターンがありま

す。いずれのパターンにおいても、契約に基づく期間に渡って、顧客がプラットフォーム等の利用ができるよ

うにする義務を負っており、当該履行義務は時の経過とともに充足されるため、前者は当該契約期間に応じて

均等按分し、後者は月末締めで収益として計上しております。

「その他」については、「アップフロント」及び「プラットフォーム・アプリ提供」以外の主に受託開発や

実証等となります。当該履行義務は、顧客に対する成果物の納品時点で充足されるため、同時点で収益を認識

しております。

物品の販売契約における対価は、通常、短期のうちに支払期日が到来しております。なお、重要な金融要素

は含んでおりません。

 
(6) 連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

手元現金、随時引き出し可能な預金であります。

 

(7)その他連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

繰延資産の処理方法

株式交付費

支出時に全額費用処理しております。

 
(重要な会計上の見積り)

前連結会計年度(自　2024年１月１日　至　2024年12月31日)

固定資産の減損損失の認識の要否

(1) 当連結会計年度の連結財務諸表に計上した金額

有形固定資産　　4,999千円

無形固定資産　502,824千円

（注）上記のうち、当社グループにおける減損の兆候がある固定資産は、当連結会計年度において無形固定資産

93,017千円であります。

 
(2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する理解に資する情報

当社グループは、管理会計上の単位を資産グループの基礎とし、独立したキャッシュ・フローを生み出す最小単

位でグルーピングしております。

固定資産のうち減損の兆候がある資産又は資産グループについて、当該資産又は資産グループから得られる割引

前将来キャッシュ・フローの総額が帳簿価額を下回る場合には、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額

を減損損失として計上しております。その場合の回収可能価額は、正味売却価額又は使用価値により算定しており

ます。

 
当連結会計年度においては、海外領域事業における資産グループについて、営業損益が継続的にマイナスとなっ

ていることから減損の兆候を識別し、減損損失の認識の判定を行っておりますが、当該資産グループから得られる

割引前将来キャッシュ・フローの総額がその帳簿価額を上回っていることから、減損損失を認識しておりません。
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割引前将来キャッシュ・フローは、取締役会によって承認された事業計画を基礎として見積っております。

将来キャッシュ・フローの算出に用いた主要な仮定は、事業計画における売上高の基礎となる今後の欧州ヒート

ポンプ市場の動向や市場における提携先グループのシェア率等であり、一定の成長を仮定しております。

 上記の主要な仮定は見積りの不確実性が高く、将来の予測不能な事業上の前提条件の変化によって見積りが変更し

た場合には、翌連結会計年度の連結財務諸表に影響が生じる可能性があります。

 
当連結会計年度(自　2025年１月１日　至　2025年12月31日)

１　固定資産の減損損失の認識の要否

(1) 当連結会計年度の連結財務諸表に計上した金額

有形固定資産　　4,789千円

無形固定資産　629,929千円

（注）上記のうち、当社グループにおける減損の兆候がある固定資産は、当連結会計年度において無形固定資産

125,792千円であります。

 
(2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する理解に資する情報

当社グループは、管理会計上の単位を資産グループの基礎とし、独立したキャッシュ・フローを生み出す最小単

位でグルーピングしております。

固定資産のうち減損の兆候がある資産又は資産グループについて、当該資産又は資産グループから得られる割引

前将来キャッシュ・フローの総額が帳簿価額を下回る場合には、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額

を減損損失として計上しております。その場合の回収可能価額は、正味売却価額又は使用価値により算定しており

ます。

当連結会計年度においては、海外領域事業を中心とした資産グループについて、営業損益が継続的にマイナスと

なっていることから減損の兆候を識別し、減損損失の認識の判定を行っておりますが、当該資産グループから得ら

れる割引前将来キャッシュ・フローの総額がその帳簿価額を上回っていることから、減損損失を認識しておりませ

ん。割引前将来キャッシュ・フローは、取締役会によって承認された事業計画を基礎として見積っております。

将来キャッシュ・フローの算出に用いた主要な仮定は、事業計画における売上高の基礎となる今後の欧州ヒート

ポンプ市場の動向や当社グループの提供するエネルギーマネジメントサービスの導入率等であり、一定の成長を仮

定しております。

これらの仮定は、経営者の最善の見積りと判断により決定しておりますが、将来の不確実な経済条件の変動等の

結果によって影響を受ける可能性があり、見直しが必要となった場合、翌連結会計年度以降の連結財務諸表に影響

が生じる可能性があります。

 
２　棚卸評価損の認識の要否

(1) 当連結会計年度の連結財務諸表に計上した金額

商品　　　　　　　　　　　　　　169,130千円

商品評価損　　　　　　　　　　　 14,891千円

持分法による投資損失　　　　　　 61,133千円

（うち、棚卸資産評価損相当額）　167,480千円

 
(2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する理解に資する情報

商品の評価基準及び評価方法については、主として移動平均法による原価法（収益性の低下による簿価切下げの

方法）を採用しております。商品の保有状況から、滞留が生じている商品については将来の販売計画等を検討する

とともに、評価方針に従って簿価切下げを行っておりますが、当該評価方針には将来の販売見込み及び処分見込み

といった経営者による仮定を含んでおります。

これらの仮定は、経営者の最善の見積りと判断により決定しておりますが、将来の不確実な経済条件の変動等の

結果によって影響を受ける可能性があり、見直しが必要となった場合、翌連結会計年度以降の連結財務諸表に影響

が生じる可能性があります。

また、当連結会計年度の関係会社株式274,790千円は、持分法適用会社に対する投資であり、翌連結会計年度以降

に持分法適用会社で棚卸資産評価損が認識される場合には、連結財務諸表において持分法による投資損益に影響を

及ぼす可能性があります。
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(会計方針の変更)

（「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」等の適用）

　「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」（企業会計基準第27号　2022年10月28日。以下「2022年改正会

計基準」という。）等を当連結会計年度の期首から適用しております。

　法人税等の計上区分（その他の包括利益に対する課税）に関する改正については、2022年改正会計基準第20－３項

ただし書きに定める経過的な取扱い及び「税効果会計に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第28号

2022年10月28日。以下「2022年改正適用指針」という。）第65－２項(２)ただし書きに定める経過的な取扱いに従っ

ております。なお、当該会計方針の変更による連結財務諸表への影響はありません。

　また、連結会社間における子会社株式等の売却に伴い生じた売却損益を税務上繰り延べる場合の連結財務諸表にお

ける取扱いの見直しに関連する改正については、2022年改正適用指針を当連結会計年度の期首から適用しておりま

す。当該会計方針の変更は、遡及適用され、前連結会計年度については遡及適用後の連結財務諸表となっておりま

す。なお、当該会計方針の変更による前連結会計年度の連結財務諸表への影響はありません。

 

(未適用の会計基準等)

(リースに関する会計基準等)

・「リースに関する会計基準」(企業会計基準第34号　2024年９月13日)

・「リースに関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第33号　2024年９月13日)

(1) 概要

企業会計基準委員会において、日本基準を国際的に整合性のあるものとする取組みの一環として、借手の

全てのリースについて資産及び負債を認識するリースに関する会計基準の開発に向けて、国際的な会計基準

を踏まえた検討が行われ、基本的な方針として、IFRS第16号の単一の会計処理モデルを基礎とするものの、

IFRS第16号の全てを採り入れるのではなく、主要な定めのみを採り入れることにより、簡素で利便性が高

く、かつ、IFRS第16号の定めを個別財務諸表に用いても、基本的に修正が不要となることを目指したリース

会計基準等が公表されました。

借手の会計処理として、借手のリースの費用配分の方法については、IFRS第16号と同様に、リースがファ

イナンス・リースであるかオペレーティング・リースであるかにかかわらず、全てのリースについて使用権

資産に係る減価償却費及びリース負債に係る利息相当額を計上する単一の会計処理モデルが適用されます。

 
(2) 適用予定日

2028年12月期の期首より適用予定であります。

 
(3) 当該会計基準等の適用による影響

影響額は、当連結財務諸表の作成時において未定であります。
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(連結貸借対照表関係)

※１　有形固定資産の減価償却累計額は、次のとおりであります。

 

 
前連結会計年度
(2024年12月31日)

当連結会計年度
(2025年12月31日)

有形固定資産の減価償却累計額 10,072千円 12,483千円
 

 
※２　関連会社に対するものは、次のとおりであります。

 

 
前連結会計年度
(2024年12月31日)

当連結会計年度
(2025年12月31日)

関係会社株式 356,074千円 274,790千円
 

 
※３　当社においては、株式会社みずほ銀行との間でコミットメントライン契約を締結しております。

　　　この契約に基づく、連結会計年度末の借入未実行残高は以下の通りであります。

 
前連結会計年度
(2024年12月31日)

当連結会計年度
(2025年12月31日)

コミットメントラインの総額 ―千円 300,000千円

借入実行残高 ―〃 300,000〃

差引額 ―〃 ―〃
 

 
(注) １．以下の財務上の特約が付されております。

　　 　①2025年12月期決算における純資産（連結）の部の金額を2024年12月期決算における純資産（連結）の部の金

額の75%以上に維持

　　 　②2025年12月期決算における最終決算（連結）を経常黒字に維持

　　 ２．2026年２月13日に当該コミットメントライン契約による借入金を期日前返済し、新たに当座貸越契約を締結

いたしました。詳細は「１連結財務諸表　注記事項(重要な後発事象)」に記載しております。

 
(連結損益計算書関係)

※１　顧客との契約から生じる収益

売上高については、顧客との契約から生じる収益及びそれ以外の収益を区分して記載しておりません。顧客との

契約から生じる収益の金額は、連結財務諸表「注記事項(収益認識関係)１　顧客との契約から生じる収益を分解し

た情報」に記載しております。

 
※２　期末棚卸高は収益性の低下に伴う簿価切下後の金額であり、次の商品評価損が売上原価に含まれております。

 

 
前連結会計年度

(自　2024年１月１日
至　2024年12月31日)

当連結会計年度
(自　2025年１月１日
至　2025年12月31日)

 -千円 14,891千円
 

 
※３　販売費及び一般管理費のうち主要な費用及び金額は、次のとおりであります。

 

 
前連結会計年度

(自　2024年１月１日
至　2024年12月31日)

当連結会計年度
(自　2025年１月１日
至　2025年12月31日)

給与手当 152,919千円 136,211千円

賞与引当金繰入額 35,000 〃 70,000 〃

システム利用料 70,841 〃 80,060 〃

減価償却費 85,839 〃 126,887 〃

業務委託費 66,420 〃 91,239 〃

研究開発費 41,914 〃 92,701 〃
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※４　一般管理費に含まれる研究開発費の総額は、次のとおりであります。

 

 
前連結会計年度

(自　2024年１月１日
至　2024年12月31日)

当連結会計年度
(自　2025年１月１日
至　2025年12月31日)

 41,914千円 92,701千円
 

 

※５　本社移転費用

本社移転費用については、2025年11月の本社移転に伴うものであり、主な内容は、新本社への移転費用でありま

す。

 
※６　固定資産除却損の内容は、次のとおりであります。

 

 
前連結会計年度

(自　2024年１月１日
至　2024年12月31日)

当連結会計年度
(自　2025年１月１日
至　2025年12月31日)

建物附属設備 -千円 827千円
 

 

(連結包括利益計算書関係)

※１　その他の包括利益に係る組替調整額

 

 
前連結会計年度

(自　2024年１月１日
至　2024年12月31日)

当連結会計年度
(自　2025年１月１日
至　2025年12月31日)

為替換算調整勘定     

当期発生額 6,831千円 7,654千円

組替調整額 ― 〃 ― 〃

法人税等及び税効果調整前 ― 〃 ― 〃

法人税等及び税効果額 ― 〃 ― 〃

為替換算調整勘定 6,831 〃 7,654 〃

その他の包括利益合計 6,831 〃 7,654 〃
 

 

(連結株主資本等変動計算書関係)

前連結会計年度(自　2024年１月１日　至　2024年12月31日)

１　発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

株式の種類 当連結会計年度期首 増加 減少 当連結会計年度末

発行済株式     

普通株式 4,263,357 600,000 ― 4,863,357

合計 4,263,357 600,000 ― 4,863,357

自己株式     

普通株式 ― ― ― ―

合計 ― ― ― ―
 

（変動事由の概要）

新株の発行

有償一般募集による増加　600,000株
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２　新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

会社名 内訳
目的となる
株式の種類

目的となる株式の数(株) 当連結会計
年度末残高
(千円)

当連結会計
年度期首

増加 減少
当連結
会計年度末

提出会社

ストック・オプショ
ンとしての第６回
(１)新株予約権

普通株式 ― ― ― ― ―

ストック・オプショ
ンとしての第６回
(２)新株予約権

普通株式 ― ― ― ― ―

ストック・オプショ
ンとしての第７回新
株予約権

普通株式 ― ― ― ― ―

ストック・オプショ
ンとしての第８回新
株予約権

普通株式 ― ― ― ― ―

合計 ― ― ― ― ―
 

 

３　配当に関する事項

該当事項はありません。

 

当連結会計年度(自　2025年１月１日　至　2025年12月31日)

１　発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

株式の種類 当連結会計年度期首 増加 減少 当連結会計年度末

発行済株式     

普通株式 4,863,357 44,000 ― 4,907,357

合計 4,863,357 44,000 ― 4,907,357

自己株式     

普通株式 ― ― ― ―

合計 ― ― ― ―
 

（変動事由の概要）

新株の発行

譲渡制限株式の発行による増加　24,000株

新株予約権の行使による増加　20,000株
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２　新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

会社名 内訳
目的となる
株式の種類

目的となる株式の数(株) 当連結会計
年度末残高
(千円)

当連結会計
年度期首

増加 減少
当連結
会計年度末

提出会社

ストック・オプショ
ンとしての第６回
(１)新株予約権

普通株式 ― ― ― ― ―

ストック・オプショ
ンとしての第６回
(２)新株予約権

普通株式 ― ― ― ― ―

ストック・オプショ
ンとしての第７回新
株予約権

普通株式 ― ― ― ― ―

ストック・オプショ
ンとしての第８回新
株予約権

普通株式 ― ― ― ― ―

第９回新株予約権 普通株式 ― 1,100,000 20,000 1,080,000 4,320

合計 ― 1,100,000 20,000 1,080,000 4,320
 

　（注）第９回新株予約権の増加は新株予約権の発行によるものであり、減少は権利行使によるものであります。

 
３　配当に関する事項

該当事項はありません。

 

(連結キャッシュ・フロー計算書関係)

※　現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は、次のとおりでありま

す。

 

 
前連結会計年度

(自　2024年１月１日
至　2024年12月31日)

当連結会計年度
(自　2025年１月１日
至　2025年12月31日)

現金及び預金 797,145千円 417,679千円

現金及び現金同等物 797,145 〃 417,679 〃
 

 

(金融商品関係)

１　金融商品の状況に関する事項

(1) 金融商品に対する取り組み方針

当社グループは、資金運用については預金等の安全性の高い金融資産で行い、また、資金調達については銀行

借入や第三者割当増資による方針であります。なお、デリバティブ取引は行っておりません。

 
(2) 金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

営業債権である売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。当該リスクに関しては、取引ごとの期日管

理及び残高管理を行うことにより、財務状況等の悪化等による回収懸念の早期把握や軽減を図っております。回

収遅延債権については、定期的に各担当者に報告され、個別に把握及び対応を行う体制としております。

営業債務である未払金はすべてが１年以内に支払期日が到来するものであります。また、これらの営業債務

は、流動性リスクに晒されておりますが、資金繰計画を作成する等の方法により管理しております。

借入金の使途は、今後の事業規模拡大を見据え運転資金等の資金需要の増加に備えるものであります。

資金調達に係る流動性リスク(支払期日に支払いを実行できなくなるリスク)の管理に関しては、資金計画の見

直しを四半期ごとに行い、必要となる資金を計画的に調達しております。
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(3) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

金融商品の時価の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することにより、

当該価額が変動することもあります。

 

２　金融商品の時価等に関する事項

連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。

 

前連結会計年度(2024年12月31日)

 
連結貸借対照表計上額

(千円)
時価
(千円)

差額
(千円)

 長期借入金（１年内返済予定を含む） 516,300 439,651 △76,648

負債計 516,300 439,651 △76,648
 

(*1) 現金は注記を省略しており、預金、売掛金、買掛金、未払金、契約負債は、短期間で決済されるため時価が帳

簿価額と近似するものであることから、記載を省略しております。

(*2) 市場価格のない株式等の連結貸借対照表計上額は、以下のとおりであります。

 (単位：千円)

区分 2024年12月31日

関係会社株式 356,074
 

 
当連結会計年度(2025年12月31日)

 
連結貸借対照表計上額

(千円)
時価
(千円)

差額
(千円)

 長期借入金（１年内返済予定を含む） 553,364 522,485 △30,878

負債計 553,364 522,485 △30,878
 

(*1) 現金は注記を省略しており、預金、売掛金、短期借入金、未払金、契約負債は、短期間で決済されるため時価

が帳簿価額と近似するものであることから、記載を省略しております。

(*2) 市場価格のない株式等の連結貸借対照表計上額は、以下のとおりであります。

 (単位：千円)

区分 2025年12月31日

関係会社株式 274,790
 

 
(注) １　金銭債権の連結決算日後の償還予定額

前連結会計年度(2024年12月31日)

 
１年以内
(千円)

１年超
５年以内
(千円)

５年超
10年以内
(千円)

10年超
(千円)

現金及び預金 797,145 ― ― ―

売掛金 216,969 ― ― ―

合計 1,014,115 ― ― ―
 

 
当連結会計年度(2025年12月31日)

 
１年以内
(千円)

１年超
５年以内
(千円)

５年超
10年以内
(千円)

10年超
(千円)

現金及び預金 417,679 ― ― ―

売掛金 60,335 ― ― ―

合計 478,014 ― ― ―
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(注) ２　短期借入金及び長期借入金の連結決算日後の返済予定額

前連結会計年度(2024年12月31日)

 
１年以内
(千円)

１年超
２年以内
(千円)

２年超
３年以内
(千円)

３年超
４年以内
(千円)

４年超
５年以内
(千円)

５年超
(千円)

長期借入金 112,100 169,920 82,420 19,920 19,920 112,020

合計 112,100 169,920 82,420 19,920 19,920 112,020
 

 
当連結会計年度(2025年12月31日)

 
１年以内
(千円)

１年超
２年以内
(千円)

２年超
３年以内
(千円)

３年超
４年以内
(千円)

４年超
５年以内
(千円)

５年超
(千円)

短期借入金 300,000 ― ― ― ― ―

長期借入金 101,572 99,912 99,912 99,912 59,956 92,100

合計 401,572 99,912 99,912 99,912 59,956 92,100
 

 
３　金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の３つのレベルに分類

しております。

レベル１の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価の算

定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価

レベル２の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル１のインプット以外の時価の算定に係

るインプットを用いて算定した時価

レベル３の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価

 
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属す

るレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。

 
(1) 時価で連結貸借対照表に計上している金融商品

該当事項はありません。

 
(2) 時価で連結貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品

前連結会計年度(2024年12月31日)

区分
時価(千円)

レベル１ レベル２ レベル３ 合計

長期借入金 ― 439,651 ― 439,651

負債計 ― 439,651 ― 439,651
 

 
当連結会計年度(2025年12月31日)

区分
時価(千円)

レベル１ レベル２ レベル３ 合計

長期借入金 ― 522,485 ― 522,485

負債計 ― 522,485 ― 522,485
 

 
(注)　時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明

長期借入金

これらの時価は、元利金の合計額と、当該債務の残存期間及び信用リスクを加味した利率を基に、割引現在価値法

により算定しており、レベル２の時価に分類しております。

 

EDINET提出書類

インフォメティス株式会社(E37563)

有価証券報告書

100/137



 

(ストック・オプション等関係)

１　ストック・オプションにかかる費用計上額及び科目名

当社は、付与日時点において未公開企業であり、付与日時点におけるストック・オプション等の単位当たりの本

源的価値は０円であるため、費用計上はしておりません。

 
２　ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況

(1) ストック・オプションの内容

 

 第６回(１)新株予約権 第６回(２)新株予約権 第７回新株予約権

会社名 提出会社 提出会社 提出会社

決議年月日 2021年11月30日 2021年11月30日 2023年７月25日

付与対象者の区分及
び人数

当社代表取締役　　　　１
当社取締役　　　　　　３
当社子会社代表取締役　１
当社従業員　　　　　　31

当社代表取締役　　　　１
当社取締役　　　　　　１
当社子会社従業員　　　３
社外協力者　　　　　　１

当社代表取締役　　　　１
当社取締役　　　　　　１
当社執行役員　　　　　３
当社子会社代表取締役　１
当社従業員　　　　　　38

株式の種類別のス
トック・オプション
の数(注)１、２

普通株式 151,900株 普通株式 24,000株 普通株式 98,900株

付与日 2021年12月１日 2021年12月１日 2023年７月26日

権利確定条件 (注)３ (注)３ (注)３

対象勤務期間 ― ― ―

権利行使期間
2023年12月１日～
2031年11月30日

2023年12月１日～
2031年11月30日

2025年７月26日～
2033年７月25日

 

 
 第８回新株予約権

会社名 提出会社

決議年月日 2024年６月19日

付与対象者の区分及
び人数

当社代表取締役　　　　１
当社取締役　　　　　　１
当社執行役員　　　　　２
当社子会社代表取締役　１
当社従業員　　　　　　15

株式の種類別のス
トック・オプション
の数　(注)１、２

普通株式 115,100株

付与日 2024年６月20日

権利確定条件 (注)３

対象勤務期間 ―

権利行使期間
2027年６月20日～
2034年６月19日

 

(注) １．株式数に換算して記載しております。

　　 ２．当社は、2022年２月10日付で株式１株につき20株の割合で株式分割を行っている為、当該株式分割後の株式

数に換算して記載しております。

EDINET提出書類

インフォメティス株式会社(E37563)

有価証券報告書

101/137



 

    ３．「第４　提出会社の状況　(2) 新株予約権等の状況　①ストックオプション制度の内容」に記載のとおりで

あります。

 
(2) ストック・オプションの規模及びその変動状況

①　ストック・オプションの数

 

 第６回(１)新株予約権 第６回(２)新株予約権 第７回新株予約権

会社名 提出会社 提出会社 提出会社

権利確定前(株)    

　前連結会計年度末 - - 82,400

　付与 - - -

　失効 - - 2,500

　権利確定 - - 79,900

　未確定残 - - -

権利確定後(株)    

　前連結会計年度末 57,600 8,000 -

　権利確定 - - 79,900

　権利行使 - - -

　失効 1,000 - 500

　未行使残 56,600 8,000 79,400
 

 

 第８回新株予約権

会社名 提出会社

権利確定前(株)  

　前連結会計年度末 113,300

　付与 -

　失効 1,000

　権利確定 -

　未確定残 112,300

権利確定後(株)  

　前連結会計年度末 -

　権利確定 -

　権利行使 -

　失効 -

　未行使残 -
 

 
②　単価情報
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 第６回(１)新株予約権 第６回(２)新株予約権 第７回新株予約権

会社名 提出会社 提出会社 提出会社

権利行使価格(円) 2,437 2,437 1,157

行使時平均株価(円) ― ― ―

付与日における公正
な評価単価(円)

― ― ―
 

 
 第８回新株予約権

会社名 提出会社

権利行使価格(円) 1,482

行使時平均株価(円) ―

付与日における公正
な評価単価(円)

―
 

 
３　ストック・オプションの権利確定数の見積方法

基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用してお

ります。

 
４　ストック・オプションの単位当たりの本源的価値により算定を行う場合の当連結会計年度末における本源的価値

の合計額及び当連結会計年度において権利行使されたストック・オプションの権利行使日における本源的価値の

合計額

(１)当連結会計年度末における本源的価値の合計額  

　　　　－千円

 
(２)当連結会計年度において権利行使されたストック・オプションの権利行使日

　　における本源的価値の合計額　　

　　　　－千円
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(税効果会計関係)

１　繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

 

 
前連結会計年度
(2024年12月31日)

当連結会計年度
(2025年12月31日)

繰延税金資産     

税務上の繰越欠損金(注２) 635,915千円 818,707千円

減損損失 49,578 〃 29,055 〃

関係会社株式評価損 7,378 〃 7,595 〃

賞与引当金 10,717 〃 22,064 〃

商品評価損 ― 〃 4,693〃

その他 817 〃 551 〃

繰延税金資産小計 704,406千円 882,668千円

税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額(注２) △635,915 〃 △818,707 〃

将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額 △68,491 〃 △63,960 〃

評価性引当額小計(注１) △704,406 〃 △882,668 〃

繰延税金資産の合計 ―千円 ―千円

繰延税金資産の純額 ―千円 ―千円
 

 
(注１)　評価性引当額の主な変動は、税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額の増加によるものであります。

(注２)　税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額

 
前連結会計年度(2024年12月31日)

 １年以内
１年超
２年以内

２年超
３年以内

３年超
４年以内

４年超
５年以内

５年超 合計

税務上の繰越欠損金(a) 44,489 ― ― 48,082 109,154 434,188 635,915千円

評価性引当額 △44,489 ― ― △48,082 △109,154 △434,188 △635,915〃

繰延税金資産 ― ― ― ― ― ― ―
 

(a) 税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。

 
当連結会計年度(2025年12月31日)

 １年以内
１年超
２年以内

２年超
３年以内

３年超
４年以内

４年超
５年以内

５年超 合計

税務上の繰越欠損金(a) ― ― 49,495 112,363 82,321 574,526 818,707千円

評価性引当額 ― ― △49,495 △112,363 △82,321 △574,526 △818,707〃

繰延税金資産 ― ― ― ― ― ― ―
 

(a) 税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
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２　法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となっ

た主要な項目別の内訳

 
前連結会計年度
(2024年12月31日)

当連結会計年度
(2025年12月31日)

法定実効税率 30.6％

税金等調整前当期純損失を
計上しているため、記載を
省略しております。

(調整)   

子会社の適用税率差異 △7.8 〃

交際費等の損金不算入 0.1 〃

受取利息等の益金不算入 △2.9 〃

住民税均等割 1.7 〃

評価性引当額の増減 △221.5 〃

繰越欠損金の期限切れ 212.8 〃

持分法投資損益 △31.8 〃

連結修正 15.9 〃

その他 0.4〃

税効果会計適用後の法人税等の負担率 △2.4％   
 

 
３　法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正

「所得税法等の一部を改正する法律」（令和7年法律第13号）が2025年３月31日に国会で成立し、2026年４月１日

以後開始する事業年度より「防衛特別法人税」の課税が行われることになりました。これに伴い、2027年１月１日以

後開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異等に係る繰延税金資産及び繰延税金負債については、法定実効

税率を30.6％から31.5％に変更し計算しております。この税率変更により、当連結会計年度の連結財務諸表に与える

影響は軽微です。

 
(資産除去債務関係)

当社グループは、不動産賃借契約に基づき使用する建物において、退去時における原状回復に係る債務を有し

ております。なお、各連結会計年度における資産除去債務は、負債計上に代えて、当該不動産賃貸借契約に関連

する敷金及び保証金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を合理的に見積り、そのうち各連結会計年度

の負担に属する金額を費用に計上する簡便的な方法によっております。

 

(収益認識関係)

１　顧客との契約から生じる収益を分解した情報

当社の売上高は、顧客との契約から生じる収益であり、当社の財又はサービスの種類別及び収益の認識時期に分

解した場合の内訳は、以下のとおりであります。

前連結会計年度(自　2024年１月１日　至　2024年12月31日)

    (単位：千円)

 アップフロント
プラットフォー
ム・アプリ提供

その他※ 合計

一時点で移転される財又はサービス 211,393 52,523 402,049 665,966

一定の期間にわたり移転される財又はサービ
ス

― 316,386 ― 316,386

顧客との契約から生じる収益 211,393 368,910 402,049 982,352

その他の収益 ― ― ― ―

外部顧客への売上高 211,393 368,910 402,049 982,352
 

（注）その他の主なものは、次世代（第２世代）スマートメーターを中心とする受託開発です。
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当連結会計年度(自　2025年１月１日　至　2025年12月31日)

    (単位：千円)

 アップフロント
プラットフォー
ム・アプリ提供

その他※ 合計

一時点で移転される財又はサービス 15,091 30,510 205,045 250,647

一定の期間にわたり移転される財又はサービ
ス

― 279,372 ― 279,372

顧客との契約から生じる収益 15,091 309,883 205,045 530,019

その他の収益 ― ― ― ―

外部顧客への売上高 15,091 309,883 205,045 530,019
 

（注）その他の主なものは、次世代（第２世代）スマートメーターを中心とする受託開発です。

 
２　顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報

「(連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)、４　会計方針に関する事項、(5) 重要な収益及び費用の

計上基準」に記載のとおりであります。

 
３　顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当連結会計年度

末において存在する顧客との契約から翌連結会計年度以降に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関する

情報

(1) 契約資産及び契約負債の残高等

顧客との契約から生じた債権、契約資産及び契約負債の内訳は、以下のとおりであります。

  (単位：千円)

 
前連結会計年度
(2024年12月31日)

当連結会計年度
(2025年12月31日)

顧客との契約から生じた債権(期首残高) 152,247 216,969

顧客との契約から生じた債権(期末残高) 216,969 60,335

契約負債(期首残高) 27,533 18,669

契約負債(期末残高) 18,669 9,440
 

 
契約負債は、主にサービスの提供時に収益を認識する契約について、顧客から受け取った前受金であり、収益

の認識に伴い取り崩されます。

前連結会計年度に認識した収益の額のうち期首現在の契約負債残高に含まれていた額は7,705千円であります。

過去の期間に充足した履行義務から前連結会計年度に認識した収益の額に変動はありません。

当連結会計年度に認識した収益の額のうち期首現在の契約負債残高に含まれていた額は6,188千円であります。

過去の期間に充足した履行義務から当連結会計年度に認識した収益の額に変動はありません。

 
(2) 残存履行義務に配分した取引価格

当社及び連結子会社では、残存履行義務に配分した取引価格の注記にあたって実務上の便法を適用し、当初に

予想される契約期間が１年以内の契約について注記の対象に含めておりません。残存履行義務に配分した取引価

格の総額及び収益の認識が見込まれる期間は、以下のとおりであります。

  (単位：千円)

 
前連結会計年度
(2024年12月31日)

当連結会計年度
(2025年12月31日)

１年以内 6,806 6,323

１年超２年以内 6,323 2,446

２年超３年以内 2,446 158

３年超 671 512

合計 16,247 9,440
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(セグメント情報等)

【セグメント情報】

前連結会計年度(自　2024年１月１日　至　2024年12月31日)

当社グループの事業セグメントは、エナジー・インフォマティクス事業のみの単一セグメントであるため、セグメ

ント情報の記載を省略しております。

 
当連結会計年度(自　2025年１月１日　至　2025年12月31日)

当社グループの事業セグメントは、エナジー・インフォマティクス事業のみの単一セグメントであるため、セグメ

ント情報の記載を省略しております。

 

【関連情報】

前連結会計年度(自　2024年１月１日　至　2024年12月31日)

１　製品及びサービスごとの情報

単一の製品・サービスの区分の外部顧客への売上高が、連結損益計算書の売上高の90％を超えるため、記載を省略

しております。

 
２　地域ごとの情報

(1) 売上高

本邦の外部顧客への売上高に区分した金額が連結損益計算書の売上高の90％を超えるため、地域ごとの金額の

記載を省略しております。

 
(2) 有形固定資産

本邦に所在している有形固定資産の金額が連結貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、地域ご

との金額の記載を省略しております。

 
３　主要な顧客ごとの情報

 (単位：千円)

顧客の名称又は氏名 売上高

株式会社エナジーゲートウェイ 665,413
 

 
当連結会計年度(自　2025年１月１日　至　2025年12月31日)

１　製品及びサービスごとの情報

単一の製品・サービスの区分の外部顧客への売上高が、連結損益計算書の売上高の90％を超えるため、記載を省略

しております。

 
２　地域ごとの情報

(1) 売上高

本邦の外部顧客への売上高に区分した金額が連結損益計算書の売上高の90％を超えるため、地域ごとの金額の

記載を省略しております。

 
(2) 有形固定資産

本邦に所在している有形固定資産の金額が連結貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、地域ご

との金額の記載を省略しております。
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３　主要な顧客ごとの情報

 (単位：千円)

顧客の名称又は氏名 売上高

株式会社エナジーゲートウェイ 311,839
 

 

【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】

該当事項はありません。

 

【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】

該当事項はありません。

 

【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】

該当事項はありません。

 

【関連当事者情報】

１　関連当事者との取引

(1) 連結財務諸表提出会社と関連当事者との取引

(ア)連結財務諸表提出会社の非連結子会社及び関連会社等

前連結会計年度(自　2024年１月１日　至　2024年12月31日)

 

種類
会社等の名称
又は氏名

所在地
資本金又
は出資金
(千円)

事業の内容
又は職業

議決権等
の所有
(被所有)
割合(％)

関連当事者
との関係

取引の内容
取引金額
(千円)

科目
期末残高
(千円)

関連会社
株式会社エナ
ジーゲートウェ
イ

東京都
港区

30,000
IoTプラット
フォームサー
ビスの提供

(所有)
直接40.00

国内における総代
理店
役職員の兼任・出
向

売上高 683,146

売掛金 98,537

契約負債 16,247

受取配当金 3,262 ― ―

主要株

主の子

会社

株 式 会 社

フォーバルテ

レコム

東京都
港区

61,600
当社の製品
及びサービ
スの販売

(被所有)
間接13.06

製品の仕入 売上高 49,920 売掛金 54,912

 

(注)　取引条件及び取引条件の決定方針等

売上高は、独立第三者間取引と同様の一般的な取引条件で行っております。

 

当連結会計年度(自　2025年１月１日　至　2025年12月31日)

 

種類
会社等の名称
又は氏名

所在地
資本金又
は出資金
(千円)

事業の内容
又は職業

議決権等
の所有
(被所有)
割合(％)

関連当事者
との関係

取引の内容
取引金額
(千円)

科目
期末残高
(千円)

関連会社
株式会社エナ
ジーゲートウェ
イ

東京都
港区

30,000
IoTプラット
フォームサー
ビスの提供

(所有)
直接40.00

国内における総代
理店
役職員の兼任・出
向

売上高 311,839 売掛金 24,337

  契約負債 9,440

受取配当金 14,270 ― ―
 

(注)　取引条件及び取引条件の決定方針等

売上高は、独立第三者間取引と同様の一般的な取引条件で行っております。

 
(イ)連結財務諸表提出会社の役員及び主要株主(個人の場合に限る)等

該当事項はありません。
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(2) 連結財務諸表提出会社の連結子会社と関連当事者との取引

該当事項はありません。

 
２　親会社又は重要な関連会社に関する注記

(1) 親会社情報

該当事項はありません。

 
(2) 重要な関連会社の要約財務情報

当連結会計年度において、重要な関連会社は、株式会社エナジーゲートウェイであり、その要約財務諸表は以

下のとおりであります。

  (単位：千円)

 
株式会社エナジーゲートウェイ

前連結会計年度 当連結会計年度

流動資産合計 1,239,911 1,112,679

固定資産合計 127,339 216,062

   

流動負債合計 306,096 237,407

固定負債合計 ― ―

   

純資産合計 1,061,155 1,091,334

   

売上高 1,330,283 1,094,287

税引前当期純利益 158,911 159,108

当期純利益 116,302 65,865
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(１株当たり情報)

 

 
前連結会計年度

(自 2024年１月１日
至 2024年12月31日)

当連結会計年度
(自 2025年１月１日
至 2025年12月31日)

１株当たり純資産額 261.91円 118.49円

１株当たり当期純利益又は１株当たり
当期純損失(△)

13.11円 △147.95円
 

(注) １．前連結会計年度の潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、希薄化効果を有している潜在株式が存

在しないため、記載しておりません。

　　 ２．当連結会計年度の潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、潜在株式は存在するものの、１株当た

り当期純損失であるため記載しておりません。

    ３．１株当たり当期純利益又は１株当たり当期純損失（△）の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 

項目
前連結会計年度

(自 2024年１月１日
至 2024年12月31日)

当連結会計年度
(自 2025年１月１日
至 2025年12月31日)

１株当たり当期純利益又は１株当たり
当期純損失（△）

  

親会社株主に帰属する当期純利益又は親会
社株主に帰属する当期純損失(△)　(千円)

56,471 △721,633

普通株主に帰属しない金額(千円) ― ―

普通株式に係る親会社株主に帰属する
当期純利益又は普通株式に係る親会社株主
に帰属する当期純損失(△)　(千円)

56,471 △721,633

普通株式の期中平均株式数(株) 4,305,980 4,877,395

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後
１株当たり当期純利益の算定に含まれなかっ
た潜在株式の概要

新株予約権４種類
(新株予約権の数261,300個)
なお、新株予約権の概要は
「第４　提出会社の状況、
１　株式等の状況　(2) 新株
予約権等の状況」に記載のと

おりであります。

新株予約権５種類
(新株予約権の数205,730個)
なお、新株予約権の概要は
「第４　提出会社の状況、
１　株式等の状況　(2) 新株
予約権等の状況」に記載のと

おりであります。
 

 
４．１株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 

項目
前連結会計年度
(2024年12月31日)

当連結会計年度
(2025年12月31日)

純資産の部の合計額(千円) 1,273,761 585,781

純資産の部の合計額から控除する金額(千円) ― 4,320

　（うち新株予約権（千円）） ― （4,320）

普通株式に係る期末の純資産額(千円) 1,273,761 581,461

１株当たり純資産額の算定に用いられた期末
の普通株式の数(株)

4,863,357 4,907,357
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(重要な後発事象)

（資金の借入及び借入金の返済）

当社は、2026年２月６日開催の取締役会において、以下のとおりコミットメントライン契約による借入金の

期日前返済及び当座貸越契約の締結及び同契約に基づく資金の借入について決議し、２月13日に実行しまし

た。

 
１．期日前に資金の返済を行う借入金の内容

借入先の名称 株式会社みずほ銀行

借入金額 300,000千円

借入金利 基準金利

借入実行日 2025年10月23日

返済期日 2026年10月22日

返済実行日 2026年２月13日

返済方法 一括返済

担保の有無 無

財務上の特約

①2025年12月期決算における純資産（連結）の部の金
額を2024年12月期決算における純資産（連結）の部
の金額の75％以上に維持
②2025年12月期決算における最終決算（連結）を経常
黒字に維持

 

 
２．資金の借入の内容

借入先の名称 株式会社みずほ銀行

契約締結日 2026年２月６日

借入金額 300,000千円

借入金利 基準金利＋スプレッド

借入実行日 2026年２月13日

返済期間 2026年２月13日～2026年８月31日

返済方法 期限一括返済

担保の有無 無

財務上の特約 無
 

 
３．借入金の返済及び資金の借入の理由

当社は、当社の財務状況、資金需要の状況及び今後の財務運営方針を総合的に勘案したうえで、金融機関

との協議を行った結果、従前のコミットメントライン契約に基づく借入金を期限前に返済するとともに、運

転資金の安定的な確保を目的として、新たに当座貸越契約を締結いたしました。

従前のコミットメントライン契約については、契約条件及び当社の財務指標の推移等を踏まえ、資金管理

の観点から検討を行ってまいりました。その中で、金融機関と必要な情報共有を行い、資金調達の在り方に

ついて協議を行った結果、資金管理の実務上の観点から、当該契約を継続することに代えて、別の契約形態

を選択することが適切であるとの判断に至ったものです。
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（新株予約権の行使）

2026年１月１日から2026年３月16日現在の間に第９回新株予約権の行使が行われており、当該新株予約権の

行使により発行した株式の概要は以下のとおりであります。

(1）行使された新株予約権の数 8,923個

(2）交付株式数 普通株式　892,300株

(3）新株予約権による調達額 291,009千円

(4）増加した資本金の額 147,289千円

(5）増加した資本準備金の額 147,289千円
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⑤ 【連結附属明細表】

【社債明細表】

該当事項はありません。

 

【借入金等明細表】

 

区分
当期首残高
(千円)

当期末残高
(千円)

平均利率
(％)

返済期限

短期借入金 ― 300,000 1.9 ―

１年以内に返済予定の長期借入金 112,100 101,572 2.2 ―

長期借入金(１年以内に返済予定
のものを除く。)

404,200 451,792 2.2 2027年１月～2035年７月

合計 516,300 853,364 ― ―
 

(注) １．「平均利率」については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。

２．長期借入金の連結決算日後５年内における１年ごとの返済予定額の総額
 

区分
１年超２年以内
(千円)

２年超３年以内
(千円)

３年超４年以内
(千円)

４年超５年以内
(千円)

長期借入金 99,912 99,912 99,912 59,956
 

 

【資産除去債務明細表】

当連結会計年度末における資産除去債務の金額が、当連結会計年度末における負債及び純資産の合計額の100

分の１以下であるため、記載を省略しております。
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(2) 【その他】

当連結会計年度における半期情報等

 

 中間連結会計期間 当連結会計年度

売上高 (千円) 251,272 530,019

税金等調整前中間(当期)純損失（△） (千円) △218,626 △720,683

親会社株主に帰属する中間(当期)純損失（△） (千円) △219,771 △721,633

１株当たり中間(当期)純利益 (円) △45.16 △147.95
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２ 【財務諸表等】

(1) 【財務諸表】

① 【貸借対照表】

           (単位：千円)

          
前事業年度

(2024年12月31日)
当事業年度

(2025年12月31日)

資産の部   

 流動資産   

  現金及び預金 763,480 386,497

  売掛金 ※１  263,547 ※１  59,834

  商品 24,898 115,592

  仕掛品 22,915 5,722

  前払費用 8,082 14,886

  関係会社短期貸付金 10,438 -

  未収消費税等 - 38,604

  その他 ※１  7,960 ※１  5,100

  流動資産合計 1,101,323 626,239

 固定資産   

  有形固定資産   

   建物附属設備 2,333 1,819

   工具、器具及び備品 2,617 2,950

   有形固定資産合計 4,950 4,770

  無形固定資産   

   ソフトウエア 402,807 615,022

   ソフトウエア仮勘定 108,838 16,720

   特許権 - 6,197

   無形固定資産合計 511,645 637,941

  投資その他の資産   

   関係会社株式 479,533 479,533

   出資金 10 10

   長期前払費用 3,979 8,547

   その他 360 16,811

   投資その他の資産合計 483,882 504,901

  固定資産合計 1,000,479 1,147,613

 資産合計 2,101,802 1,773,852
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           (単位：千円)

          
前事業年度

(2024年12月31日)
当事業年度

(2025年12月31日)

負債の部   

 流動負債   

  短期借入金 - ※１  300,000

  １年内返済予定の長期借入金 112,100 101,572

  未払金 ※２  198,502 ※２  146,121

  未払費用 7,046 9,229

  未払法人税等 13,131 5,002

  契約負債 17,248 9,440

  賞与引当金 35,000 70,000

  その他 35,593 8,826

  流動負債合計 418,622 650,194

 固定負債   

  長期借入金 404,200 451,792

  固定負債合計 404,200 451,792

 負債合計 822,822 1,101,986

純資産の部   

 株主資本   

  資本金 308,080 318,920

  資本剰余金   

   資本準備金 298,080 308,920

   その他資本剰余金 1,269,690 1,269,690

   資本剰余金合計 1,567,770 1,578,610

  利益剰余金   

   その他利益剰余金   

    繰越利益剰余金 △596,869 △1,229,984

   利益剰余金合計 △596,869 △1,229,984

  株主資本合計 1,278,980 667,545

  新株予約権 - 4,320

 純資産合計 1,278,980 671,865

負債純資産合計 2,101,802 1,773,852
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② 【損益計算書】

           (単位：千円)

          前事業年度
(自 2024年１月１日
　至 2024年12月31日)

当事業年度
(自 2025年１月１日
　至 2025年12月31日)

売上高 ※１  986,814 ※１  523,898

売上原価 319,666 246,724

売上総利益 667,147 277,174

販売費及び一般管理費 ※１、２  665,846 ※１、２  892,053

営業利益又は営業損失（△） 1,300 △614,879

営業外収益   

 受取利息 ※１  290 ※１  313

 受取配当金 3,262 14,270

 その他 114 54

 営業外収益合計 3,667 14,637

営業外費用   

 支払利息 16,864 19,476

 上場関連費用 32,146 -

 支払手数料 - 4,386

 為替差損 5,981 4,993

 その他 - 168

 営業外費用合計 54,991 29,024

経常損失（△） △50,023 △629,266

特別損失   

 本社移転費用 - ※３  2,069

 固定資産除却損 - ※４  827

 特別損失合計 - 2,897

税引前当期純損失（△） △50,023 △632,164

法人税、住民税及び事業税 950 950

法人税等合計 950 950

当期純損失（△） △50,973 △633,114
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【売上原価明細書】

 

  
前事業年度

(自　2024年１月１日
至　2024年12月31日)

当事業年度
(自　2025年１月１日
至　2025年12月31日)

区分
注記
番号

金額(千円)
構成比
(％)

金額(千円)
構成比
(％)

Ⅰ　材料費  - - - -

Ⅱ　労務費  49,149 25.8 33,978 16.5

Ⅲ　経費 ※１ 141,209 74.2 171,457 83.5

当期総製造費用  190,359 100.0 205,436 100.0

仕掛品期首棚卸高  10,226  22,915  

合計  200,586  228,351  

仕掛品期末棚卸高  22,915  5,722  

当期製品製造原価  177,670  222,629  

商品期首棚卸高  42,865  24,898  

当期商品仕入高  124,029  114,789  

合計  166,894  139,687  

他勘定振替高  -  -  

商品期末棚卸高  24,898  130,484  

商品評価損  -  14,891  

当期商品原価  141,996  24,095  

当期売上原価  319,666  246,724  
 

 

(注) ※１ 主な内訳は、次のとおりであります。

項目
前事業年度

(自　2024年１月１日
至　2024年12月31日)

当事業年度
(自　2025年１月１日
至　2025年12月31日)

業務委託費 40,187 89,476

通信費 94,147 73,468

減価償却費 4,206 6,045
 

 

(原価計算の方法)

当社の原価計算は、個別原価計算による実際原価計算であります。
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③ 【株主資本等変動計算書】

前事業年度(自　2024年１月１日　至　2024年12月31日)

 (単位：千円)

 

株主資本

資本金

資本剰余金

資本準備金 その他資本剰余金 資本剰余金合計

当期首残高 10,000 - 1,269,690 1,269,690

当期変動額     

新株の発行 298,080 298,080 - 298,080

当期純損失（△） - - - -

株主資本以外の項目の

当期変動額（純額）
- - - -

当期変動額合計 298,080 298,080 - 298,080

当期末残高 308,080 298,080 1,269,690 1,567,770
 

 

 

株主資本

純資産合計
利益剰余金

株主資本合計その他利益剰余金
利益剰余金合計

繰越利益剰余金

当期首残高 △545,896 △545,896 733,793 733,793

当期変動額     

新株の発行 - - 596,160 596,160

当期純損失（△） △50,973 △50,973 △50,973 △50,973

株主資本以外の項目の

当期変動額（純額）
- - - -

当期変動額合計 △50,973 △50,973 545,186 545,186

当期末残高 △596,869 △596,869 1,278,980 1,278,980
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当事業年度(自　2025年１月１日　至　2025年12月31日)

 (単位：千円)

 

株主資本

資本金

資本剰余金

資本準備金 その他資本剰余金 資本剰余金合計

当期首残高 308,080 298,080 1,269,690 1,567,770

当期変動額     

新株の発行 10,840 10,840 - 10,840

当期純損失（△） - - - -

株主資本以外の項目の

当期変動額（純額）
- - - -

当期変動額合計 10,840 10,840 - 10,840

当期末残高 318,920 308,920 1,269,690 1,578,610
 

 

 

株主資本

新株予約権 純資産合計
利益剰余金

株主資本合計その他利益剰余金
利益剰余金合計

繰越利益剰余金

当期首残高 △596,869 △596,869 1,278,980 - 1,278,980

当期変動額      

新株の発行 - - 21,680 - 21,680

当期純損失（△） △633,114 △633,114 △633,114 - △633,114

株主資本以外の項目の

当期変動額（純額）
- - - 4,320 4,320

当期変動額合計 △633,114 △633,114 △611,434 4,320 △607,114

当期末残高 △1,229,984 △1,229,984 667,545 4,320 671,865
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【注記事項】

(重要な会計方針)

１　有価証券の評価基準及び評価方法

子会社株式及び関連会社株式

移動平均法による原価法を採用しております。

 
２　棚卸資産の評価基準及び評価方法

通常の販売目的で保有する棚卸資産

評価基準は原価法(収益性の低下による簿価切下げの方法)

商品

移動平均法

仕掛品

個別法

 
３　固定資産の減価償却の方法

①　有形固定資産

定率法を採用しております。2016年４月１日以降に取得した建物附属設備については、定額法を採用してお

ります。

なお、主な耐用年数は、次のとおりであります。

建物附属設備　　　　　６年～15年

工具、器具及び備品　　３年～８年

②　無形固定資産

定額法を採用しております。

なお、主な償却年数は、次のとおりであります。

ソフトウエア(自社利用分)　５年(社内における利用可能期間)

 
４　引当金の計上基準

賞与引当金

従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込み額に基づき当事業年度に見合う分を計上して

おります。

 
５　収益及び費用の計上基準

当社の収益は、当社の提供するプラットフォームやプラットフォーム上で稼働する各種アプリ(以下、「プラッ

トフォーム等」といいます。)に関して、利用開始時に発生する一時的な収益である「アップフロント」と、累積

的・継続的に発生する収益である「プラットフォーム・アプリ提供」及び「アップフロント」と「プラット

フォーム・アプリ提供」以外の収益となる「その他」により構成されております。

「アップフロント」については、顧客に当社の提供するプラットフォーム等を利用することができるようにす

る義務を負っております。当該履行義務は、顧客がプラットフォーム等を利用できることを確認した時点が履行

義務の履行時点となると判断し、同時点で収益を認識しております。

「プラットフォーム・アプリ提供」については、メンテナンス契約とプラットフォーム等の利用料によって構

成されております。メンテナンス契約は契約に定められた期間に渡り、メンテナンスを行う義務を負っており、

当該履行義務は時の経過につれて充足されるため、当該契約期間に応じて均等按分し、収益を認識しておりま

す。プラットフォーム等の利用料の受領は一括で受領するものと毎月受領する２パターンあります。いずれのパ

ターンにおいても、契約に基づく期間に渡って、顧客がプラットフォーム等の利用ができるようにする義務を

負っており、当該履行義務は時の経過とともに充足されるため、前者は当該契約期間に応じて均等按分し、後者

は月末締めで収益として計上しております。

「その他」については、「アップフロント」及び「プラットフォーム・アプリ提供」以外の主に受託開発や実

証等となります。当該履行義務は、顧客に対する成果物の納品時点で充足されるため、同時点で収益を認識して

おります。

物品の販売契約における対価は、通常、短期のうちに支払期日が到来しております。なお、重要な金融要素は

含んでおりません。
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６　その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

繰延資産の処理方法

株式交付費

支出時に全額費用処理しております。

 
(重要な会計上の見積り)

前事業年度(自　2024年１月１日　至　2024年12月31日)

固定資産の減損損失の認識の要否

(1) 当事業年度の財務諸表に計上した金額

有形固定資産　　4,950千円

無形固定資産　511,645千円

（注）上記のうち、当社における減損の兆候がある固定資産は、当事業年度において、無形固定資産95,491千円

であります。

 
(2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する理解に資する情報

(1)の金額の算出方法は、「１連結財務諸表等　注記事項　(重要な会計上の見積り)　固定資産の減損損失の認識

の要否」の内容と同一であります。

 
当事業年度(自　2025年１月１日　至　2025年12月31日)

１　固定資産の減損損失の認識の要否

(1) 当事業年度の財務諸表に計上した金額

有形固定資産　　4,770千円

無形固定資産　637,941千円

（注）上記のうち、当社における減損の兆候がある固定資産は、当事業年度において、無形固定資産125,792千円

であります。

 
(2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する理解に資する情報

(1)の金額の算出方法は、「１連結財務諸表等　注記事項　(重要な会計上の見積り)　固定資産の減損損失の認識

の要否」の内容と同一であります。

 
２　棚卸評価損の認識の要否

(1) 当事業年度の財務諸表に計上した金額

商品　　　　115,592千円

商品評価損　 14,891千円

 
(2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する理解に資する情報

(1)の金額の算出方法は、「１連結財務諸表等　注記事項　(重要な会計上の見積り)　棚卸評価損の認識の要否」

の内容と同一であります。
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(会計方針の変更)

（「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」等の適用）

　「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」（企業会計基準第27号　2022年10月28日。以下「2022年改正会

計基準」という。）等を当事業年度の期首から適用しております。法人税等の計上区分に関する改正については、

2022年改正会計基準第20－３項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っております。これによる財務諸表に与える

影響はありません。

 

(貸借対照表関係)

※１　コミットメントライン契約

　　　当社においては、株式会社みずほ銀行との間でコミットメントライン契約を締結しております。

　　　この契約に基づく、連結会計年度末の借入未実行残高は以下の通りであります。

 
前事業年度

(2024年12月31日)
当事業年度

(2025年12月31日)

コミットメントラインの総額 ―千円 300,000千円

借入実行残高 ―〃 300,000〃

差引額 ―〃 ―〃
 

 
(注) １．以下の財務上の特約が付されております。

　　 　①2025年12月期決算における純資産（連結）の部の金額を2024年12月期決算における純資産（連結）の部の金

額の75%以上に維持

　　 　②2025年12月期決算における最終決算（連結）を経常黒字に維持

　　 ２．2026年２月13日に当該コミットメントライン契約による借入金を期日前返済し、新たに当座貸越契約を締結

いたしました。詳細は「１連結財務諸表　注記事項(重要な後発事象)」に記載しております。

 
 

※２ 関係会社に対する金銭債権及び金銭債務

区分掲記されたもの以外で各科目に含まれているものは、次のとおりであります。

 

 
前事業年度

(2024年12月31日)
当事業年度

(2025年12月31日)

短期金銭債権 166,133千円 28,925千円

短期金銭債務 107,896 〃 58,319 〃
 

 
(損益計算書関係)

※１　関係会社との取引高

 

 
前事業年度

(自　2024年１月１日
至　2024年12月31日)

当事業年度
(自　2025年１月１日
至　2025年12月31日)

営業取引による取引高     

売上高 683,146千円 318,800千円

販売費及び一般管理費 101,141 〃 56,890 〃

営業取引以外の取引による取引高 275 〃 42 〃
 

 

※２　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額並びにおおよその割合は、次のとおりであります。

 

 
前事業年度

(自　2024年１月１日
至　2024年12月31日)

当事業年度
(自　2025年１月１日
至　2025年12月31日)

給与手当 132,015千円 162,348千円

研究開発費 37,978 〃 73,516 〃

通信費 173,551 〃 138,229 〃

賞与引当金繰入額 35,000 〃 70,000 〃

減価償却費 85,669 〃 128,027 〃

     

おおよその割合     

販売費 12.6％ 17.6％
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一般管理費 87.4〃 82.4〃
 

 

※３　本社移転費用

本社移転費用については、2025年11月の本社移転に伴うものであり、主な内容は、新本社への移転費用でありま

す。
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※４　固定資産除却損の内容は、次のとおりであります。

 

 
前事業年度

(自　2024年１月１日
至　2024年12月31日)

当事業年度
(自　2025年１月１日
至　2025年12月31日)

建物附属設備 -千円 827千円
 

 

(有価証券関係)

子会社株式及び関連会社株式は、市場価格のない株式等のため、子会社株式及び関連会社株式の時価を記載して

おりません。

なお、市場価格のない株式等の子会社株式及び関連会社株式の貸借対照表計上額は、次のとおりです。

  (単位：千円)

区分 2024年12月31日 2025年12月31日

子会社株式 151,533 151,533

関連会社株式 328,000 328,000

計 479,533 479,533
 

 
(税効果会計関係)

１　繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

 

 
前事業年度

(2024年12月31日)
当事業年度

(2025年12月31日)

繰延税金資産     

税務上の繰越欠損金 627,948千円 808,092千円

減損損失 49,578 〃 29,055 〃

賞与引当金 10,717 〃 22,064 〃

関係会社株式評価損 7,378 〃 7,595 〃

商品評価損 ―〃 4,693〃

その他 817 〃 551 〃

繰延税金資産小計 696,439千円 872,053千円

税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額 △627,948 〃 △808,092 〃

将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額 △68,491 〃 △63,960 〃

評価性引当額小計 △696,439 〃 △872,053 〃

繰延税金資産の合計 ―千円 ―千円

繰延税金資産の純額 ―千円 ―千円
 

 

２　法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった

主要な項目別の内訳

 
前事業年度(2024年12月31日)

税引前当期純損失を計上しているため、記載を省略しております。

 
当事業年度(2025年12月31日)

税引前当期純損失を計上しているため、記載を省略しております。
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３　法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正

「所得税法等の一部を改正する法律」（令和7年法律第13号）が2025年３月31日に国会で成立し、2026年４月１日以

後開始する事業年度より「防衛特別法人税」の課税が行われることになりました。これに伴い、2027年１月１日以後

開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異等に係る繰延税金資産及び繰延税金負債については、法定実効税

率を30.6％から31.5％に変更し計算しております。この税率変更により、当事業年度の財務諸表に与える影響は軽微

です。

 
(収益認識関係)

顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、「１連結財務諸表等（１）連結財務諸表　

注記事項（収益認識関係）」に同一の内容を記載しているため注記を省略しております。

 
(重要な後発事象)

詳細については、「１連結財務諸表等（１）連結財務諸表注記事項（重要な後発事象）」に同一の内容を記載

しているため、注記を省略しております。
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④ 【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

 

資産の種類
当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(千円)

当期償却額
(千円)

当期末残高
(千円)

減価償却累計額
(千円)

有形固定資産       

建物附属設備 2,333 752 827 438 1,819 3,595

工具、器具及び備品 2,617 2,403 ― 2,069 2,950 8,791

有形固定資産計 4,950 3,155 827 2,508 4,770 12,387

無形固定資産       

ソフトウエア 402,807 342,977 ― 130,762 615,022 ―

ソフトウエア仮勘定 108,838 61,219 153,336 ― 16,720 ―

特許権 ― 7,000 ― 802 6,197
―
 

無形固定資産計 511,645 411,196 153,336 131,564 637,941 ―

投資その他の資産       

長期前払費用 3,979 10,332 5,764 ― 8,547 ―

投資その他の資産計 3,979 10,332 5,764 ― 8,547 ―
 

(注) 当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。

ソフトウエア デマンドレスポンスシステムの開発 75,758千円

ソフトウエア仮勘定 Informetis Europe Ltd.よりプラットフォームの取得 17,137〃
 

 

【引当金明細表】

 

区分
当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(千円)

当期末残高
(千円)

賞与引当金 35,000 70,000 35,000 70,000
 

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

 

(3) 【その他】

該当事項はありません。
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第６ 【提出会社の株式事務の概要】

 

事業年度 毎年１月１日から同年12月31日まで

定時株主総会 毎事業年度末日の翌日から３か月以内

基準日 毎事業年度末日

剰余金の配当の基準日
毎年６月30日
毎年12月31日

１単元の株式数 100株

単元未満株式の買取り  

　　取扱場所 東京都千代田区丸の内一丁目４番５号　三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 証券代行部

　　株主名簿管理人 東京都千代田区丸の内一丁目４番５号　三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社

　　取次所  

　　買取手数料 無料

公告掲載方法

当社の公告は、電子公告により行います。

ただし、やむを得ない事由により、電子公告によることができない場合は、日本経済

新聞に掲載する方法により行います。

公告掲載URL：https://www.informetis.com/ir/stock/publicnotice/

株主に対する特典 該当事項はありません。
 

(注)　当社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない旨、

定款に定めております。

(1) 会社法第189条第２項各号に掲げる権利

(2) 会社法第166条第１項の規定による請求をする権利

(3) 株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利
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第７ 【提出会社の参考情報】

 

１ 【提出会社の親会社等の情報】

当社には、親会社等はありません。

 

２ 【その他の参考情報】

当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。

 
(1) 有価証券報告書及びその添付書類並びに確認書

事業年度　第12期(自　2024年１月１日　至　2024年12月31日)　2025年３月28日関東財務局長に提出。

 

(2) 内部統制報告書及びその添付書類

2025年３月28日関東財務局長に提出。

 

(3) 半期報告書及び確認書

事業年度　第13期中(自　2025年１月１日　至　2025年６月30日)　2025年８月13日関東財務局長に提出。

 
(4) 臨時報告書及び確認書

企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２(株主総会における議決権行使の結果)の規定に基

づく臨時報告書　

2025年３月28日関東財務局長に提出。

 
企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第12号の４(財務上の特約が付された金銭消費貸借契約の締

結)の規定に基づく臨時報告書

2025年11月13日関東財務局長に提出。

 
(5) 有価証券届出書及びその添付書類（組込方式）

2025年12月５日関東財務局長に提出。

第三者割当による新株予約権証券に係る有価証券届出書及びその添付書類であります。

 

(6) 有価証券届出書の訂正届出書

　2025年12月10日関東財務局長に提出

　2025年12月５日提出の有価証券届出書に係る訂正届出書であります。
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

 

該当事項はありません。
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独立監査人の監査報告書
 

 

 

2026年３月26日

インフォメティス株式会社

取締役会　御中

 
太陽有限責任監査法人

 

東京事務所
 

 
指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士 泉　　淳　　一  

 

 
指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士 石　　田　　宏  

 

 

＜連結財務諸表監査＞

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて

いるインフォメティス株式会社の2025年１月１日から2025年12月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、

連結貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算

書、連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査を行った。

当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、イ

ンフォメティス株式会社及び連結子会社の2025年12月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の

経営成績及びキャッシュ・フローの状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。 

 

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準におけ

る当監査法人の責任は、「連結財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国におけ

る職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責

任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

監査上の主要な検討事項

監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重

要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見

の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。
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継続企業の前提に関する重要な不確実性の評価

監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由 監査上の対応

会社は、当連結会計年度において、大口顧客との契約

終了等の外部要因の影響もあり、売上高530,019千円

（前年同期比46.0％減）、営業損失628,704千円、経常

損失717,785千円、親会社株主に帰属する当期純損失

721,633千円、営業キャッシュ・フロー△440,022千円と

なっている。

この結果、当連結会計年度において、売上高の著しい

減少とともに、重要な営業損失、経常損失、親会社株主

に帰属する当期純損失、及びマイナスの営業キャッ

シュ・フローを計上していることから、継続企業の前提

に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況が存在し

ている。

経営者は、これらの状況を解消するため、収益基盤の

安定化及び新たな収益創出力の向上のための各種施策に

取り組んでいる。また、費用については固定費の抑制、

人員配置の最適化、外注費の見直し及び業務プロセスの

効率化を継続的に実行するとともに、資金計画について

も取引金融機関への継続的な支援の要請に加え、新株予

約権の発行による資金調達に取り組んでいる。経営者

は、これらの対応策の実行によって、当面の資金繰りに

重大な懸念はなく、継続企業の前提に関する重要な不確

実性は認められないと判断している。

継続企業の前提の評価は、主に経営者が作成した損益

計画及び資金計画に基づいて行われるが、当該計画にお

いては、売上予測や費用削減策、金融機関からの借入れ

に係る契約条件の見直し、新株予約権の行使による資金

調達、といった経営者の主観的な判断を伴う主要な仮定

が含まれており、不確実性が高い。また、会社は当連結

会計年度において、業績予想を大きく下方修正している

ことから、当該計画の合理性及び実行可能性について、

監査上は慎重に検討する必要がある。

以上より、当監査法人は、継続企業の前提に関する重

要な不確実性の評価が当連結会計年度の監査において特

に重要であり、監査上の主要な検討事項に該当するもの

と判断した。

 

当監査法人は、継続企業の前提に関する重要な不確実

性が認められるかどうかを判断するに当たり、主に以下

の監査手続を実施した。

・　　会社の損益計画及び資金計画の合理性及び実行可

能性について、経営者である代表取締役社長及び取

締役CFOと協議を実施した。これにより、経営者が過

去の実績や足元の受注状況等を踏まえ、経営者の対

応策の不確実性を見積りに反映していることを理解

した。

・　　会社の損益計画について、過年度の計画と実績を

比較し、当該計画の見積りの不確実性を評価した。

・　　会社の損益計画に含まれる売上予測のうち、受注

済又は受注の確度が高いと見込んでいる売上高につ

いては、注文書や受注確度が高いことを示す根拠資

料を閲覧した。また、その他の売上高についても過

去の売上高と比較を行い、会社の見積りの合理性を

評価した。

・　　会社の損益計画のうち、主な費用削減策につい

て、代表取締役社長及び取締役CFOへ質問するととも

に、取締役会議事録等の閲覧を通じて、その実行可

能性を評価した。

・　　会社の資金計画のうち、借入れに係る契約条件に

ついては、金融機関との契約書及び入出金記録を閲

覧し、資金計画が見直し後の契約条件と整合してい

ることを確かめた。

・　　複数の金融機関の会社の担当責任者に質問し、会

社に対する融資及び継続的支援の方針、並びに新株

予約権の行使状況及び今後の行使の方針を把握し、

経営者の回答と整合していることを確かめた。

・　　上記手続の結果を踏まえて、経営者の作成した資

金計画に一定の不確実性を織り込んだ場合の翌連結

会計年度の資金繰りを監査人が独自に見積り、評価

した。
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その他の記載内容

その他の記載内容は、有価証券報告書に含まれる情報のうち、連結財務諸表及び財務諸表並びにこれらの監査報告書

以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査役及び監査役会の責

任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

当監査法人の連結財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の

記載内容に対して意見を表明するものではない。

連結財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内

容と連結財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そ

のような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告

することが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

 
連結財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正

に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するた

めに経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結財務諸表を作成することが適切であるか

どうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示

する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにあ

る。

 
連結財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表

示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明

することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結財務諸表の利

用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家と

しての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続

を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切

な監査証拠を入手する。

・ 連結財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評

価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及

び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・ 経営者が継続企業を前提として連結財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基

づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか

結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結財務諸表の注記

事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、連結財務諸

表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証

拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・ 連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠している

かどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに連結財務諸表が基礎とな

る取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

・ 連結財務諸表に対する意見表明の基礎となる、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を

入手するために、連結財務諸表の監査を計画し実施する。監査人は、連結財務諸表の監査に関する指揮、監督及び査

閲に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制

の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
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監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、

並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている

場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を

行う。

監査人は、監査役及び監査役会と協議した事項のうち、当連結会計年度の連結財務諸表の監査で特に重要であると判

断した事項を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表

が禁止されている場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利

益を上回ると合理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。

 

＜報酬関連情報＞

当監査法人及び当監査法人と同一のネットワークに属する者に対する、会社及び子会社の監査証明業務に基づく報酬

及び非監査業務に基づく報酬の額は、「提出会社の状況」に含まれるコーポレート・ガバナンスの状況等(３)【監査の

状況】に記載されている。

 
利害関係

会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな

い。

 
以　上

 
 

(注) １．上記の監査報告書の原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。

２．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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独立監査人の監査報告書
 

 

 

2026年３月26日

インフォメティス株式会社

取締役会　御中

 
太陽有限責任監査法人

 

東京事務所
 

 
指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士 泉　　淳　　一  

 

 
指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士 石　　田　　宏  

 

 

＜財務諸表監査＞

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて

いるインフォメティス株式会社の2025年１月１日から2025年12月31日までの第13期事業年度の財務諸表、すなわち、貸

借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針、その他の注記及び附属明細表について監査を行っ

た。

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、イン

フォメティス株式会社の2025年12月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要

な点において適正に表示しているものと認める。

 

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準におけ

る当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職

業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。

当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

監査上の主要な検討事項

監査上の主要な検討事項とは、当事業年度の財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要である

と判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成におい

て対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。

 
継続企業の前提に関する重要な不確実性の評価

　連結財務諸表の監査報告書に記載されている監査上の主要な検討事項(継続企業の前提に関する重要な不確実性の

評価)と同一内容であるため、記載を省略している。
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その他の記載内容

その他の記載内容は、有価証券報告書に含まれる情報のうち、連結財務諸表及び財務諸表並びにこれらの監査報告書

以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査役及び監査役会の責

任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載

内容に対して意見を表明するものではない。

財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と

財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような

重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告

することが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

 
財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表

示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営

者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを

評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要

がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにあ

る。

 

財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示が

ないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明すること

にある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決

定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家と

しての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続

を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切

な監査証拠を入手する。

・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の

実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及

び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ

き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結

論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に

注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外

事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいてい

るが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかど

うかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計

事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制

の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、

並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている

場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を
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行う。

監査人は、監査役及び監査役会と協議した事項のうち、当事業年度の財務諸表の監査で特に重要であると判断した事

項を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止さ

れている場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回

ると合理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。

 
＜報酬関連情報＞

報酬関連情報は、連結財務諸表の監査報告書に記載されている。

 
利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

 
以　上

 
 

(注) １．上記の監査報告書の原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。

２．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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